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経済企業委員会会議録 

 

平成２７年３月１０日 火曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ６時０５分閉議（実時間３８０分） 

                       

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第５０号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第１２号（関係分） 

１．議案第４号・平成２６年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第２号 

１．議案第５号・平成２６年度八代市椎原財産

区特別会計補正予算・第１号 

１．議案第６号・平成２７年度八代市一般会計

予算（関係分） 

１．議案第１０号・平成２７年度八代市簡易水

道事業特別会計予算 

１．議案第１５号・平成２７年度八代市久連子

財産区特別会計予算 

１．議案第１６号・平成２７年度八代市椎原財

産区特別会計予算 

１．議案第１７号・平成２７年度八代市水道事

業会計予算 

１．議案第１８号・平成２７年度八代市病院事

業会計予算 

１．議案第２６号・公の施設を長期かつ独占的

に利用させることについて 

１．議案第４９号・八代市農村運動広場条例の

一部改正について 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

  （平成２６年度八代市観光施設あり方検討

会検討結果報告について） 

 ・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  野 﨑 伸 也 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  笹 本 サエ子 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  松 永 純 一 君 

委  員  村 上 光 則 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     橋 口 尚 登 君 

  農林水産部次長   黒 木 信 夫 君 
 
  農林水産部 
            垣 下 昭 博 君 
  総括審議員兼次長 
 

  農業政策課長    小 堀 千 年 君 
 
  農業政策課長補佐兼 
            竹 見 清 之 君 
  営農支援室長 
 

  水産林務課長    沖 田 良 三 君 
 
  水産林務課長補佐兼 
            中 川 俊 一 君 
  山のみち整備係長 
 

  フードバレー推進課長 高 崎   正 君 

  農業生産流通課長  久木田 昌 一 君 

  地籍調査課長    山 口   修 君 

  農地整備課長    潮 崎   勝 君 

商工観光部長     宮 村 博 幸 君 

 商工観光部次長   宮 村 明 彦 君 

 商工振興課長    川 野 雄 一 君 
 
 商工振興課長補佐兼 
           嶋 田 和 博 君 

  商業振興係長 
 

  国際港湾振興課長  桑 原 真 澄 君 

  観光振興課長    水 本 和 博 君 

 環境部長       本 村 秀 一 君 

  環境センター建設課長 山 口   剛 君 

 部局外 
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  水道局長      宮 本 誠 司 君 
 
  水道局次長兼 
            松 田 仁 人 君 
  簡易水道係長 
 
 
  市立病院事務局 
            田 中 智 樹 君 
  事務長 
 

                                

○記録担当書記     岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（増田一喜君） おはようございま

す。それでは、定刻となり定足数に達しました

ので、ただいまから経済企業委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・平成２６年度八代市一般会計補

正予算・第１１号（関係分） 

○委員長（増田一喜君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第１号・平成２６年度八代市一般

会計補正予算・第１１号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費につい

て、農林水産部から説明願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第１号・平成２６年度八代市

一般会計補正予算・第１１号に係る農林水産部

関係で、第５款・農林水産業費の当委員会付託

分につきまして、黒木次長より説明いたします

ので、よろしく御審議方、お願いいたします。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、黒木農林水産

部次長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。改め

まして、おはようございます。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり） 

 農林水産部次長の黒木です。座って説明をさ

せていただきます。 

 それでは、一般会計補正予算書・第１１号、

１４ページをお開きいただきたいと思います。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で、経営体育成支援事業として、補

正額１５９万９０００円を計上し、補正後の金

額を８億７５６９万５０００円とするもので

す。 

 平成２６年２月に阿蘇地域を中心とした県北

部地域で豪雪被害が発生しましたが、阿蘇市内

に出作をされている本市在住の農業者のトマト

用ハウスも多大な被害を受けられました。 

 本市としましては、国の災害復旧事業である

被災農業者向け経営体育成支援事業を活用し、

一刻も早い復旧と経営の再開を図る必要があり

ました。しかし、本事業の申請は、災害指定を

受けた市町村に限られるため、阿蘇市と協議

し、補助申請を阿蘇市で行い、阿蘇市が負担す

る一般財源分を八代市が負担することとしまし

た。その後、平成２７年１月１５日付を持っ

て、阿蘇市から負担金額の確定通知があったこ

とから、今回補正をお願いするものです。 

 なお、本事業に関しましては、補正予算、今

回になりましたが、計上を含め、事務手続が前

後することから、平成２６年６月１７日の本委

員会において、所管事務調査の中で御報告をさ

せていただいております。 

 次に、目８・農地費では、団体営農業農村整

備事業として、補正額２０６万円を計上し、補

正後の金額を１０億８６２６万７０００円とす

るものです。 

 本事業は、土地改良区が所有する農業用水利

施設の突発的事故の対策に必要な整備に対し、
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国が５０％、県が１５％、市が用水施設の場合

１０％、排水施設の場合３５％を支援する事業

で、国補助５０％分は事業主体である土地改良

区に対して直接交付されるものです。 

 事業内容としましては、八代平野南部土地改

良区が実施した積下東割排水ポンプ修繕及び八

の字土地改良区が実施した平和１号揚水ポンプ

修繕ほか２件の合計４件で本年１月に金額が確

定したものです。特定財源として、県支出金７

１万５０００円を予定しております。 

 次に、項２・林業費、目２・林業振興費で、

有害鳥獣被害対策事業として、補正額２６０万

９０００円を計上し、補正後の金額を２億４３

６９万２０００円とするものです。 

 本事業は、有害鳥獣駆除隊が捕獲した鹿やイ

ノシシを新たな特産品として有効活用するた

め、解体・加工・真空パック詰めなどを行うジ

ビエ解体処理施設の整備に要する経費に対し、

国が５５％、市が２２.５％助成する事業で、

国補助５５％分は事業実施主体に対して直接交

付されますので、市補助金２６０万９０００円

について補正をお願いするものです。 

 事業実施主体は、坂本地区有害鳥獣利活用組

合で、総事業費は１１５９万５０００円を予定

しています。これまで、大部分埋設処分してい

た鹿やイノシシを駆除隊から買い取り、解体・

加工して食肉用として販売することで、中山間

地域の活性化及び有害獣対策に効果が期待でき

るものと考えております。 

 次に、目４・林道新設改良費で、歳出額の補

正はありませんが、林業専用道開設事業２路線

分の県補助金である森林・林業・木材産業基盤

整備交付金の交付決定に伴い、財源の組み替え

として、地方債を７７０万円減額し、国県支出

金を７７０万円増額するものです。 

 続きまして、４ページをお開きいただきたい

と思います。 

 第２表 繰越明許費補正中、農林水産部関係

分について御説明いたします。 

 款５・農林水産業費、項２・林業費で、まず

有害鳥獣被害対策事業として２６０万９０００

円を計上しています。これは、先ほど歳出補正

の中でも説明しましたが、坂本地区有害鳥獣利

活用組合が実施するジビエ解体処理施設の整備

に要する経費で、３月までに完了することが困

難であることから、全額繰り越すもので、平成

２８年３月３１日を完了予定としております。 

 次に、木質バイオマスエネルギー利活用事業

として、１９９８万円を計上しています。これ

は、さかもと温泉センタークレオンに設置する

木質バイオマスボイラーと太陽光パネル及び蓄

電池事業におきまして、全国的な太陽光パネル

の生産不足により、年度内に完了することが困

難であることから、太陽光パネル設置に係る経

費について繰り越すもので、４月上旬を完了予

定としています。 

 次に、市内一円林道新設改良事業として２６

９３万６０００円を計上しています。これは、

林業専用道菖蒲谷線開設事業ほか２路線におい

て、残土処理場の確保や資材搬入路となる県道

の通行どめにより着工できなかったなど不測の

事態が生じたことで年度内完了が困難となり、

事業費の一部を繰り越すもので、７月３１日を

完了予定としております。 

 次に、款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費で、林道施設災害復旧事業と

して３００万円を計上しています。 

 これは、平成２６年発生の林道泉五木線災害

復旧事業において、同一箇所で実施予定の県営

治山事業とあわせて実施する必要があり、年度

内に適正工期を確保することができなかったこ

とから、事業費を繰り越すもので、９月３０日

を完了予定としています。 

 以上で、農林水産部関係分の補正予算につい

ての説明を終わります。御審議方よろしくお願

いいたします。 



 

－4－ 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。先ほどの１４ペ

ージの農業振興費の１５９万９０００円、これ

は阿蘇市のほうに内示があって云々という話が

あったんですが、基本的にはこの一般財源でと

りあえず市が起こすという意味、そのあたりを

ちょっと説明をしてくれませんか。 

○農業政策課長（小堀千年君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 小堀農業政策課長。 

○農業政策課長（小堀千年君） 本事業につき

ましては、国の被災者向けの経営体育成支援事

業を活用して行うと、なことでございますが、

市町村負担がございます。さきに、概要書にも

書いてございますですが、いわゆる大きく分け

て……。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） そんな詳しいことされ

んでよかですよ。要は、基本的に阿蘇市のほう

にそれなりの補助があったじゃなかですか。そ

れを何で八代市のほうがここに一般財源で計上

せにゃいかぬのかなという意味を聞くだけです

けん。 

○委員長（増田一喜君） 小堀農業政策課長。 

○農業政策課長（小堀千年君） 失礼しまし

た。この事業につきましては、災害指定を受け

た地域でしか申請ができないということで、災

害当時、１年前ぐらいになりますが、受けた阿

蘇市初め、県北部地域がその地域に指定されて

おって、そこからしか申請ができないというこ

とで、本市から出作をしている２件分について

は、阿蘇市さんから申請をお願いしますといっ

たことをお願いしたわけですね。で、阿蘇市と

しては、市町村負担のうちの特別交付税を除く

部分を八代市に負担してくださいということ

で、協定書を交わしまして負担するというふう

なことになったわけでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員、わかりま

したか。 

○委員（前垣信三君） 大体わかりましたが、

要はこの金額よりかはるかに大きい補助があっ

て、その足りぬ分を八代市が出してくれという

意味でいいんですか。（農業政策課長小堀千年

君「はい」と呼ぶ） 

 それでいいんですね。はい、わかりました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） そこで、この２件で

すけど、その後の復興状況といいますか、また

操業されているんだろうかと思いますけど。 

○委員長（増田一喜君） 小堀農業政策課長。 

○農業政策課長（小堀千年君） はい。この事

務手続にかかわる竣工検査というのは、今申し

ましたように、阿蘇市さんのほうでやっていた

だくということで、やっていただいております

が、もちろん私どものほうでも、過日、完成の

報告を受けて、現場のほう、阿蘇の波野地区の

ほうに確認に行ってまいりました。担当者と課

長補佐のほうで確認に行ったわけですが、ここ

に手元にも写真がございますけども、きちっと

復旧されておりまして、１件の農家については

定植がぎりぎり、トマトの定植に間に合ったも

んですから。若干おくれましたけども、１件は

作物を植えられておられます。完成後、事業主

体のほうからも、報告に来られた際にお礼の言

葉も述べていかれたところでございます。 

 以上です。 

○委員（笹本サエ子君） はい、わかりまし

た。 
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○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。有害鳥獣被害対

策事業ですけれども、今、説明の中で、駆除隊

のほうから買い取りをして解体を行うというふ

うなお話だったと思うんですけれども、１頭当

たり幾らぐらいで買い取りになるんですかね。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長、いい

ですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 今、計画で予

定されてるのがですね、鹿の場合で１頭が３０

００円と、イノシシの場合が１頭当たり１万２

０００円という計画がされております。１頭当

たりですね、鹿が３０００円、イノシシが１万

２０００円。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今回、新たに解体施設

の整備されたということなんですけど、販路と

かについて、これまでもやられてこられたと思

うとですけど、さらに何か拡充して、何か手広

くやられるというような計画とかがあって、こ

れにつながっているんですか。 

○委員長（増田一喜君） 沖田水産林務課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） お答えいたし

ます。 

 坂本が、来年度から処理施設を整備するとい

うことですが、今現在、泉町下岳地区に、有害

鳥獣の利活用推進組合のほうがジビエ処理施設

の建設をしておりますけれども、そこを事例に

取って、ちょっとお話をしたいと思いますが、

現在までの、――これ２６年４月から現在まで

でございますけれども、下岳地区の利用組合で

は、鹿肉３３０キロ、イノシシ４キロの肉を販

売をしております。これは口コミでだったりと

か、ネットあたりを使って販売を促進してると

ころですが、なかなかその販売先というのが見

つけるとが困難というのもございまして、下岳

地区におきましてはですね、市内の中華料理

店、そこと販売契約を結びまして、月に１００

キロ、鹿肉ということで契約を結んで、今後販

売を広げていきたいというようなこともござい

まして、坂本地区につきましてもですね、同様

な方法、もしくは独自の方法あたりを研究され

まして、販路の拡大に努めてもらいたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。坂本地区のほう

は、そういった計画のほうはまだお聞きしてい

ないというようなことだったというふうに思う

とですけれども。 

 その泉と坂本というふうなことなんですけど

も、こういった施設の連携とかっていうのにつ

いてはどういった考え方というのを持ってある

んですか。やっぱり一つの八代のジビエという

ことで進めていってもらいたいという気持ち

が、私的にはあるんですけれども。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員長

いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） ジビエについ

てはですね、いろいろ各団体でも取り組みが行

われております。市内においてもジビエ料理研

究会、それと八代市商工会のほうについては猪

鹿鶏街道といってですね、ジビエ料理を、会員

の商店から出すというような取り組みがいろい

ろされてるんですが、今後こういう施設をつく

りますと、当然その売り先がやっぱりどうする

のかということになりますので。市としてもで

すね、今までそういう生産される側と料理され

る側のそういう話し合いの場がなかったんでで
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すね、今後はそういう連絡協議会等つくってで

すね、その中で生産と販売をですね、一体とし

て取り組みを進めていきたいということで、今

準備をしてるところです。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 意見もないようでご

ざいます。 

 以上で第５款・農林水産業費についてを終了

します。（｢ありがとうございました」と呼ぶ

者あり） 

 小会いたします。 

（午前１０時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２３分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 それでは、引き続き歳出の第６款・商工費に

ついて、商工観光部から説明願います。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい。改めま

しておはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）商工観光部の宮村でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１号・平成２６年度八代市

一般会計補正予算・第１１号中、第６款・商工

費につきまして、宮村商工観光部次長が説明を

いたします。よろしく御審議のほどお願いいた

します。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。おは

ようございます。宮村でございます。お世話に

なります。私のほうで説明させていただきま

す。座って説明させていただきます。 

 議案第１号・平成２６年度八代市一般会計補

正予算・第１１号の商工観光部の所管分につい

て説明いたします。 

 予算書の１５ページをお開きください。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・商工振

興費の補正額は４５１万５０００円で、補正後

は８億９３０６万６０００円となります。財源

は、全て一般財源でございます。節１９・負担

金補助及び交付金３３３万円は、説明欄にあり

ます八代港ポートセールス事業分でございま

す。円安の影響で輸出貨物が伸び、コンテナ取

扱量が増加したことにより、コンテナ利用助成

金が不足するため補正をお願いするものでござ

います。積算根拠といたしましては、対象とな

る実入りのコンテナの取扱量の年度末の取扱量

を１万２２８８ＴＥＵと推測し、補助金申請率

９０％を乗じまして１万１０６０ＴＥＵを算出

し、補助額１万円を乗じて、今年度必要なコン

テナ利用助成金合計額１億１０６０万円を算出

し、既決予算額１億７２７万円を差し引いた３

３３万円が不足するため、補正をお願いするも

のでございます。 

 次に、節２２・補償、補塡及び賠償金１１８

万５０００円は、説明欄にあります商工業資金

貸付・出資事業分でございます。これは、小口

資金融資制度貸付におきまして、熊本県信用保

証協会との契約に基づき、県信用保証協会が行

う代位弁済に対する本市の損失補償金の６件分

となっております。代位弁済発生は、年度当初

では見込みが立てられないため、毎年３月に補

正をお願いしているものでございます。 

 以上で説明終わります。御審議よろしくお願

いいたします。 
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○委員長（増田一喜君） はい、それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと済みません。

聞き損ねた部分もあっとですが、八代港ポート

セールス事業の補正の前のは、補助金のあった

ですよね。で、今回、補正の部分について補助

金のなかじゃなかですか。で、見積もりがおか

しかったちゅう話になってくるんですかね、ど

げんなっと。ここは全部、財源は一般財源です

よね。それについての補助金のあっとなら、わ

かっとですが。何で今度なかっかなというふう

に感じたものですから。私の理解が悪かっか

な。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 済みませ

ん。繰り返しになりまして申しわけございませ

んが。（委員亀田英雄君「申しわけない」と呼

ぶ） 

 当初予定していた以上に円安の影響で貨物量

が伸びたということでございまして、このまま

では年度末に不足額が生じるということで、今

回補正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） で、その分について補

助金のなかっですよね。補助金はなかっです

ね。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。この

コンテナ助成金につきましては、全てが一般財

源、市からの持ち出しでさせていただいている

ところでございます。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 意見もないようでご

ざいます。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号・平成２６年度八代市一般会計補

正予算・第１１号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございます」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第５０号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１２号（関係分） 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第５０号

・平成２６年度八代市一般会計補正予算・第１

２号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 まず、歳出の第６款・商工費について、商工

観光部から説明願います。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村商工観光

部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） それでは、早

速でございますが、議案第５０号・平成２６年

度八代市一般会計補正予算・第１２号中、第６

款・商工費につきまして、宮村商工観光部次長

が説明をいたしますので、御審議よろしくお願

いいたします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次
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長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい、次長

の宮村明彦です。よろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。 

 平成２６年度八代市一般会計補正予算・第１

２号の予算書の１４ページをごらんください。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・商工振

興費の補正額は１４億６３２１万３０００円、

補正後は２３億５６２７万９０００円となりま

す。財源は、内訳欄にありますように、国県支

出金、国の地域住民生活等緊急支援のための交

付金が２億７４４８万９０００円です。また、

その他の財源１１億７２５０万円は、プレミア

ム商品券の販売額でございます。 

 恐れ入りますが、今回説明は、説明欄の事業

ごとに説明させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 まず、説明欄の一番上、リーファーコンテナ

利用拡大助成検証事業２０２万５０００円は、

八代港でリーファーコンテナを取り扱う際に、

通常コンテナ助成金に上乗せし助成するもので

ございます。新規の場合、１ＴＥＵ当たり７万

５０００円の支援を行うこととし、１５ＴＥＵ

の申請、１１２万５０００円を予定しておりま

す。継続の場合は、１ＴＥＵ当たり５万円の支

援を行うこととし、１８ＴＥＵの申請、９０万

円を予定しております。 

 次に、荷役機械導入支援事業２０００万円

は、八代港で稼働する荷役機械の老朽化が著し

く、コンテナを輸送するシャーシも不足してい

ることから、コンテナ取扱量が年々増加する中

での業務の円滑化と受注拡大を図る目的で、海

運業者が機器設備を導入する場合に購入費用の

一部を助成するものでございます。 

 次に、海外クルーズ商談会事業２１０万円

は、アメリカ・マイアミで開催される世界最大

のクルーズコンベンションで、観光庁が出展す

る日本ブースにおいて、八代港及び周辺観光地

を世界に向けてＰＲするもので、旅費１４４万

円、食料費・印刷製本費等３８万３０００円、

出展のための負担金２０万円等を予定しており

ます。 

 次に、公衆無線ＬＡＮ設置事業５００万円

は、中心商店街が設置する無料Ｗｉ－Ｆｉ機器

に対し助成するもので、利用者に対し店舗情報

などを配信し、集客・売り上げ促進を図るとと

もに、災害時の避難所誘導等の情報受発信機能

を有し、町なかでの安全・安心を確保すること

を予定しております。 

 次に、中小企業振興補助助成事業５００万円

は、市内の中小企業が有する特有の技術、自社

製品の販路拡大に向けた取り組みを支援するも

ので、具体的には中小企業販路開拓支援事業と

しまして、自社技術や製品の販路拡大のため、

展示会や商談会に出展する際の必要経費の一部

を助成するもので、補助率３分の２、限度額５

０万円を予定しております。 

 次に、中小企業経営者人財育成支援事業とし

まして、会社経営を担う経営者層の見識、判断

力等を高めるため受講するセミナー等の経費に

要する費用の一部を助成するもので、補助率３

分の２、限度額２０万円を予定しております。 

 次に、地域人財マッチング事業１７４万８０

００円は、製造や介護・福祉等の分野で必要な

専門知識・技能を有する人材の発掘及び企業と

のマッチングを行うもので、就職業紹介事業の

資格を有する団体等へ委託する予定としており

ます。 

 次に、プレミアム付商品券発行事業１４億２

７３４万円は、額面より２割お得な八代市プレ

ミアム商品券を発行し、消費喚起を行うもの

で、１１万７２５０冊を発行する予定としてお

ります。 

 以上で商工振興費の補正分の説明を終わりま

す。 

 続きまして、目３・観光費の説明に入りま
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す。観光費の補正額は２９７５万円で、補正後

は２億７２９６万９０００円となります。財源

内訳は、国の交付金が２６９５万円及び一般財

源となっております。 

 説明欄をごらんください。 

 まず、ふるさと名産品販売促進事業４７５万

円は、ふるさと直送便等の名産品セットを通年

で企画販売し、３割引きで購入しやすくなるよ

う補助するもので、名産品の消費拡大及び知名

度向上を図ることを予定しております。 

 次に、多言語による観光情報発信事業２５０

０万円は、年々増加傾向にある外国人観光客を

初めとする旅行者が、快適に旅行を楽しめるよ

う情報発信を行うもので、携帯端末での多言語

対応の観光情報ウエブコンテンツの作成、観光

拠点等における多言語案内板の設置及び無料公

衆無線ＬＡＮの整備など情報発信及び受け入れ

態勢の強化を図ることとしております。 

 以上で観光費の補正分の説明を終わります。

御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 今回のですね、創生先

行分とか消費喚起はわかるんですけども、これ

が提案されたのが一般質問の最終日だったもん

ですから、一般質問で質問ができなかったんで

すよね。で、国が出しとる考え方を見るとです

ね、地方版総合戦略に盛り込まれるようなもの

を想定するというふうなことがあるんですけど

も、例えば、荷役機械導入支援事業ですね。こ

ういうのが、果たして創生先行になるのかどう

かというのをですね、ちょっと疑問に感じると

ころがあるんですよね。ただしかし、もうこれ

はそういうことで、恐らく部内でも予算全体と

して打ち合わせの上に、協議の上に財政確保し

てあることですから、やむを得ないというふう

には思うんですけども、創生先行に果たして該

当するのかなというのをちょっとあってです

ね。そこはそれで、もう終わりますけれども。

プレミアム商品券のですね、発売日あるいは発

売の場所ですね、そういったところをいつから

発行になるのか、どこで販売されるのか。それ

から、１人当たりの上限があるのかどうかとい

うことと、ふるさと名産品販売をですね、もう

少しこのセットとかですね、どういうものをセ

ットにされるのかということを少し詳しくお尋

ねします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。プレ

ミアム付商品券について御説明いたします。 

 まず、販売予定日ですけども、今のところ、

７月４日を販売したいというふうに思っており

ます。国のほうから、消費喚起型ということ

で、なるべく早く販売するようにちゅう御支持

のもと、今から事務手続を進めさせていただく

中で、７月４日を今想定させていただいている

ところです。 

 販売場所といたしましては、市役所本庁並び

に支所等を考えております。例えば、前回です

と、本庁舎で土日集中的に販売したというなこ

とも聞いておりますが、その辺につきまして、

今から検討させていただきたいと思ってます。 

 それから、発行形式といたしましては、基本

的には千円券を１２枚つづりを１冊というふう

に思っております。ですので、今回のプレミア

ム率は２０％、１万円で１万２０００円分とい

うことになります。発行冊数といたしましては

１１万７２５０冊を予定しているところでござ

います。 

 なお、今のところの予定でございますけれど

も、どのようにしてプレミアム商品券の情報を
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市民の方々にお知らせするかということで、当

然、広報をエフエムやつしろ等々で行って、あ

るいはチラシ等を作成して行っていくところで

ございますが、各世帯へはがき等による情報伝

達、お知らせをしていったらどうかなというふ

うに考えているところでございます。詳細につ

いて、これから詰めさせていただきます。 

 それからもう一つ、ふるさと名産品について

御質問があったかというふうに思います。 

 先ほど御説明させていただきましたが、御承

知のとおり、夏と冬、５０００円のふるさと直

送便を販売させていただいているところです。

ふるさと名産品販売につきましては、全国各市

町村が今回名乗りを上げてるというふうに聞い

ております。その中で、八代市の特産品をどう

やって売っていくかということが非常に大きな

課題になるかと思いますが、八代市の強み、特

産品の強みを通年で販売させていただきまし

て、例えば、今言いましたように夏・冬の５０

００円というふうな詰め合わせもあると思いま

すが、それ以外の、例えば、晩白柚の詰め合わ

せですとか、メロンの詰め合わせですとか、イ

チゴの詰め合わせですとか、いろんなことが考

えられるというふうに思います。多種多様で八

代の強みを売っていきたいというふうに思いま

す。 

 いずれにしても、３割補助をさせていただい

て、たくさんの方が御利用いただければという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） プレミアム商品券は、

これは１人当たりの上限はありませんか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。失礼

しました。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。失礼

いたしました。上限につきましては、１人当た

り、今のところ１０万円を考えさせていただい

ています。１０万円というふうに考えておる次

第です。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） はい、ふるさと名産品

は、そうしたら、このセットの内容はこれから

検討するということなんですかね。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。今申

し上げましたように、ふるさと直送便というも

のがございますので、これを基本に置きながら

も、中身につきまして、組み合わせにつきまし

ては、これから検討させていただきたいと思い

ます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） ちょうど今、プレミ

アム商品券の問題が議論されてますので。もう

私もこの際、一般質問をしたんですが、国にお

いては、議場でも紹介しましたように、平副大

臣は、住宅リフォームにも経済波及効果が大き

いならば利用してもいいよというお話でしたけ

れども、本市としては相当議論されたけれど

も、今回プレミアム商品券に一本に絞ったとい

うことなんですね。今お話を聞きますと、１人

当たり１０万円ということでございますが、答

弁にもありましたように、これをきっかけに住

宅リフォームね、進んでいくきっかけになれ

ば、だから、関係業者の方が大いに積極的に参

加していただくように案内等もね工夫していき

たいということだったですね。私は、そのこと
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にはとても期待をしているわけです。 

 私は、どちらかというと、これを機会にして

住宅リフォーム助成制度をやってみて、そして

成果が上がれば次年度からね、本格的実施とい

うふうに思ってたんですけれども、行政として

は、プレミアム事業に一本化したということで

すので、ぜひ今考えていらっしゃることが進ん

でいくようにね、ぜひ強く要望しておきたい

と、期待を込めてお願いしときます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ただいまのは意見で

すね。 

○委員（笹本サエ子君） 意見、意見みたいで

済いません。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ちょうどプレミ

アムの商品券のくだりなんですが、そちらでち

ょっと質問しますが、この券はどこで使える券

になるんでしょう。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 基本的に八

代市内で使われることになります。（委員野﨑

伸也君「全部」と呼ぶ） 

 はい。済みません。説明不足で申しわけござ

いません。今回のプレミアム商品券は、今、笹

本委員さんからもございましたが、リフォーム

等いろんな業種にも使えるように、ほとんど全

ての業種に使えるような形でＰＲ、あるいは業

者さんに手を挙げていただきたいというふうに

思っております。ですので、市内で使えるとい

うふうに考えております。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい。少し補

足をいたしますと、登録をしていただくという

形になります。登録をしていただいた業種、業

店の方々のところで使えるという形になりま

す。順を追ってやっていきますので、どうして

も販売が７月ぐらいになるんだということでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません。以前も同

じようなこういった事業をですね、何年か前も

やられたと思うんですけれども、そのときの経

済波及効果とかっていうのはどういったぐあい

だったんですか。ちょっとそのとき聞いたよう

な気もすっとですけども、ちょっと忘れていま

すので、ちょっとお聞きしたいなというふうに

思いまして。何か、私の記憶違いかわからぬと

ですけど、一時の何かそういったあれで終わっ

たっじゃなかろうかなというふうに記憶してる

ものですから、そのときのやつはどうだったか

なということでちょっとお聞きしたいんです

が。 

 と、今回は多分かなり金額的にですね、非常

に大きいと思うんですよ、前回よりは。そうい

ったものを含めて、どういった今後のですね、

八代の消費喚起というものにどういうふうにつ

ながるかというふうなところで、お考えなの

か、お聞かせください。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。商工振

興課の川野と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 前回の元気券は、たしか平成２１年度だった

かと思いますけど、その際の１人当たりの、先

ほどありましたけど、１人当たりの購入限度額

は５万円ということで、五百円つづりの１１枚
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つづりと。プレミアム率が１０％でございまし

た。販売総数が５万冊ということで、約２億５

０００万円の商品券が市内のほうで使われたと

いうことになります。その際、経済波及効果で

ございますけど、そのときはリーマン・ショッ

クとか、ちょっと消費が落ち込んだ時期でござ

いましたので、それがあったおかげでかなりの

消費喚起になって、経済効果につながったとい

うことで認識をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今回ですね、前

回よりもまたさらに５万冊ぐらい多いというこ

とと、あわせて金額のほうも１人当たりのほう

が倍というふうなことなんですけれども、今の

経済状況の中で、その販売達成できますかねと

いう、ちょっと心配があるんですけれども、１

年間ですよね。どうなんですか、期間。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい。国のほ

うも、考え方としては、集中的に景気を喚起し

たいということから、７月に販売を始めまし

て、券の有効期限というのは恐らく９月いっぱ

いぐらいということで、３カ月間ぐらいを今の

ところ考えておるところです。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） ７月４日から販売をさ

れて、券を使用する有効期限が３カ月ちゅうこ

とですか。（商工観光部長宮村博幸君「そうで

すね」と呼ぶ）販売が３カ月じゃないですか。 

 販売して有効期限が３カ月。使えるのが、期

間が。（商工観光部長宮村博幸君「はい。集中

して使っていただくというふうに、今考えてお

ります」と呼ぶ） 

 いや、済みません。心配なんですけど、何か

前回もかなり一生懸命売ったような記憶がある

んですけれども、３カ月で売って使ってくれっ

て、なかなか難しいと思うんですけど、どやん

ふうにして、その……。 

 先ほどＰＲのはがきとか、そやん話も言いな

ったですけど、かなりちょっと頑張らぬと、そ

れは難しかっちゃなかろうかと思うとですが、

大丈夫でしょうか。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。前回の

元気券でございますけど、たしか５月に販売だ

ったかと思います。土日と、それから、その後

１週間、土曜日曜で大体４割ぐらいを売りまし

て、その後４日ぐらいで完売したということ

で。前回のほうは周知とかやってたんですけ

ど、たしか土日で販売したということで、その

うわさを聞かれて、その週から、月曜日からま

た購入者がふえたのかなということで。約１週

間では完売した実績がございます。今回も短期

で、一応有効期限がございますけど、短期間で

消費をしていただいて喚起していただくという

ようなことも考えておりますので、購入してい

ただいて短期間で消費していただく。それか

ら、経済波及効果を出していただくということ

で考えておりますので、そういう短期間の設定

となったところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません、さ

っきもですね、登録業者をまずは集めるとい

う、募集するという話だったですけれども、こ

れ本当に幅広く受け付けられるんですか。先ほ

ど笹本さんから言われたような、そういったリ

フォームの関係とか、そういうのも幅広くです

かね。あんまりいろいろ細々制約はせずにとい

うことで考えておられますか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 原則といた
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しまして、制限がない。業者さんも登録してい

ただければというふうに。（委員野﨑伸也君

「制限なし」と呼ぶ） 

 ただ一部国が示しております制限がございま

すが、原則としては、もう制限がない。ですか

ら、リフォーム対象となる事業者さんですと

か、あるいは畳関係ですとか、あるいはいろん

な設備屋さんとかも、そんなものほとんど全て

の業者さんに手を挙げていただいて登録してい

ただければというふうに考えております。その

ために、これからいろんな説明会を各団体等々

あるいは地域に行っていかなきゃいけないとい

うふうに思っているところです。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。募集する業者さ

んは、もちろん市内の業者さんのみですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 前回のをち

ょっと調査しないとわからないんですけども、

原則として、市内業者さんというふうに考えて

います。ただ、本店がよそにあってですね、支

店が八代とかいうのはちょっと検討させていた

だければというふうに思います。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今の話を聞いとってで

すが、その３カ月内に竣工せんば補助金のおり

らぬとか、そいが使えないちゅうケースが考え

られるですよね。今、市内の業者に絞った―

―。市内の業者にしてもろうたがよかっです

が、そうした場合に１４億て金ば、３カ月間に

消費してしまわんばんて話でしょう。それが間

に合わんだったときは、どういうあっば考えと

んなっとですか。 

 済みません。質問が悪かですね。間に合わせ

るような努力もしなっとですか。その辺の考え

方について。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 今回の商品

券、前回は額面が５万５０００円の商品券で、

それ以上のお買い物をしたときは使用限度額が

５万５０００円で、それ以上大きいのを買った

ら、自分でまたそれにお金を出して買うという

ことですけど、今回はですね、その使用限度額

を設けずに１人１０万円──額面１２万円にな

りますけど、１人ですね。世帯で５人いらっし

ゃれば５０万買えて６０万円の商品券というこ

とになりますので、それを一度に使ってもいい

ですよというような設定に一応考えておりま

す。だから、高額の品物を買うときはそれを使

えるという、そういうことで今考えております

ので。短期間で、そういうことを設定して短期

間で使っていただきたいということで、思って

いるところです。 

○委員（亀田英雄君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 例えば、家族で５０万

買ったですよね。で、３カ月間合わんだったっ

て、それはどげんなっとですか。（委員長増田

一喜君「消費しきらなかったちゅうことでしょ

うか」と呼ぶ） 

 うん。（｢それはあり得るわ、確かに」と呼

ぶ者あり）あり得るでしょうが。（委員笹本サ

エ子君｢あるある」と呼ぶ）あっちゃならぬで

すよ、ばってん。 

○委員長（増田一喜君） 嶋田商工振興課長補

佐兼商業振興係長。 

○商工振興課長補佐兼商業振興係長（嶋田和博

君） 嶋田です。お答えします。 

 今回のかなり規模の大きい、前回のですね、

８倍ほどの規模の総額になっているんですが、



 

－14－ 

考え方としましては、短期間で消費していただ

こうということで、できるだけ生活必需品や食

料品といった消費の先食いにならないような、

できれば調度品とか大型家電とか、そういった

ものをこの際買っていただこうというような思

いもありまして、必要以上には購入されないで

しょうから、その部分で十分に見込めるものと

思っております。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今、次長の説明と違う

じゃなかですか。制限を設けないというとを原

則にしとっとばていう話の中で、結局今の話

は、ある程度制限を設けるという考え方のよう

な気がすっとですが、その辺の整合性はどげん

か。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい。今申し

ましたのは一例。とにかく消費喚起を促すため

に日常的に購入いただく食料品であるとか、生

活必需品あたりの先食いになる部分も当然出て

くると思います、使い方は自由なんであります

ので。 

 ただ、狙いとしては、それ以外の部分で使っ

ていただくのが一番消費喚起に短期間でつなが

るんだという考え方から、全て使えて、さらに

高額のものを使いやすくしようということでご

ざいます。 

 ですから、小さいものを買っていけないとい

うことではございません。という考え方です。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） いろいろなケースが考

えらるっと思うとですたい。業者さんの都合

で、うちのリフォームば頼んどったて、１０万

円ぐらいで。ほっで、してはいよて言うたばっ

てん、もういっぱいあるけんが、間に合わん。

ぎりぎりになって、３カ月間に合わんだった

て。なら、そげんケースのときはどげん整理ば

しとんなっとかなと。簡単な話ですばってん

が。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） そういうケー

スも考えられると思います。（委員亀田英雄君

「考えらるっです、十分」と呼ぶ） 

 十分考えられると思いますけど、その場合

は、前金といいますか、そういうことで期限内

に使っていただけばということで、考えており

ます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） いや、先に使ってしま

わぬケースのあるけん、今質問しよっとだけ

ん。その辺の救済策ば考えておく必要があっと

じゃなかろうかと思うとですたい。その辺な、

どげんしなっですか。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 前回は使用期

限が過ぎた商品券につきましては、全額じゃな

いですけど、その９割をまたお返しするという

ことで対応されておりますので、そこはまた検

討させていただきたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） そもそも、こら国の方

針ですか、八代市で考えたしなもんですか。国

が３カ月で使うてしまえという指示のもとにこ

うされたのか。八代市で考えたのか。八代市で

考えたなら、まちっとどげんかなりゃせんとか

と思うとですばってんが、その辺の考え方をお

知らせください。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 国の経済対策

という、上向きになってるということですけ

ど、地方のほうはですね、まだ八代も含めまし

て、まだその効果が浸透していないということ
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で、そういうのも含めまして、今回、そういう

消費喚起とか、そういうのを短期間に経済波及

効果を図るということでですね、地元の消費

者、それとあと事業者のほうですね、支援をし

まして、八代の経済活性化につなげようという

ことで、今回交付金を利用してから実施をさせ

ていただくということで、そういう趣旨で今回

の事業を。はい、考えたところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） だけん、国の指示なの

か、八代市で考えたものなのかという話ば、ち

ょっと。もう端的によかですばってん。３カ月

という幅はですたい、国の指示なのか、八代市

の独自のものなのかということだけです。（商

工振興課長川野雄一君「そちらの国のほうの交

付金の中で、夏までは消費するのが推奨される

ということで、一応そういうお話があっていま

すので、それに合わせたわけじゃないんですけ

ど、八代市のほうも、そういう、短期間のほう

がということで、望ましいということで、そう

いう設定をさせていただいたというところで

す」と呼ぶ） 

 そんなら確認します。市がしなったっです

ね。市が３カ月幅を設定しなったっですたい

ね。八代市で決めなったっですね、３カ月て、

幅を。 

○商工振興課長（川野雄一君） 設定のほうは

市のほうで一応設定はさせていただいたもので

すけど。 

○委員（亀田英雄君） ならですたい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） そいば、延ばしなって

考えはなかですか。（｢延ばしたほうがよかろ

う」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 一応設定はさ

せていただいたんですが、まだ検討段階でござ

いますので、そこはまたちょっと十分考慮して

からですね、対応させていただきたいというこ

とで考えております。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい。済みま

せん。今、課長申しましたように、国として

は、早期な喚起ということになっております。

それが推奨されるということで、のっとれば３

カ月というふうに判断をしたところでございま

すが、まだ決定ではございませんので、期間に

つきましては他市の状況等も踏まえながら、少

し検討させていただければと思います。しか

し、短期間というのは原則として持っておきた

いとは思いますが、他市の状況等を見ながら、

リフォーム等に使える場合、やり方はあると思

います。前金というような考え方もあると言い

ましたけれども、例えば、工事の依頼あたりの

部分の確認とかも要りますので、そのあたりを

加味しながら、期限についてはちょっと考えさ

せていただければと思います。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） どっちがよかっでしょ

うかね。地方創生という部分で地方独自の考え

方ば出せちゅうことでしょうが、地方創生っ

て。で、短期的に──私は、長うひいたがよか

と思うですたい。短期的に使うてしもうて、あ

とは商店街またがらがらになっていくけんです

よ。ある程度、八代にはどげんとがよかかなて

いうとも含めて考えながら、そういうふうなや

り方ばやったほうがよか。短期的にですよ、何

だ、国のあっが来んけん、促すという意味はわ

かっとですが。いや地方都市にですよ、今まで

なかったっば、そげん格好で使ってですたい、

果たして本当に効果のあるもんかていう部分に

やっぱり思いばはせんばいかぬとじゃなかろう

かと思うとですが、その辺の考え方は何か検討

されましたか。国が３カ月で使えと言いなった
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けん、使うとですたいという話なら、地方創生

の趣旨に沿うとかなという疑問もありますが、

その辺の検討はされたのか、されなかったの

か。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい。消費喚

起型と創生先行型とに分かれておりまして…

…。（委員亀田英雄君「ばってん、地方創生は

一緒でしょうもん」と呼ぶ） 

 はい。喚起型については、やはり集中的に短

期で喚起を促しなさいというのが国の趣旨でご

ざいますので、それにやはり沿った考え方で検

討をしたところでございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい、よかです。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。まだ別にありま

す。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） じゃ、違うところでち

ょっとお聞きします。済みません。荷役機械導

入支援事業もでしたけれども、こちらのほうが

いろいろと３台ぐらい購入されるような説明が

ありました。で、これ、補助率のほうが何もお

話なかったんですけども、こちらのほうをちょ

っとお聞きしたいということと。 

 海外クルーズ商談会事業、マイアミに行かれ

るという話ですけど、これは誰がいつ行くのか

というお話、内容をちょっとお聞かせいただき

たいというのと。 

 あと、地域人財マッチング事業、これは委託

ですよね。委託事業ということなんですけれど

も、どういった団体に委託しようという考えが

あるのか。 

 あと、ふるさと名産品販売促進事業、これは

買えるのは市内外の方、誰でもいいんですかと

いうことと３割引の理由、教えていただきたい

と思います。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 桑原国際港湾振興課

長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） はい、お

疲れさまです。国際港湾振興課、桑原でござい

ます。 

 ２点ほど御質問いただきました。荷役機械導

入支援事業、この関係の補助率でございます

が、一応３分の２を予定いたしております。 

 それから２点目の海外クルーズの件でござい

ますが、一応今のところ、来年の３月開催を予

定されておりますが、市長とまた随行職員が行

く一応予定といたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） それでは、人

財マッチング事業の、どこに委託するかという

ことですけど、職業紹介の資格がある事業所と

考えております。市内でいけばシルバー人材セ

ンターとかサンライフ八代が、そういう資格を

持っておられますので、そういう事業所を一応

検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。 

○観光振興課長（水本和博君） 観光振興課の

水本でございます。 

 ふるさと名産品販売促進事業の買える方、対

象者はということでございますが、これは市内

の方に限らず、どなたでも購入できるというこ

とでございます。それと、３割の部分の設定に

ついてでございますが、通常地域内でいろんな

割引商品の販売関係が１割でありますとか、２

割でありますとかいうようなセール等ございま

すけども、それを上回るような形での割引設定

ということが、国のほうからの数字を示されて
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おりますので、３割の設定ということで、地域

外からの購入も促進する意味で３割設定にした

というところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 済みません。地域人財のマッチングのやつ

で、シルバー人材とかサンライフのほうにって

いう話を考えてるって話だったですけど、これ

今のところでも、何かサンライフとかではいろ

いろやってられるんじゃないかなと思うんです

けど、それとは違うんですか、事業的に。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 今、サンライ

フでやっておられる事業は、あの事業所と求人

者のマッチングちゅうか、そういうのをやって

おられますけど、今回の場合はその求人のほう

ですね、人材を掘り起こして、例えばですね、

リタイアされた、退職された人で技能を持って

おられる方、たくさんいられると思うんですけ

ど、そういう技能を生かしたところで企業が求

めてる人材、そういうのをマッチングさせてか

ら、就業に結びつかせていくと、そういうこと

をちょっと考えてるところでございます。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） サンライフのほうで

は、これまでもそういったリタイアされた方中

心に何かいろいろと雇用の関係っていうか、や

られていたと思うんですけど、これ余り新鮮味

がないんですけど、同じような事業じゃないん

ですか。そういった今までやってる事業の中

で、そういったマッチングというのは普通にや

ってるはずなんですけど、あえてこれを改めて

する必要性があるのかどうかというふうに思う

んですけど。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 今回、今、求

人の中で、介護職とか人材がちょっと不足して

いる事業がございます。そういうところの人材

が不足しているということで、そういうところ

を発掘するということも含めたところでです

ね、その人材を発掘してから、またマッチング

ということで考えるということです。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） その人材の発掘とい

う、求人の方法っていうふうに、何か今聞こえ

たんですけど、求人のやり方とかそういうのは

普通に職安とかでやっているのと同じじゃない

んですか。何が違うのかがよくわかんないんで

すよ。普通に履歴書とか出せば、こういった技

能を有するというのを自分で書くわけですから

わかるはずなんですよね。その事業所を発掘す

るのか人を発掘するのか、どっちなんですか。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 発掘の、一応

主に人のほうを発掘して、そういう事業所のほ

うに紹介といいますか、そういうことで考えて

いるところでございます。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。人を発掘すると

いうそのやり方がよくわかんないんですけど、

どやんふうにして発掘するんですか。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） データ化する

というのがございますが、どういう技能を持っ

ていらっしゃる方がいらっしゃるか、そのデー

タ発掘といいますか、そういうのをデータ化し

て、その人たちをどこが今求められているかと

いう、そういうところを合わせてということで

考えているところですけど。済みません、説明

……。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。どういった方が

どういう技能を持っているかというのはです

ね、多分シルバー人材センターとかはですね、

登録されてると思うんですよ、そういったもの
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は。あえてまたやるというのがわかんないんで

すよ、意味が。だけん、今言いなったように、

そういったデータ化もされてると思うんです

よ、間違いなく。で、何が新しいのかがよくわ

かんないんですよ、この事業の。ただ単純に何

か国に、こういうのが足らんけんがするという

のだったらわかるんですけど、何が今までと違

って、何が足りなくてこういうことをやるんだ

というのがわかんないんで、お聞きしたいとい

うことです。 

 単純に何か今の話を聞いてると、お金が来る

けん、国からもらわるっけんが、何かせんばん

ということで、何かお金の勘定合わせでやって

るようにしか見えないんですよ。ほかのもそう

なんですけど。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 今現在確かに

ですね、そういうマッチング、企業を回ってい

ただいて、どういう人材を求めてられるか、そ

ういうのをデータ化されておられます。 

 それと、人材のほうもですね、そういうこと

でさらに掘り下げて、リタイアされてもう何年

も就業、就いていられない方、多分技能を持っ

ていられる方いらっしゃると思うんですよね。

そういう就業したいという意欲ですかね、そう

いうのを起こさせるというのも１つの目的にし

ております。どういうことかといいますと、求

められる、就職したいという人は問題ないと思

うんですけど、リタイアされて、もう私はもう

いい、仕事しなくてもいいていう方も、中には

もうリタイアされていらっしゃると思うんで

す。そういう技能を、確かに技能を持っていら

っしゃる。そういう方を発掘するちゅうかです

ね、そこまで掘り下げたところで、今回は考え

たところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長、引き続きまだ

よかですか。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、何か揚げ

足取るような感じで申しわけないんですけど、

もう働きたくないという人は働かぬでよかっで

すよ。掘り下げんでもよかっですよ、別に。お

金を求めてないちゅうか、そういう人たちは。

いうことだと思うと。だけん、出てこぬとやけ

んが。もうちょっと違う事業に何か考えたほう

がよかっちゃなか。必要性がどうも、私にはこ

れがわかんないんですよ。部長、どやんです

か、これは。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 御存じのとお

り、八代市の求人倍率は１.２を、直近という

か１２月は記録をしております。ただ、ここに

もあるんですが、業種ですね、によっては、例

えば、製造業であるとか、介護関係の職につい

ては求職者が極端にやはり少ない部分がござい

ます。そういった部分の技術を持っておられる

方で、仕事に就いておられない方あたりを今言

いましたように発掘するというか、喚起をして

いただいて、再度お勤めいただけるようにマッ

チングをさせていくということを考えていると

いうことでございます。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） わかるんです。わかる

んですよ。やられない介護とか、そういった事

業所に対して、働こうという方が少ないという

話なんですけど、もともとなぜかっていう理由

があるじゃないですか。マッチングさせてもど

やんもならぬとですよ、それは。そこの根本的

なとこば入っていかぬと、どやんもならぬと思

うです。意識的に上げてやらぬとですよ。た

だ、マッチング──わかっているはずなんです

よ、その技術を持っている人は。そういったの

を求職として採用の枠が大きいとかですね、求

められてるというのはわかっているはずなん
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で、何となくこの事業がですね、する意味がな

いような気がするんですよね。だけん、こうい

うことをする、ほかにも何かさっきからいろい

ろ地方創生のやつですね、分でいろいろやって

ますけど、そういったなかなか人が集まらない

ようなところの根本的なものを解消するような

ことっていうのはできないんですか、八代市と

して、そういったもの、この国の補助金を利用

して。そっちのほうにお金使ったほうがいいん

じゃないですか。理由はわかっているんですか

ら、だって。そういうメニューはなかったんで

すか。 

○委員長（増田一喜君） どこが答えられます

か。 

○委員（野﨑伸也君） 何となくシルバー人材

とかサンライフさんのほうに同じようなことを

また、事務的なことをさせるだけのような気が

すっとですけどね。 

○委員長（増田一喜君） もう少し、端的に答

弁してもらえればいいんですけどね。質問して

ることが新規事業なのかというような雰囲気で

質問されてるみたいなので。そこら当りば端的

に答弁していただきたいと思います。 

 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 済みません。

ちょっと繰り返しになりますけど、先ほど言い

ましたように、そういう企業のほうが求められ

てるちゅうか、人手不足ということもございま

すので、そういう眠っているといいますか、い

う人材、それを掘り下げたところでまた活躍し

ていただく、そういうところが正しい事業かな

ということで考えたところですけど。さらに、

そういう人材の方がいらっしゃると、また今、

少子高齢化ということもありますので、そうい

う技術を持った方にまた活躍していただくと、

そういう趣旨で考えた事業でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい、済みません。今

のに関連するんですが、聞き方をちょっと変え

ますな。１７４万８０００円て、金額が出とっ

じゃないですか。この金額の根拠。何でこの１

７４万８０００円になったのか、この根拠がわ

かれば目的はわかっとじゃなかですか。そうで

ないと、まず、先に進まん、ね。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 今回の事業で

すけど、それに専門ちゅうか、先ほど言いまし

たように、職業紹介の資格があるところという

ことで、そのプロの方がいらっしゃいますの

で、その方にやっていただくと。そういうのの

人件費、それとそれに付随する経費を含んだと

ころで１７０万強の予算を計上したところでご

ざいます。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 小会でいいですか、ち

ょっと。 

○委員長（増田一喜君） はい、小会します。 

（午前１１時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１９分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みません。今、この

金額が出ております１７４万８０００円、この

根拠がわかれば、この事業の内容が見えてくる

と思うんですが、この１７４万８０００円の根

拠はどういうものですか。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 先ほどは失礼

いたしました。こちらの根拠は、職業紹介の資

格があるところに一応先ほど予定しているとい

うことでお話しましたけど、その中で人件費と

いたしまして、１４５万２３０５円を予定して

おります。それから、各研修セミナーの報償費
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といたしまして３万円を予定してるところでご

ざいます。それから、あとコピー用紙とかそう

いう消耗品関係で３万３５２４円を予定してお

ります。それから、あとは開拓に使う、車を使

用しますけど、そのガソリン代ということで５

万５４４０円を予定してるところでございま

す。合計が１５７万１２６９円、これに消費税

を加算いたしまして、金額的に１７４万７８７

９円となっておるところでございます。それが

今回のこのマッチング事業の根拠となっている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（前垣信三君） はい、いいです。 

○委員長（増田一喜君） ほかにはありません

か。 

○委員（前垣信三君） １ついいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） ちょっと目先を変えま

すね。中小企業振興補助助成事業、先ほど説明

では５０万円を限度とおっしゃったですが、ざ

っと５００万円ですから、１０件分ぐらいの事

業の予定はされるんでしょうけれども、今回の

議会の終わるのが１８日じゃないですか、それ

で初めて成立をするわけですが、これ３月中に

募集をして終わるという意味なんですか。２７

年度も繰り越して募集をするという意味なんで

すか。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） これは繰り越

させていただいて、２７年度中に事業をする予

定としております。 

 以上でございます。 

○委員（前垣信三君） はい、わかりました。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 公衆無線ＬＡＮ設置事

業ですけれど、５００万ということと、また多

言語のやつで２５００万というのがあります。

これも公衆無線ＬＡＮというのがですね、入っ

てるんですよね。これは同じような場所なの

か、ちょっとどこにこれをやるのかというのが

あるんですけれども、ちょっと教えてほしいな

というのがありました。 

 あと多言語のやつなんですが、ここに説明で

あったとがですね、ウエブコンテンツの作成と

案内板と無線ＬＡＮのやつで３事業ぐらい、合

わせて２５００万ていうふうな感じなんですけ

ども、その内訳ば、ちょっと教えてください。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。無線Ｌ

ＡＮの５００万円の部分でございますけど、こ

ちらの商店街のほうに無線ＬＡＮを設置いたし

まして、全てのアーケード街を全てカバーする

ということで考えております。こちらのほうは

来客者に対応したそういうソフトを組み込ん

で、また外国人にも来られて使っていただくよ

うに、そのことを想定して、商店街のほうに整

備するということで補助を考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。

（委員野﨑伸也君「もういっちょ、多言語のや

つ」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。多言語

による観光情報発信事業のほうでは、内訳とし

まして、これはソフト事業になりますが、多言

語ウエブコンテンツ作成外マップ作成研修会等

も含んだソフト事業でございますが、総額のう

ちの１３００万円を予定をしております。 

 それとＷｉ－Ｆｉの設置関係の部分につきま
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しては２００万円、それと市内の案内板の設置

等につきましてが１０００万円、合わせて２５

００万円ということでございます。（｢どこ

に、場所」と呼ぶ者あり）場所につきまして

は、Ｗｉ－Ｆｉの設置については、この多言語

につきましての設置箇所は、市内の公共施設、

観光施設のほうを２０カ所程度設置したいとい

うことで考えておりますが、設置箇所の優先順

位等についてはこれからの検討ということにな

ろうかと思います。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。無線ＬＡＮの関

係ですけど、商店街のほうに５００万と公共施

設２０カ所の２００万て大分差のあっとですけ

ど、それについてなぜなのかなというふうに単

純に思うんですけど。 

○委員長（増田一喜君） 水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） 済みません。

ちょっと訂正させていただきます。多言語のほ

うのＷｉ－Ｆｉの設置箇所は１０カ所。２０カ

所と申しましたが、１０カ所の予定で、１カ所

２０万円というふうな想定でおるところでござ

います。（委員野﨑伸也君「商店街のほうは」

と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 商店街のほうについ

ては。（委員野﨑伸也君「２５カ所という考え

でよかっかな、単純に」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 商店街のほう

は一応全域にカバーということで、機械のほう

がですね、ちょっとアクセスがいっぱいできる

ようにということで７カ所を考えているところ

です。機械の精度なんですけど、アクセス数が

いっぱいできるというか、多数できるようなそ

ういう機械を考えているところでございます。

（委員野﨑伸也君「はい、理解しました」と呼

ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） さっきのプレミアム商

品券ですけどですね、その使用期間をですね、

ぜひこら延ばしてもらいたい。なぜかちゅうと

ですね、今の予定では７～９ですね、これは夏

物を必要としておる人には非常にいいわけです

よ。ところが、冬のですね、使うものを、例え

ば、わかりやすく言うと、ファンヒーターとか

ですよ、ストーブとか、そういうものは買えな

いですね。買わないでしょう、恐らく。ですか

ら、これはぜひですね、延ばしてもらいたい。

なぜかちゅうとですね、交付金の基本的な考え

方の中にですね、国はですね、短期間とか３カ

月とか一言も言っとらんとですよ、書いてあり

ます。それともう一つは、メニューの中にです

ね、八代市は取り入れとらんですけど、旅行券

ちゅうとがあっとですね。これは熊本県は取り

入れます。旅行はですね、北海道の雪まつりに

行こうと思ったら２月なんですよ。じゃ、仮に

旅行券はですね、７～９だったら使えないです

ね。ですから、私はですね、売るほうはあんま

り心配してないです。これは恐らく４日とか５

日とかですね、短期間にすぐ売れると思いま

す、２割ですから。しかし、その使う期間はで

すね、一言も国は何カ月と言ってないわけです

から、これは繰り越しておりますので、２７年

度中にやれば、繰り越したのをさらに繰り越し

はできますけど、そうすると短期間になりませ

んので。ですから、これはですね、ぜひこの期

間は２月とか３月とかですね、私はそういうふ

うに延ばしてもらいたいという意見を付してお
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きます。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 同じ話ですが、短期間

の話ですから、非常に困られた部分はあるかと

思いますが、せっかくの予算ですけん、事業の

効果がですね、最大発揮されるように。 

 先ほどもありましたように、勘定合わせに終

わらないようにですね、努力していただきたい

というふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかに意見ありませ

んか。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 私、今回のこの国の

事業ですね、非常に短期間で行政に対して計画

をね、出しなさいということを言ってますね。

で、メニューについても、かくかくしかじかと

書いてありますけれど、実際にはメニューにつ

いては地方創生の大臣であります石破さんも、

これまで地方自治体は補助金に頼ってきたと。

しかし、やっぱり自治体が独自で、自治体が主

人公になるときだということでおっしゃってま

すので、私は今回の事業は本当にね、短期間で

本当に行政としては的確な事業を準備できてな

いと思うんですね。だから、そこが非常に残念

ですけれども、出されたいろんな事業が本当に

実を結ぶように。今も指摘されたように、使用

期間については長期使用をね、ある程度ね、も

う少し期間を延ばして。国に対しても物申して

いくというふうなことがやっぱりぜひ必要だと

思います。 

 なぜこんなことを短期間にというのは、やっ

ぱり皆さんももう想像ついてらっしゃると思う

けど、やっぱりアベノミクスの経済政策が地方

には全く好影響、プラス影響なっていないとい

うことで、やっぱり今度の地方の自治体の、例

えば選挙とかね、そういうのに大きく影響する

ということがあって、今回、短期に地方創生と

いう形で出してきてると思うんですね。しか

し、私たちはやっぱりここは腹を据えて。地方

創生というのは地方が再生していくときだと、

そういうこととして捉えてですね。せっかく出

されたメニューが、事業が、本当に実を結ぶよ

うに頑張っていただきたいと。まだまだみんな

ね、意見があると思うんですよ。だけども、時

間もね、ありますので、出しませんけれども。 

 それと、私はプレミアムでは、１４億超の予

算が組まれてますから、これについてはね、や

っぱり本当に真剣に考えて。例えば、住宅リフ

ォームというのがありましたけれども、お隣の

氷川町ももう既にやってます。だから、それを

本当に実現して、この機会にやってみようとい

うふうに思われれば、プレミアム商品券使って

もいいですけど、やり方とか、そういうのは

ね、もう県内１５自治体がやってますので、ぜ

ひ研究していただいて、そして実現していくよ

うにね、やっていただきたいと思います。 

 本当に今出された事業というのは、もっとも

っとみんなでね、議論して中身を充実させてい

くということが求められますけれども、私たち

は、限られた時間内でこの問題を審議し、結論

を出さなくちゃいけないという立場にあるんで

すね。だから、あとは行政のほうでね、やっぱ

りきちっとやっぱり精査しながら進めていただ

く。時期については、分けても国に対して物申

していただきたい。このことを強くお願いした

いと思います。要望しておきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。ないようで

す。 

 以上で第６款・商工費についてを終了しま

す。小会いたします。 

（午前１１時３３分 小会） 
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（午前１１時３６分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 引き続き、歳出の第５款・農林水産業費につ

いて、農林水産部から説明願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 橋口農林水産部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。それで

は、議案第５０号・平成２６年度八代市一般会

計補正予算・第１２号に係る農林水産部関係

で、第５款・農林水産業費の当委員会付託分に

つきまして、黒木次長より説明いたしますの

で、よろしく御審議方お願いいたします。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 黒木農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい、次長

の黒木です。座って説明をさせていただきま

す。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） 補正予算書

第１２号、１２ページをごらんいただきたいと

思います。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で補正額１億４５５１万８０００円

を計上し、補正後の金額を１０億２１２１万３

０００円とするものです。補正内容につきまし

て、事業ごとに説明をします。 

 まず、フードバレー事業として１０９０万円

を計上しています。本事業は、フードバレーや

つしろ基本戦略構想に基づき、八代の農林水産

物の高付加価値化と関連産業の集積により食に

関するあらゆる産業が活性化したフードバレー

やつしろ実現に向けた取り組みで、人口増加が

見込まれる東南アジア地域等への農林水産物の

輸出、販路拡大を目指すとともに、本市の６次

産業化を推進し、農林水産業の活性化を目指す

ものです。国の第１次補正に伴い、地域住民生

活等緊急支援のための交付金の活用事業として

補正をお願いしています。 

 事業内容としましては、６次産業化について

の種々の課題に対応できるアドバイザーを設置

することで６次産業化を推進する６次産業化推

進アドバイザー雇用経費１６０万円、流通業務

に深い専門知識と人脈を持つ流通アドバイザー

２名を年間通じて雇用し、販路拡大を行う流通

アドバイザー雇用経費３２０万円、コンテナ航

路誘致を目指す台湾において、八代の観光・物

産フェアを開催する経費４３５万円、輸出等新

規販路開拓用の商品パッケージ作成費の２分の

１以内、上限２０万円を補助する事業として１

００万円、八代産の農水産物を輸出する際に必

要となる冷蔵・冷凍コンテナの使用に係る輸出

経費の２分の１以内、上限１５万円を補助する

事業として７５万円などを予定しています。特

定財源として、全額国庫支出金を予定していま

す。 

 次に、地域特産物支援事業として、１００１

万５０００円を計上しています。本市では、中

山間地域等において、葉たばこ、ショウガ、ユ

ズ、お茶などの地域特産物が栽培されています

が、いずれの作物も生産者の高齢化、生産コス

トの増加、病害発生など多くの問題を抱えてい

るため、本事業を実施し、生産環境の改善を図

り、産地強化を目指すもので、国の第１次補正

に伴い、地域住民生活等緊急支援のための交付

金の活用事業として補正をお願いしておりま

す。 

 事業内容としましては、八代葉たばこ共同乾

燥組合が所有する葉たばこ乾燥施設の換気設備

の整備に対して、事業費の２分の１以内を補助

する事業として５９万２０００円、坂本町にお

いて、高齢者でも負担が少ない軽量で高収入作

物であるアスパラの栽培方法、流通などの実証

実験を行い、中山間地における農業経営モデル
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を確立するための事業として９９万６０００

円、主に東陽町における地域の担い手であるシ

ョウガ生産者のショウガ掘り取り機導入に対し

て事業費の３分の１以内を補助する事業として

２３台分、７２５万２０００円、泉町のユズ生

産における防除作業の共同化・委託化により品

質向上、担い手育成を推進する取り組みに対し

て、事業費の２分の１以内を補助する事業とし

て３１万５０００円などを予定しております。

特定財源として、全額国庫支出金を予定してい

ます。 

 次に、青年就農給付金事業として２５５０万

円を計上しています。本事業は、青年就農者の

就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就

農後５年以内の所得を確保するため、給付要件

を満たした就農者に年１５０万円を支給するも

のです。国の第１次補正に伴い、新規採択者の

早期採択及び継続者への早期給付を行う必要が

あるため、補正をお願いするもので、２月２７

日付をもって熊本県より配分通知があったもの

です。支給対象者は２５名で、特定財源として

全額県支出金を予定しています。 

 次に、経営体育成支援事業として９９１０万

３０００円を計上しています。本事業は、人・

農地プランに位置づけられた中心経営体等が融

資機関から融資を受け、農業用機械・施設等を

導入する際に、融資残について１０分の３以内

の補助を受けられる融資主体型補助事業と融資

に係る保証を行う農業信用基金協会に対して補

助する追加的信用供与事業です。国の第１次補

正に伴い補正をお願いするもので、２月２５日

付をもって熊本県より内示があったものです。 

 事業内容としましては、太田郷、宮地、松

高、八千把、金剛、龍峯、日奈久、千丁、鏡の

８地区において４７経営体がトラクター、ロー

タリー、田植え機、単棟パイプハウス等を導入

するものです。特定財源として、県支出金９９

０４万７０００円を予定しています。 

 続きまして１３ページをお願いします。項２

・林業費、目２・林業振興費で八代産材利用促

進事業として補正額１０６０万円を計上し、補

正後の金額を２億５４２９万２０００円とする

ものです。 

 本事業は、木材の輸出や木質バイオマス燃料

など木材需要の高まる中、さらなる八代産材の

利用促進を図ることにより、林業及び木材関連

産業の活性化を目指すもので、国の第１次補正

に伴い、地域住民生活等緊急支援のための交付

金の活用事業として補正をお願いするもので

す。 

 事業内容としましては、まず、木の駅プロジ

ェクト運営委託料として３００万円、次に木の

駅プロジェクト運営事業補助金として、木材の

上乗せ買い取り分３００万円、トラックスケー

ル設置経費分４００万円、次に木材の輸出に関

して費用負担の大きいくん蒸費用について３分

の２以内を補助する輸出木材くん蒸助成事業と

して６０万円を予定しています。特定財源とし

て、全額国庫支出金を予定しています。 

 次に、項３・水産業費、目２・水産業振興費

で補正額３７４万１０００円を計上し、補正後

の金額を２億７５７８万２０００円とするもの

です。 

 補正内容としましては、まず、地域水産業活

性化支援事業として３００万円を計上していま

す。本事業は、漁協及び漁業者を初め、水産業

者が水産振興策やブランド化等による水産物の

高付加価値化、６次産業化への取り組みを支援

するもので、補助率は２分の１以内、上限５０

万円、浜の活力再生プランを作成した漁協が実

施する場合は上限１００万円を補助するもので

す。国の第１次補正に伴い、地域住民生活等緊

急支援のための交付金活用事業として補正をお

願いするものです。特定財源として、全額国庫

支出金を予定してます。 

 次に、漁業環境保全事業として７４万１００
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０円を計上しています。本事業は、アサリ不漁

の大きな要因となっています食害生物ナルトビ

エイの駆除等に対して補助するもので、国の第

１次補正に伴い、地域住民生活等緊急支援のた

めの交付金活用事業として補正をお願いしてい

ます。特定財源として、全額国庫支出金を予定

しております。 

 以上で、農林水産部関係分の補正予算につい

ての説明を終わります。御審議方よろしくお願

いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） フードバレー事業です

けど、委託料が９１５万、補助金が輸出用商品

パッケージ開発１００万ですね。この委託先と

補助先の予定は、あれば教えていただきたいと

思います。 

○委員長（増田一喜君） 高崎フードバレー推

進課長。 

○フードバレー推進課長（高崎 正君） フー

ドバレー推進課、高崎でございます。 

 まず、アドバイザー等の委託についてでござ

います。まず、６次産業化アドバイザーにつき

ましては、福岡市のほうに本社がございますド

ットワークスという会社のほうに委託をする予

定でございます。 

 こちらにつきましては、各地のですね、農産

品等で特に未利用のを廃棄してるような農産品

等を活用してですね、商品開発等を行うという

ところを得意としていらっしゃる会社でござい

ます。 

 そして、流通アドバイザーにつきましては、

２名予定してございますけれども、お一方につ

きましては、八代市の御出身で元メルシャンの

社員さんでございますけれども、現在、神奈川

県の鎌倉のほうでフードアドバイザーとして自

分の会社を立ち上げていらっしゃって、いろい

ろな食関連産業の営業顧問というような形でア

ドバイス等を行っていらっしゃる方。特にこの

方につきましては、外食産業、中食産業のほう

に広く人脈を持っていらっしゃいまして、そち

らのネットワークを通じて、八代の農産物等を

売り込みたいというふうに考えております。 

 流通アドバイザーのもうお一方につきまして

は、位置づけとしましては、主に海外のほうの

流通に関するアドバイザーというふうに考えて

おりまして、こちらにつきましては、宮崎県在

住の方ですけども、今現在、宮崎県の海外流通

アドバイザーのほうをやっていらっしゃる方と

いう方を新年度八代市のほうでお願いしたいと

いうふうに考えております。 

 こちらにつきましては、もう一つ、台湾での

八代フェアの開催の委託料ございますけれど

も、宮崎県さん自体がですね、台湾での物産展

というのを過去何回もやっていらっしゃいまし

て、その物産展開催に際しまして、その宮崎在

住のアドバイザーの方が参画をしていらっしゃ

ったということから、そういったところのノウ

ハウをお持ちというところで、大いにその際に

戦力になろうということで考えておるというと

ころでございます。 

 最後に委託料のほうの台湾フェアの開催費用

の部分につきましては、これから使用内容とい

うのを厳密に決めていきまして、コンペ方式で

ですね、業者のほうを選定していきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。（｢パッケージの部分」

と呼ぶ者あり）このパッケージ補助金につきま

しては、海外のほうにですね、いろんな加工品

その他を売り込む際につきましては、当然、食

習慣も違いますので、まず食べ方を記したよう

なパンフレット類が必要であるということと、

あと海外に輸出する際につきましては、商品の
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成分内容表示とかもその国の表示法というのが

適用されます。そういったところと、あとパッ

ケージングにつきましても現地の言葉で、もし

くは英語であったりと公用語でやる必要があり

ますので、そういったことを整えないと海外の

方の輸出というのがなかなか整わないというと

ころで、そちらのほうにかかる経費につきまし

て、２０万円の補助を２分の１の範囲内でやり

たいというふうに考えておるというところでご

ざいます。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） これ、１００万でしょ

う、助成金は。（フードバレー推進課長高崎 

正君「はい。２０万のですね、５業者というこ

とで想定をしております」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。今のフー

ドバレーの関係ですけれども、リーファーコン

テナの利用助成ということで７５万円上がって

いますが、さっきの商工のやつでもリーファー

コンテナのやつがあったんですよ。これとどう

いうふうに違うんですか。何で商工のほうに入

れ込まなかったのかなというのがあったんで

す。 

○委員長（増田一喜君） 高崎課長。 

○フードバレー推進課長（高崎 正君） は

い。まず、商工のほうのリーファーコンテナ助

成につきましては、申請される業者さんのエリ

ア、そして中に入る物というものを決めており

ませんので、広く対象となるというところでご

ざいますが、私どもが計上しております７５万

円につきましては、八代市内の業者さん、もし

くは八代産の農産物を取り扱われるというとこ

ろで、エリアを限定して支出をしたいというふ

うに考えております。そういったすみ分けで考

えたいということでございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） フードバレー事業で、

やっぱり八代を特化してということですみ分け

したいということの意味ですかね。わかりまし

た。はい。 

 もう一点よかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 漁場環境保全事業です

ね、こちらのほうでナルトビエイの駆除のほう

をですね、やってもらうちゅうことなんですけ

れども、これあわせてですね、毎年多分アサリ

の放流も一緒にしてもらっとったと思うとです

けど、これはアサリの放流が入ってないのがで

すね、非常に残念かなと思うんですが、なぜな

のかなと。一緒に入れてもらえればありがたい

なというふうに思ったですけど。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 沖田水産林務課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） 水産林務課、

沖田でございます。 

 従来これまでアサリの放流事業等も過去にや

ってきておりましたけれども、今、県内でアサ

リの不漁ちゅうのは皆さん御存じのとおりかと

思いますが、県外もしくは他地区からの持ち込

みに関しましては、病気の面であったりとか、

非常にその辺懸念される部分も多うございま

す。さらに、ケアシェルというのを実施してま

いりましたけれども、稚貝の定着というのは確

認をされておりますので、それを育てて母貝に

していきたいというふうに今考えております。 

 そこで、アサリの放流については、今回も予

定をしていないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 
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○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 あともう一点、八代産材利用促進事業でです

ね、ここに委託料３００万あるとですけど、２

人、何か雇われるような感じで聞いてるんです

けれども、大体お幾らぐらい。単純にその３０

０万の半分なのか。時間給なのかどうなのかと

いうのがちょっとわかりにくいので、教えてほ

しいんですが。どういうことされるのかちゅう

のもちょっと教えてください。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。まず、

３００万の内訳でございますけれども、委員お

っしゃったとおり、臨時職員２名分の賃金でご

ざいます。単価につきましては、県の最低賃金

等を参考に算出をしておりまして、年間を通じ

て２名の雇用をするということでございます。

主な業務内容としましては、これは木の駅自体

が、森林組合の営業日に合わせて実施をします

ので、基本毎日と。月曜から金曜までというこ

とで、営業時間内には木の駅を運営するという

ことで、場内整理が主な作業。それと持ち込ま

れた材の検収といいますか、計量から買い取

り、さらには上乗せ分の券の発行その他という

ことで、今予定をしております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 青年就農給付金事業

ですね、４５歳未満ということになってますけ

ど、これまでも続けてこられたと思いますが、

現在何名ぐらいが対象になっておりますか。現

在。 

○委員長（増田一喜君） 小堀農業政策課長。 

○農業政策課長（小堀千年君） 現在まで２５

名でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。

（委員笹本サエ子君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今の青年就農の関係で

すけど、これ当初予算でもありますけれども、

どういうふうに。その違いがわかんないんです

が、ちょっと説明をお願いしたいんです。 

 当初予算でも同じように、同じ２５名でです

ね、出てるんですけど。 

○委員長（増田一喜君） はい、小堀課長。 

○農業政策課長（小堀千年君） 今回の補正に

つきましては、国の経済対策というふうなこと

で、国でも予算化されたわけでございますが、

簡単に言いますと、２７年度分を前倒しして、

現在支給されてる方々に２７年度分の支給する

分を前倒しした形で支給するというのが今回の

補正でございます。 

 本来ですと、当初予算からも前倒しした分は

差し引いて計上するというのが通常かと思われ

ますが、今回、事務手続上、新年度予算も上げ

た後にこの補正のお話がございまして、新年度

予算をここから落とすという作業が間に合わな

かったということで、そのまま２５名分という

のを入れた形になっております。──新年度予

算は、２５名プラス１０名ということで３５名

分の予算というふうな形になっておるところで

ございます。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） １ついいですか。 



 

－28－ 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 同じような考え方でフ

ードバレー事業が何か一生懸命進められとると

いう雰囲気の中で、これが１０００万ちょっと

ということで、何となくボリュームが少ないな

という気がしとっとですが、その辺の考え方

は。ちいっとお知らせください。 

○委員長（増田一喜君） 高崎課長。 

○フードバレー推進課長（高崎 正君） フー

ドバレーのこちら、今回提案させていただいて

いますのが、主に輸出に関する部分という形で

ございまして、あと当然フードバレーにつきま

しては、国内の需要喚起というのもございます

ので、こちらの部分につきまして、また新年度

予算のほうに計上させていただいておるところ

でございます。特に、国内のほうにつきまして

は、熊本県のほうが事務局をされておりますフ

ードバレー推進協議会のほうでですね、かなり

熱く事業を展開されておりますので、私どもと

しましては、人材のほうの送り込みも行ってお

りますので、こちらと密接に連携をしながらで

すね、こっちの県のほうと一緒になって、そち

らのほうを進めていきたいというふうに考えて

おるところでございます。（委員亀田英雄君

「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（村上光則君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） 経営体育成支援事業で

ありますが、これをさっき説明では、太田郷、

──何か校区を区切ってあったと思いますが、

太田郷と宮地とどこだったですかね。 

○委員長（増田一喜君） 黒木次長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。校区

としては、太田郷、宮地、松高、八千把、金

剛、龍峯、日奈久、千丁、鏡の８校区になりま

す。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） これは、農機具の支援

ですかね。（農林水産部次長黒木信夫君「は

い、トラクターとかロータリーとか田植え機、

単棟パイプハウス等の導入費用に対する補助と

いうことです」と呼ぶ） 

○委員（村上光則君） わかりました。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。ほ

かにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

 ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第５０号・平成２６年度八代市一般会計

補正予算・第１２号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。 

 午後は１時から再開いたします。お疲れさま

でした。 

（午後０時００分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

◎議案第４号・平成２６年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第２号 

○委員長（増田一喜君） それでは、休憩前に

引き続き、経済企業委員会を再開いたします。 

 次に、議案第４号・平成２６年度八代市簡易

水道事業特別会計補正予算・第２号を議題と
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し、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）水道局の宮本

でございます。座りまして説明させていただき

ます。 

 議案第４号・平成２６年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第２号について御説明い

たします。 

 別冊になっております議案書の１ページをお

願いいたします。 

 繰越明許費でございます。第１条、地方自治

法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り

越して使用することができる経費は、「第１表

 繰越明許費」によります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 款１、項１・簡易水道事業費、坂本地区建設

事業でございますが、本年度坂本地区建設事業

費の２億９７万８０００円のうち、工事請負費

６２５７万６０００円を平成２７年度へ繰り越

すものでございます。 

 １件目は、昨年９月１１日に発生いたしまし

た坂本町田上地区簡易水道への灯油混入事故の

復旧のため、新たな水源地井戸を掘削し、既設

の配水池へ送水する計画を立てましたが、その

選考に当たり、地元住民との調整に時間を要

し、また井戸水の濁りがなかなか取れず、送水

管工事の発注がおくれたため、年度内の完了が

困難となり、工事費１０００万円を繰り越すも

のでございます。 

 ２件目は、国土交通省の球磨川護岸工事に伴

います荒瀬地区簡易水道取水施設移設工事でご

ざいます。こちらは国土交通省の工事のおくれ

と補償交渉におきまして不測の日数を要し、工

事の発注がおくれたため、年度内の完了が困難

となり、工事費５２５万円を繰り越すものでご

ざいます。 

 ３件目は、今年度行っております中津道地区

簡易水道整備事業でございますが、鎌瀬地区に

ろ過設備当の浄水施設を建設する計画でござい

ましたが、その工法選択に当たり、設計におい

て不測の日数を要し、工事の発注がおくれ、年

度内の完了が困難となり、工事費４７３２万６

０００円を繰り越すものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

 意見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 意見もないようで

す。 

 これより採決いたします。 

 議案第４号・平成２６年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算・第２号について、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５号・平成２６年度八代市椎原財産区

特別会計補正予算・第１号 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第５号・

平成２６年度八代市椎原財産区特別会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） はい、沖田水産林務

課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） 水産林務課の

沖田です。よろしくお願いいたします。それで
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は、座って説明いたします。 

 それでは、議案第５号・平成２６年度八代市

椎原財産区特別会計補正予算・第１号につきま

して、御説明いたします。 

 予算書５ページをお願いいたします。 

 補正の理由といたしまして、椎原財産区が所

有する山林の一部が県施行の治山工事にかか

り、支障となります立木、ヒノキ１４本、杉１

本、その他雑木１３９本につきまして、伐採補

償契約を締結し、補償金９万６４００円の入金

があったものです。これによりまして、椎原財

産区特別会計から基金に積み立てるため、歳入

歳出ともに同額を補正するものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

 意見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第５号・平成２６年度八代市椎原財産区

特別会計補正予算・第１号について、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。 

（午後１時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０８分 本会） 

◎議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算（関係分） 

○委員長（増田一喜君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第６号・平成２７年度八代市一般

会計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明

を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費及び第１

０款・災害復旧費について一括して農林水産部

から説明願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 橋口農林水産部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） それでは、議

案第６号・平成２７年度八代市一般会計予算に

係る農林水産部関係で第５款・農林水産業費及

び第１０款・災害復旧費の当委員会付託分につ

いて説明いたします。 

 初めに、予算編成に当たっての方針について

御説明いたします。その後、垣下総括審議員よ

り、予算の詳細について説明いたします。座っ

て説明させていただきます。（委員長増田一喜

君「はい」と呼ぶ） 

 それでは、予算編成方針について御説明いた

します。 

 初めに、農業振興対策です。本市の農業就業

者については、新規就農者が毎年３０名前後で

推移している一方で、担い手の高齢化が急速に

進んでいます。 

 生産面では、平たん部で、米、イグサ、園芸

作物、露地野菜、中山間部では、果樹やショウ

ガ、茶など良質な農産物が安定的に生産供給さ

れてきたところです。しかし、近年、水田作か

らハウス、露地野菜等への転換が急速に進んで

おり、排水路改修や暗渠排水、客土による汎用

化などの生産基盤整備や、冠水被害対策として

老朽化した排水機場の計画的な更新が課題とな

ってきております。また、流通販売面では国内

での産地間競争が激しさを増しつつあります

が、現在交渉中のＴＰＰ──環太平洋戦略的経

済連携協定についても、本市農業に大きく影響
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があるものと思われます。 

 このような中、平成２７年度では、地域農業

の担い手育成や農業経営の多角化と高度化を推

進するとともに、消費者ニーズに対応した安全

・安心、高品質、安定生産に取り組み、競争力

と持続性の高い力強い農業体制整備に取り組み

ます。また、熊本県南フードバレー構想及び八

代市フードバレー基本戦略構想に基づき、農林

水産業の振興による食関連産業の集積を目指す

フードバレーやつしろの実現に向けた取り組み

を推進します。 

 これらの具体的な取り組みとして、担い手対

策では、就農意欲の喚起と就農後の定着を推進

するために青年就農給付金事業や農業後継者育

成支援事業を実施するとともに、新規就農者及

び農業全般の相談、支援のために営農支援事業

を実施します。農地集積対策として、農地利用

集積促進事業や農地中間管理事業により農地の

有効活用、経営規模拡大を図ります。 

 次に、施設園芸、露地野菜、イ業などの生産

対策として、国及び県の補助事業活用による施

設・機械等の整備、イ業機械の延命化を図るい

業機械再生支援事業、新たに八代農業のあるべ

き姿の実現に向けた必要施策について調査研究

を行う八代農業みらい創生事業に取り組みま

す。 

 生産基盤整備として、農道及び排水路改良の

ための市内一円土地改良整備事業、排水機場の

新設更新を図るため、県営土地改良事業、農地

暗渠排水などの整備を行う農業基盤整備促進事

業を実施します。 

 流通販売対策として、農林水産物の国内流通

を促進するために安全・安心な八代産農産物の

販路と需要拡大のため、八代産農産物ＰＲ等を

実施するフードバレー流通推進事業に取り組み

ます。また、新たに海外への流通を促進するた

めの商談会、展示会に取り組むフードバレー輸

出促進事業に取り組みます。 

 なお、本年４月にフードバレー事業の拠点施

設となるアグリビジネスセンターがオープン予

定であり、今後、各種事業の取り組みが加速す

るものと思います。 

 次に、地籍調査事業関係です。 

 国の予算が伸びない中で、事業費の確保が難

しい状況ですが、地籍調査は、公共事業や土地

取引、課税の適正化、特に土地にかかわるトラ

ブルの未然防止など大変重要な事業ですので、

早期完了を目指し、事業の進捗を図ります。 

 次に、林業振興対策です。 

 森林は、林産物を供給するとともに、多様な

公益的機能を有しており、適切な管理をするこ

とにより、その機能を持続的かつ効果的に発揮

することができます。しかしながら、木材価格

は依然として低迷する中で、伐採時期を迎えた

森林は全体の約６５％と成熟しており、木材を

市場に流通させ、利用することにより木材関連

産業の振興を図ることが今後重要となっていま

す。 

 このような状況の中で、森林整備では適切な

管理を行うための森林施業の集約化を促進する

とともに、造林、下刈り、間伐、作業道開設に

対する経費の一部を補助する森林環境保全整備

事業を実施します。 

 流通生産対策として、木造住宅の建築や改築

に対する一部補助や主伐に要する運搬費の一部

を補助する木材利用促進事業、農林水産物に大

きな被害を与えている鹿やイノシシなどの対策

として、有害鳥獣被害対策事業を実施します。

さらに、生産基盤整備として継続して取り組ん

でおります林道等の路網整備は、道整備交付金

事業や林業専用道開設事業により林道を整備

し、搬出間伐や主伐などを促進してまいりま

す。 

 木材利用については、建築関係で新たに高層

階建築が可能なＣＬＴ工法等の新工法が全国的

に取り組みが進んでおり、今後木材利用が促進
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されることが期待されます。 

 本市では、木質バイオマス利用として発電施

設の整備、農業用ハウスでの加温ボイラーの導

入や新たに木の駅プロジェクトに取り組むほ

か、海外への輸出も増加しております。 

 今後、路網整備の推進と森林施業の集約化に

よる生産コストの縮減に加え、木材の流通と積

極的な利用を図ることで森林所有者の所得向上

と関連産業の振興、持続可能な林業経営の安定

へとつなげていきたいと考えております。 

 次に、水産業振興対策です。 

 本市の水産業は、採貝漁業、ノリ養殖漁業、

小型定置網漁業などが営まれてきましたが、水

産資源の減少、漁業者の高齢化、後継者不足な

どの課題も多く、水産業を取り巻く状況は年々

厳しくなっております。 

 本市の主要漁獲物であるアサリは、平成２３

年６月の大雨により大量に死滅し、大きな被害

を受けましたが、放流事業や漁業者の努力によ

り、昨年より一部漁場で採貝が開始されてお

り、回復傾向にあります。一方、ノリ養殖にお

いては、栄養塩の減少や海水温の上昇などによ

り生産額が大きく落ち込んでいます。このよう

な状況を踏まえ、今後、魚介類の生育環境の改

善と水産資源増殖のための取り組みや漁港など

の基盤整備が重要となります。 

 そこで、平成２７年度においては、資源増殖

対策として、アサリの発生を促すため、作澪、

覆砂などを実施する漁場環境保全造成事業や母

貝となるアサリの保護区設定、ナルトビエイな

どの有害生物の除去などの対策も継続して実施

してまいります。 

 一方、魚類においては、生育環境改善のた

め、新たに藻場の造成や魚礁設置について取り

組み、漁獲高の向上を図る計画です。また、水

産資源の回復、増大を図るため、海面では、ク

ルマエビやヒラメ、ガザミなど。内水面では、

アユやヤマメ、ウナギなどの放流を実施しま

す。水産基盤整備においては、漁港機能の向上

を図るため、植柳漁港に標識等を設置するほ

か、新たに大鞘、植柳漁港の長寿命化を図るた

め、漁港の水域施設に関する機能保全計画策定

や大鞘漁港の防潮堤の機能保全工事設計業務委

託を行う水産物供給基盤機能保全事業に取り組

みます。また、２５年度より鏡町漁協カキ生産

部会で取り組まれた鏡オイスターハウスについ

ては今年も順調に運営されており、今後、カキ

の増産を目指すとのことで、漁業者の所得向上

と雇用の確保が図られております。 

 このように水産業の振興を図るために、ハー

ド面、ソフト面のそれぞれの事業がさらに効果

を高めるように連携し、一体的な事業の展開を

実施しながら、漁業者の経営安定と後継者の育

成につなげていきたいと考えております。 

 以上が平成２７年度農林水産部当初予算の編

成方針です。よろしくお願いします。 

○農林水産部総括審議員兼次長（垣下昭博君）

 はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 垣下農林水産部総括

審議員兼次長。 

○農林水産部総括審議員兼次長（垣下昭博君）

 はい、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）農林水産部次長の垣下です。よろしく

お願いします。 

 それでは、当委員会に付託されております農

林水産部所管の農林水産業費及び災害復旧費に

つきまして御説明いたします。座って説明させ

ていただきます。（委員長増田一喜君「座って

ください」と呼ぶ） 

 はい。八代市一般会計予算書の７ページをお

願いいたします。 

 それでは、款５・農林水産業費の歳出でござ

いますが、総額で３３億１４２０万８０００円

を計上いたしております。一般会計予算総額に

占める割合は、５.８２％でございます。前年

度予算額２９億１２０７万２０００円と比較い
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たしますと、４億２１３万６０００円の増額と

なっております。率にしまして、１３.８％の

増でございます。 

 次に、項別で見ますと、農業費が２７億６８

９６万２０００円で、前年度と比較しますと、

５億２６７９万７０００円の増額、林業費が４

億２９２９万円で６０５９万３０００円の増

額、水産業費が１億１５９５万６０００円で１

億８５２５万４０００円の減額となっておりま

す。 

 それでは、主な歳出につきまして、各目の中

で御説明をいたします。８０ページをお願いし

ます。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目１・

農業委員会費では６２８９万５０００円を計上

いたしております。主な事業につきまして、説

明欄で御説明をいたします。 

 農業委員会事務事業２４１０万８０００円

は、農地法に基づき、適正な農地の維持に努め

るため、農地の権利移転、農地の転用、農業生

産法人の育成、賃貸借の解約・和解の仲介、遊

休農地対策などに係る経費でございます。 

 農業者年金事務事業１４４万２０００円は、

農業者年金基本法に基づき、老後の生活安定を

図るため、農業者へ対し、制度の普及、加入の

推進などに係る経費でございます。その他の事

業としまして、担い手の育成・確保、農地の利

用集積、国有農地の管理などを行います。特定

財源としましては、農業委員会費補助金６４５

万６０００円、農業委員会委託費３４万円、農

地法に基づく事務費１０万円、農業者年金業務

事務費２４２万１０００円、農地手数料２２万

７０００円を予定いたしております。 

 目２・農業総務費では、４億５０７９万３０

００円を計上いたしております。前年度と比較

しますと、９６３万２０００円の増額でござい

ます。増額の主な要因としましては、職員１名

増による人件費でございます。節２８・繰出金

６９３７万３０００円は、東陽町、泉町で供用

いたしております農業集落排水処理施設事業特

別会計への繰出金でございます。 

 目３・農業振興費では、２億５６３８万５０

００円を計上いたしております。前年度と比較

しますと、１５２２万４０００円の増額でござ

います。増額の主な要因としましては、青年就

農給付金事業、中山間地域等直接支払制度事

業、機構集積協力金交付事業などの事業拡充に

よるものでございます。 

 主な事業につきまして御説明いたします。 

 青年就農給付金事業５４８９万８０００円

は、新規就農者の就農意欲の喚起と就農後の定

着を図るため、経営が不安定な就農直後、最大

５年間所得を確保するため、１人当たり年間１

５０万円を給付するものでございます。平成２

７年度は、給付予定者を昨年の２５名から３５

名を想定いたしており、１７３９万８０００円

を増額いたしているところでございます。特定

財源としまして、青年就農給付金事業補助金５

３３６万７０００円を予定いたしております。 

 い業振興対策事業３７９８万４０００円は、

畳表張り替え１畳当たり１０００円を助成いた

します畳表張り替え促進事業５００万円、イグ

サ専用機械のオーバーホール等の経費を上限１

０万円で助成します、い業機械再生支援事業、

なお本事業は、昨年より５００万円増額し、３

０００万円を予定いたしております。このほ

か、熊本県いぐさ・畳表活性化連絡協議会への

負担金１４０万１０００円でございます。昨年

度より７８０万９０００円の減額となっており

ますが、主な要因としましては、くまもと畳表

復興支援事業が、平成２６年度で事業終了した

ことによるものでございます。 

 いぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業４９

２０万４０００円は、ひのみどりなど優良品種

を生産し、高品質な畳表を生産する組織に対

し、移植機などの機械を導入する場合、その経
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費の２分の１以内で補助します生産組織育成タ

イプ事業４７１０万４０００円、畳表に生産履

歴を表示するＱＲコードつきタグを挿入する装

置に対し、２分の１以内で補助します畳表トレ

ーサビリティ導入タイプ事業２１０万円でござ

います。特定財源としまして、いぐさ・畳表生

産体制強化緊急対策事業補助金４９２０万４０

００円を予定いたしております。 

 次のページをお願いいたします。 

 上から５つ飛びまして、農地利用集積促進事

業３５００万円は、農地を集積し、土地利用型

農業を図る農業者が、機械を導入する場合、そ

の経費の２分の１以内、上限１００万円を補助

する事業でございます。 

 本年は、従来の規模拡大の要件を満たして実

施する件数３０件、３０００万円、新たに本年

度より取り組む中山間地域用として５件、５０

０万円を予定いたしております。 

 ２つ飛びまして、中山間地域等直接支払制度

事業３７２６万８０００円は、中山間地域にお

ける耕作放棄地、遊休農地の防止、水源の涵養

など農地の多面的機能を維持することにより、

集落機能の再生を図る活動に対して、面積に応

じて交付するものでございます。 

 取り組み地区としましては、八代５地区１１

３０万９０００円、坂本６地区７３０万５００

０円、東陽１８地区１３４１万５０００円、泉

４地区２４４万９０００円を予定いたしており

ます。特定財源としまして、中山間地域等直接

支払制度交付金２４９１万５０００円及び推進

事業交付金１３９万５０００円を予定いたして

おります。 

 機構集積協力金交付事業９００万円は、農地

中間管理機構に農地を貸し付けることにより、

経営転換する農業者、リタイアする農業者に対

し補助額０.５ヘクタール以下３０万円、０.５

から２ヘクタール以下５０万円、２ヘクタール

以上７０万円を交付する経営転換協力金７５０

万円、地域内の農地を機構に貸した場合に応じ

て、地域に交付される地域集積協力金１００万

円、機構が借り受けている農地に隣接する農地

を、機構を介して担い手に農地を貸し付けた場

合に交付される耕作者集積協力金５０万円を予

定いたしております。特定財源としまして、機

構集積協力金交付事業補助金９００万円を予定

いたしております。 

 営農支援事業２４６万１０００円は、新規就

農者のサポートや人・農地プラン策定地域への

アドバイスなどを直接現場に赴き、行うことに

より、担い手の育成・確保及び農業経営の改善

などの支援を行うための経費でございます。内

訳としましては、嘱託職員の賃金などでござい

ます。 

 １つ飛びまして、八代農業みらい創生事業１

６８万円は、八代農業のあるべき姿の実現に向

けた必要施策について、行政と農業者が協働し

て検討会議を設置し、調査・研究を行うための

経費でございます。 

 事業としましては、農業生産動向調査、農産

物の品質向上、新規有料品目の可能性調査、生

産者意向調査などを予定いたしております。 

 農地中間管理事業３３１万６０００円は、稼

げる農業を実現するため、規模拡大や経営の効

率化を志向する担い手に対して、農地中間管理

機構が農地の賃借を仲介して、集積・集約化を

図り、経営の大規模化や分散圃場の解消を加速

化するための経費でございます。内訳としまし

ては、臨時職員及び自動車リース料などでござ

います。特定財源としまして、農地中間管理機

構委託金３３０万円を予定いたしております。 

 フードバレー流通推進事業１４８４万６００

０円は、国内の流通を促進するための商談会、

イベントへの参加のための旅費１１８万円、熊

本県立大学との地域連携による６次産業化支援

事業委託５０万円、熊本県南フードバレー推進

協議会負担金４１５万６０００円、くまもとう
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まかもん輸出支援協議会負担金４３万８０００

円、その他、農業生産流通課から移管しました

八代農産物ＰＲ補助金３５０万円、トマトフェ

スタ開催補助金２００万円などでございます。 

 フードバレー輸出促進事業１６１万９０００

円は、海外の流通を促進するための商談会及び

展示会への参加のための旅費でございます。 

 目４・園芸振興費では４２０万３０００円を

計上いたしております。園芸・果樹振興対策事

業１９１万１０００円は、農産物を鹿、イノシ

シなどの有害獣による被害から守るため、電気

柵などの設置に対し補助する有害鳥獣防護柵設

置事業費補助金８０万円、シルバーリーフコナ

ジラミからトマトを守るためのトマト黄化葉巻

病対策啓発チラシの作成４５万円などでござい

ます。 

 環境保全型農業推進事業２２９万２０００円

は、化学肥料や化学合成農薬の５割低減の取り

組みとセットで取り組む営農活動に対し１０ア

ール当たり４０００円から８０００円の支援を

行うものです。対象面積としまして、約３ヘク

タールを見込んでおります。特定財源としまし

て、環境保全型農業直接支払交付金１６２万１

０００円、推進交付金１２万９０００円を予定

いたしております。 

 目５・農業後継者育成費では、１１４万９０

００円を計上いたしております。主な事業とし

ましては、農事研修センター自主事業１１０万

９０００円は、農業経営に必要な知識及び技術

を習得するための八代市農業技術者養成講座、

農業者が自ら研修を受ける研修経費に上限２万

円、２分の１以内で補助します八代市農業後継

者育成支援事業、婚活事業などを行う農業後継

者育成協議会負担金などでございます。 

 目６・農事研修センター費では、３７２９万

１０００円を計上いたしております。前年度と

比較しますと、１３４万６０００円の増額でご

ざいます。増額の主な要因としましては、人件

費及び土壌分析事業の拡充によるものでござい

ます。 

 土壌分析診断事業１１０万６０００円は、生

産コストの低減及び品質向上などを図るため、

９項目の成分分析を行うものでございます。な

お、２７年度からは作物が育つ土として適して

いるかいないか、土壌の肥沃度を測定する機器

を新たに導入し、さらなる土壌分析精度を高め

たいと考えております。分析料につきまして

は、昨年同様、業者持ち込み以外は無料で実施

したいと考えております。特定財源としまして

は、農事研修センター施設使用料、土壌分析手

数料など１０３万円を予定いたしております。 

 目７・畜産業費では１０８万円を計上いたし

ております。前年度と比較しますと、１２０６

万２０００円の減額でございます。減額の主な

要因としましては、食肉センター解体設計業務

委託分でございます。主な事業としましては、

鳥インフルエンザ対策として、防護服の購入経

費、食肉流通施設及び食肉センターの警備業務

委託などでございます。 

 次のページをお願いします。 

 目８・農地費では、１５億６２７８万３００

０円を計上いたしております。前年度と比較し

ますと、４億８３２８万４０００円の増額でご

ざいます。増額になりました主な要因としまし

ては、多面的機能支払交付金事業が直接補助か

ら間接補助となったこと、平成２６年度予算に

おいて農業基盤整備促進事業が経済対策で平成

２５年度前倒しになったことなどが主な要因で

ございます。 

 主な事業につきまして御説明いたします。上

から３つ飛びまして、排水機場維持管理事業５

３８６万円は、市が管理する排水機場１４施設

の重油代、電気料、修繕料、運転業務委託料に

係る経費でございます。 

 １つ飛びまして、市内一円土地改良整備事業

１億９７９０万４０００円は、市内の集落排水
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路、かんがい排水路、農道の維持改良などに係

る工事費でございます。主な事業としまして

は、集落排水路改修２３カ所、９１２６万６０

００円、農道改良１３カ所４９００万円、修繕

料８２５万３０００円、原材料支給１１１２万

８０００円などを予定いたしております。 

 特定財源としまして市債２０７０万円、日本

中央競馬会事業所周辺環境整備寄附金６８０万

円などを予定いたしております。 

 非補助土地改良事業融資事業９２００万円

は、かんがい排水路改修など７カ所に係る工事

費でございます。特定財源としまして、全額排

水路改修事業分担金を予定いたしております。 

 県営土地改良事業負担金事業１億９１４１万

２０００円は、県営で実施する土地改良事業に

対し、市負担分を支払うものです。事業としま

しては、海岸保全事業３地区、経営体育成基盤

整備事業４地区、かんがい排水事業１地区、湛

水防除事業１地区、基幹水利施設ストックマネ

ジメント事業３地区、農業農村整備事業調査計

画８地区を予定いたしております。特定財源と

しまして、市債１億６９５０万円を予定いたし

ております。 

 土地改良融資償還補助金事業２億９１２０万

９０００円は、土地改良区などが日本政策金融

公庫から借り入れている地元負担金分につい

て、市が事業負担しなければならないものに対

して、償還補助するものでございます。 

 多面的機能支払交付金事業２億４２７２万３

０００円は、前年度より２億３３０万円の増額

となっております。この主な要因は、増額要因

で御説明しましたとおり、平成２６年度まで事

業主体へ地域協議会を経由して補助いたしてお

りましたが、平成２７年度から国・県費は、市

を経由して事業主体へ補助することとなったた

めでございます。事業主体への交付金２億４０

３３万１０００円の内訳としましては、水路の

泥上げなど農地や農業用水路などを保全管理す

る活動に対して補助する農地維持支払として８

１６４万１０００円、資源向上支払のうち水路

などの軽微な補修など地域資源の質的向上を図

る活動に対する補助として４５６３万８０００

円、施設の長寿命化のための活動に対する補助

として１億１３０５万２０００円でございま

す。取り組む地区としましては、３９カ所でご

ざいます。特定財源としまして、多面的機能支

払交付金事業補助金１億８０２４万７０００

円、推進交付金２３９万２０００円を予定いた

しております。 

 １つ飛びまして、農業基盤整備促進事業３億

４７１５万円は、前年度より２億３３３５万円

の増額となっております。その主な要因は、増

額理由で御説明しましたとおり、経済対策によ

る前倒しで、平成２６年度予算においては１億

４０００万円が平成２５年度に前倒しになった

ためでございます。 

 事業内容としましては、測量設計委託及び排

水路改修工事費として１億円、土地改良への工

事委託として９１５０万円、農地の区画拡大・

暗渠排水工事の助成として１億５５６５万円と

なっております。特定財源としまして、熊本県

農業農村整備事業補助金２８７２万５０００

円、農業基盤整備促進事業補助金２億５１４０

万円、市債６０３０万円を予定いたしておりま

す。 

 １つ飛びまして、農山漁村活性化プロジェク

ト支援交付金事業１２９４万４０００円は、平

成３０年度に国から採択予定である県営鏡町文

政地区経営体育成基盤整備事業の基礎資料とし

て、換地・相続関係調査及び地形図を作成する

経費でございます。特定財源としまして、熊本

県農業農村整備事業補助金１９４万１０００

円、農山漁村活性化プロジェクト交付金事業補

助金６４７万２０００円を予定いたしておりま

す。 

 目９・水田営農活性化対策推進事業費では、
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１９４０万２０００円を計上いたしておりま

す。事業としましては、米需給調整総合対策事

業４９０万２０００円は、水稲の生産調整推進

のための臨時職員の賃金及び八代地域農業協同

組合への推進事務費補助金などでございます。

特定財源としまして、新需給システム推進事業

費補助金３１６万９０００円を予定いたしてお

ります。 

 戸別所得補償推進事業１４５０万円は、農業

者に対し制度の説明会の開催、申請手続の指導

支援、現地確認事務などを行う八代市農業再生

協議会へ補助する経費でございます。特定財源

としまして、戸別所得補償推進事業補助金１４

５０万円を予定いたしております。 

 目１０・地域農政特別対策事業推進費では２

５８万６０００円を計上いたしております。担

い手育成総合支援事業２２５万円は、認定農業

者の育成・確保、農業経営の法人化、集落営農

の組織化などに係る経費でございます。特定財

源としまして、元気な認定農業者づくり事業費

補助金１５０万円を予定いたしております。 

 目１１・農業研修施設管理費では３５８０万

円を計上いたしております。前年度と比較しま

すと、１６５０万２０００円の増額でございま

す。増額の主な要因としましては、説明欄の上

から３行目農村婦人の家管理運営事業で耐震改

修工事に係る経費１２４６万円などでございま

す。特定財源としまして、公共施設耐震改修事

業費補助金２８８万５０００円を予定いたして

おります。 

 その他の事業費の内訳としましては、農林水

産部で所管いたしております各種施設の維持管

理のための経費でございます。 

 目１２・地籍調査費では３億３４５９万５０

００円を計上いたしております。地籍調査事業

の進捗率は２６年度末で５２.６８％を予定い

たしております。平成２７年度の調査は、八代

地区１３０ヘクタール、東陽地区３４５ヘクタ

ール、泉地区１０２７ヘクタールを予定いたし

ております。計画どおり調査が済みますと、進

捗率は５５.３５％となります。現在の事業費

でいきますと、全体完了予定年度は平成５６年

度ごろと思われます。特定財源としまして、地

籍調査事業費補助金１億４３２２万円を予定い

たしております。 

 次のページをお願いします。項２・林業費に

つきまして、御説明します。 

 目１・林業総務費では、７６４３万３０００

円を計上いたしております。前年度と比較しま

すと、８０２万４０００円の減額でございま

す。その主な要因としましては、給料及び職員

手当等の減額によるものでございます。 

 目２・林業振興費では１億１９１６万１００

０円を計上いたしております。前年度と比較し

ますと、４０３０万４０００円の減額でござい

ます。その主な要因としましては、２１年度か

ら取り組んでおりました緑の産業再生プロジェ

クト促進事業が、平成２６年度で事業終了した

ことによるものでございます。 

 事業につきまして、御説明いたします。森林

整備事業６７５０万円は、作業路など修繕費５

００万円、林道・作業道舗装用生コン代４５０

万円、森林整備を促進するために下刈り、間伐

などの経費を一部助成します森林環境保全整備

事業補助金５８００万円でございます。 

 １つ飛びまして、木材利用促進事業１４００

万円は、八代産材を利用した住宅の新増改築に

対して、新築で上限２０万円、増改築で１０万

円を上限として補助します八代産材利用促進事

業補助金５００万円、皆伐に伴う木材運搬に係

る費用を１立方メートル当たり１０００円助成

いたします原木生産促進事業補助金９００万円

でございます。 

 １つ飛びまして、有害鳥獣被害対策事業１７

４２万１０００円は、鳥獣被害対策実施隊に係

る隊員１６０名分への報酬２７２万円及び費用
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弁償２８０万円、鹿捕獲に要する経費の補助２

２００頭分１１００万円、ハンター保険料に補

助します有害鳥獣捕獲対策補助金６４万円、林

産物への被害防止のための電気柵助成としまし

て、林産物被害対策事業補助金１０万円などで

ございます。特定財源としまして、特定鳥獣適

正管理事業費補助金２２０万円を予定いたして

おります。 

 目３・林道維持費では４１９９万９０００円

を計上いたしております。事業としましては、

市内一円林道維持事業で、林道施設整備修繕費

４００万円、林道除草作業業務委託費９７１万

２０００円、林道など修繕工事請負費１７００

万円、林道鶴平線舗装工事１０００万円、生コ

ンなど原材料費９７万９０００円などを予定い

たしております。特定財源としまして、市債１

０００万円を予定いたしております。 

 目４・林道新設改良費では、１億８８８７万

４０００円を計上いたしております。前年度と

比較しますと、１億１１６３万７０００円の増

額でございます。増額の主な要因としまして

は、道整備交付金事業が、国の経済対策で平成

２５年度へ前倒しとなっておりましたが、平成

２７年度は通常予算での計上となったためでご

ざいます。 

 事業としましては、市内一円林道新設改良事

業６２０４万円は、幹線林道菊池人吉線に係る

賦課金及び受益者組合助成金の償還金４５６万

円、山のみち地域づくり交付金事業負担金４７

万円、治山林道協会負担金１００万円、林道専

用道八竜山線開設事業２５０１万円、林道専用

道菖蒲谷線開設事業３１００万円などを予定い

たしております。特定財源としまして、森林・

林業・木材産業基盤整備交付金７７０万円、林

業専用道開設事業補助金２８０５万円、市債１

９２０万円を予定いたしております。 

 道整備交付金１億１２１７万８０００円は、

林道８路線の舗装事業８９０２万円、林道２路

線の改良事業２０００万円などを予定いたして

おります。特定財源としまして、道整備交付金

４５２５万５０００円、森林・林業・木材産業

基盤整備交付金９８１万円、市債５２８０万円

を予定いたしております。 

 次のページをお願いいたします。目５・治山

事業費では２８２万３０００円を計上いたして

おります。治山事業は、県事業との整合性を行

い、年１カ所程度実施いたしております。本年

度は、坂本の上原木地区を予定いたしておりま

す。特定財源としまして、治山事業補助金１８

８万円、市債９０万円を予定いたしておりま

す。 

 次に、項３・水産業費につきまして、御説明

いたします。 

 目１・水産業総務費では３７７５万３０００

円を計上いたしております。主な支出としまし

ては、職員の人件費等でございます。 

 目２・水産業振興費では７８２０万３０００

円を計上いたしております。前年度と比較しま

すと、１億８５０３万８０００円の減額でござ

います。減額の主な要因としましては、水産物

荷さばきき施設建設の事業完了によるものでご

ざいます。主な事業を御説明いたします。 

 １つ飛びまして、漁場環境保全事業３１６３

万２０００円は、魚の生息環境の保全、船舶航

行の安全及び漁業操業の効率化を図るための漁

場環境の整備・調査に係る経費でございます。

事業としましては、鏡町地先のアサリ漁場の削

土、覆砂を行う熊本八代海地区水産環境整備事

業負担金１０００万円、八代、昭和、鏡地先へ

の航路標識設置に対する補助金１１３万５００

０円、海面、内水面の清掃に対する清掃補助金

１７５万２０００円、協議会負担金１７７０万

７０００円などでございます。特定財源としま

して、熊本八代海地区水産環境整備事業分担金

２５０万円を予定いたしております。 

 環境生態系保全事業１００万円は、鏡町漁協
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が行いますアサリ復活のための干潟の耕うん、

保護区の設定、有害・食害生物の除去、モニタ

リングなどに対する県協議会への負担金でござ

います。 

 ２つ飛びまして、栽培漁業振興事業２１３４

万９０００円は、主に水産資源の回復、増大を

図るため、クマエビ、ヒラメ、ハマグリ、アユ

などの放流経費として２０５３万２０００円を

予定いたしております。 

 水産基盤整備交付金事業２００万円は、漁港

施設の整備を行うもので、事業としましては、

金剛の鼠蔵地区にあります漁港に標識等を設置

するものです。特定財源としましては、全額水

産基盤整備交付金を予定いたしております。 

 １つ飛びまして、水産物供給基盤機能保全事

業１７００万円は、漁港建設から約３０年経過

し、老朽化が進んでいる大鞘漁港、植柳漁港の

長寿命化を図るための経費でございます。 

 事業としましては、大鞘漁港、植柳漁港の水

域施設に関する機能保全計画策定業務委託７０

０万円、大鞘漁港防潮堤の機能保全工事設計業

務委託１０００万円でございます。特定財源と

しまして、水産物供給基盤機能保全事業交付金

８５０万円を予定いたしております。 

 以上で農林水産業費の説明を終わります。 

 続きまして１２０ページをお願いします。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費の目１・農業施設災害復旧費で１０

００円を計上いたしております。これは、存目

のため計上いたすものでございます。 

 以上で農林水産業費及び災害復旧費の説明を

終わります。御審議方よろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。冒頭部長のほう

からですね、丁寧に予算の方針ということで伺

いました。ありがとうございました。その中で

もですね、農業からは力強い農業体制の取り組

みと、林業についてもですね、るる述べられ

て、水産業でもですね、経営安定と後継者育成

ということに取り組みたいということだったと

いうふうに思うんですが、各費ば見渡す中で、

農林水産業が一番、実質的な伸びはですよ、―

―衛生費とかの伸びは建設環境委員会に入りま

すけん、各費で伸べば農林水産業が一番伸びと

っとかなという気持ちがします。その中で、部

長の今回の限られた予算の中で、これだけ伸び

たっですが、達成度というのをどのくらい点数

つけらるっとかなと。ざっとでよかです。今回

の予算についてです。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） ２７年度予算

につきましては、昨年の予算要求からずっとい

ろいろ協議してきてるんですが、今回について

は、先ほど審議していただきました経済対策で

の予算もありまして、大体こちらから要望して

いた予算については、ほぼつけていただいたと

思っております。あとは、これをいかに実行す

るかということなんですが、職員が今の予算見

てみますと、昨年と比べて１名の増にはなって

ますが、事業が多い割には何か職員数がまだ少

ないように思っております。ただ、きょう予算

審議していただきますが、この予算を認めてい

ただけることになりますと、当然この効果がさ

らに出るように職員一同で頑張っていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ありがとうございまし
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た。ちょっとむちゃぶりだったですが、意気込

みを伺いたいというふうに思ったことでした。 

 あとですね、当初予算が４億の伸びじゃなか

ですか。で、経済対策が１.６億と。で、合

計、ことしの予算は５.６億の伸びかなという

ふうに考えます。今、職員数が１名増だったで

すが、５.６億の伸びというのはですよ、実際

どのくらいのボリュームのあるものかなという

あっがしますが、その辺の感覚的なものでよか

ですけん。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 橋口部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 今回について

はですね、主な伸びにつきましては、１つがで

すね、毎年経済対策がありまして、３月に前倒

しの補正予算をあげてますので、例えば、２６

年度にしても、幾つかの事業でですね、農地関

係とか、先ほど説明がありました林業関係の道

整備交付金事業あたりについては、２６年度の

当初で当然上げなければいけない事業を２５年

度の補正で計上していたために、２６年度の事

業がそれだけ少なかったというのもあります。 

 それと農地費の中のですね、多面的機能支払

交付金事業については、これは国が２分の１、

県が４分の１、市が４分の１の負担をするんで

すが、今まで直接協議会に国・県の費用が行っ

ていたのが、今年度から市を経由して事業主体

に補助するということになりましたので、その

あたりがですね、これが２億ちょっとふえてま

すので、実質的にですね、予算上の伸びは出て

るんですが、事業内容とすれば、事業費は各事

業伸びてる部分はありますが、５億ほど伸びた

割には、そういう補正予算の計上とかですね、

補助金の支払いが直接補助から間接補助になっ

たというようなことになってますので、部とし

ては、事業費としてはですね、そんなに伸びて

るというようなことはないとは思っておりま

す。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい、わかりました。

部の中では伸びていないということなんです

が、新規取り組みもあるようですので、頑張っ

ていただきたいというふうに思うんですが、ハ

ウスから露地への転換っていう部分があっとか

と思いますが、その理由ていうとは何か。そこ

について教えていただきたいていうとと、八代

農業のあるべき姿ということで何か取り組まれ

てますよね。どの距離を見ておらっしゃるのか

という、この事業の内容についてお知らせいた

だきたいと思います。 

○農業生産流通課長（久木田昌一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 久木田農業生産流通

課長。 

○農業生産流通課長（久木田昌一君） 失礼い

たします。農業生産流通課の久木田でございま

す。 

 まず、亀田委員の１点目でございますけれ

ど、ハウスから露地野菜ということでございま

せんで、水田作からハウス・露地野菜への転換

ということで御理解をいただきたいと思ってお

ります。その旨、部長のほうが発言したという

ふうに思っております。 

 それと、八代農業みらい創生事業ということ

で、今回予算のほうを計上させていただいてお

るとこなんですけれど、要するに八代農業をど

うするかというふうにつきまして、平たん部、

中山間地といろんな地域があるかと思っとりま

すが、３０年先、５０年先の八代の農業をどう

すべきかというのを農業団体であり、九州農政

局であり、県、市、氷川町と一体となって、検

討会議を設けながら、臨時雇いのほうの予算を

措置しておりますので、動向調査であり、そう

いういろんな調査、アンケートを踏まえた中

で、計画をつくりたいというふうに考えており
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ます。一応２カ年で予定しておりますので、今

回、今年度平成２７年度につきましては、調

査、会議というのを踏まえた中で、２８年度に

そのあるべき姿というのを計画書という形で作

成をしていきたいというとこでございます。 

 以上でございます。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 聞き間違えた部分はあ

っとですが、その転換の理由も述べていただき

たいと。一つ一つ聞けばよかったですね。その

理由とですね、３０年、５０年先のあるべき姿

て。直近の姿はどんな姿を描いているのか、ち

ょっとわからぬとですが。１０年先んともわか

らぬとに３０年先、５０年先の絵がどうやって

描くのかって。その辺のちょっと。５年か１０

年かっていう答えかなと思うとったっですが、

３０年、５０年というのの、その何というんで

すかね、理由といいますか、その考え方です

よ。 

 いつも言っとるですが、県とか国の補助金に

合わせていろんな事業をなされるじゃなかです

か。八代の農業をどうしたいのという話をいつ

もすっどと思うとですが、その考え方が確立さ

れてない中で、３０年先、５０年先ていう。確

立されとっとでしょうが、そこが見えてない

中、何となくわからない中でですよ、３０年

先、５０年先じゃなかでしょうていう気持ちが

すっとですが、その辺の考え方もお知らせくだ

さい。 

○農業生産流通課長（久木田昌一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 久木田課長。 

○農業生産流通課長（久木田昌一君） それで

は、今のも２点ほど質問があったかと思ってお

ります。 

 まず、水田作からの転換につきましては、ご

らんのとおり、イグサあたりがかなり減ってお

るような現状でございます。そこあたりからハ

ウス・露地野菜等への転換が現在進んでおると

いう現状でございます。 

 それと、先ほど言いました八代農業みらい創

生事業という分につきましては、３０年、５０

年先、長期のビジョンというふうに考えており

ますが、当然、短期５年、１０年、そこあたり

を踏まえた中で、今現在のアンケート、将来に

わたっての考え方あたりを調査した上で──年

数というのがですね、会議の中でどういうビジ

ョンの中で持っていくかと。例えば、先ほど言

ったように３０年、５０年と、そういうのを話

しましたけれど、その年数を踏まえた中で計画

あたりを作成していきたいという意味合いでの

返答でございましたので、御理解をいただきた

いと思っております。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 理解は──理解してい

ただきたいという話じゃなくてですよ、八代の

農業をどうしたいかっていう話ですよ。私が理

解するという話じゃなくて、八代の農業をどう

したいかということをどんな思ってられるのか

なと思ったもんですけん。それはただ計画ばつ

くっだけという話じゃなかでしょう。だけん、

いつも話ばすっとですが、補助メニューに合わ

せて仕事をするんじゃなくて、八代市の農業を

どうしたいのっていうところから入らんとつま

らんとじゃなかですかて話をいつもすっどと思

うとですばってん。その辺についての理解が得

られているのかなと思ったことで理解したこと

でした。話は理解しました。タッチします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） ちょっと幾つか聞きた

いことがありますので、控えてもらいたいと思
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いますが。 

 まず、８２ページのですね、園芸振興費の一

番上の園芸・果樹振興対策事業の中の有害鳥獣

防護柵設置事業補助金８０万ですね。これので

すね、２５年度と２６年度の実績、件数と補助

額ですね、これを伺いたいと思います。 

 それからですね、木材利用促進事業の、これ

は８７ページです。木材利用促進事業の中の原

木生産促進事業補助金がですね、たしか２５年

度新規事業で３００万、２６年度が１０００万

だったろうと思います。で、２７年度は９００

万ということは、実績が落ちとるから１００万

円減らしてもいいだろうということだろうと思

いますけども、この減額の理由と。わかれば、

２５、２６の実績。ただ、２６年度は植栽しな

ければ実績が出ませんので、見込みでも結構で

す。 

 それから同じくですね、８７ページの公有林

管理事業のうち、市有林間伐及び運搬業務委託

７５８万４０００円とありますけども、これの

場所とですね、できれば面積をお知らせくださ

い。 

 それから、さっきのですね、農業関係の有害

獣と同じように林業でも電気柵等の２万円があ

るわけですよね。これ、合わせていいですの

で、実績をですね。 

 それから、同じく８７ページのですね、市内

一円林道新設改良事業の中の山のみち地域づく

り交付金事業、つまり菊池人吉線のですね、開

設ですけども、これもわかれば結構ですけど、

進捗率ですね。八代市の部分の進捗率が全体と

してどれだけかということをお尋ねいたしま

す。 

○農業生産流通課長（久木田昌一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 久木田課長。 

○農業生産流通課長（久木田昌一君） それで

は１点目でございました、園芸・果樹振興対策

事業の分の有害鳥獣防護柵設置事業についての

実績でございますが、まず、平成２５年度でご

ざいます。申請につきましては３４件、箇所数

にしまして４０カ所でございます。決算額が７

９万８０００円ということで支出をしておると

こでございます。 

 それと平成２６年度につきましては、本日現

在というふうに御理解をいただきたいと思って

おります。件数が３０件、それと箇所数が３２

カ所になっております。現在、執行を予定して

おりますのが６２万円ということでございま

す。 

 以上です。（委員松永純一君「はい。次、お

願いします」と呼ぶ） 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、沖田水産林務

課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） まず、御質問

の２点目、原木生産促進事業についてでござい

ますけれども、平成２５年度支出済みで２３４

万、平成２６年度でございますけれども、これ

はまだ集計のほうが出とりませんので、途中経

過ではございますが、申請件数３件で今１４０

万程度支出をいたしております。（委員松永純

一君「はい、次、お願いします」と呼ぶ） 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） 鹿ネットにつ

きましては、２５年度３件の申請実績でござい

ます。２６年度につきましては、ただいまのと

ころ、申請がございません。 

 以上でございます。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） その前に間伐を尋ねて

おりましたが。 

○水産林務課長（沖田良三君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） 失礼しまし
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た。市有林の間伐業務委託の箇所でございます

が、坂本渋利山１０ヘクタール、泉町仁田尾地

区３ヘクタールでございます。 

 以上です。（委員松永純一君「次、お願いし

ます」と呼ぶ） 

○水産林務課長補佐兼山のみち整備係長（中川

俊一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 中川水産林務課長補

佐兼山のみち整備係長。 

○水産林務課長補佐兼山のみち整備係長（中川

俊一君） はい。お尋ねの、菊池人吉線、林道

のほうでございます。これ、山都町とそれから

泉町のほうの間の林道で、全体で２４キロござ

いますけど、現在の進捗率のお尋ねでございま

すけど、現在、八代市の区間、約１.４キロ完

成しております。 

 それから、この事業といいますのが用地の買

収を伴うということで、泉町のほうの実績調査

のほうを現在進めておりまして、その後の事業

というのは、平成２９年度から用地買収含めま

して本格的な工事を進めていくというな予定に

なっております。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい、わかりました。 

 さっき、次長が説明で特定鳥獣保護管理補助

金は２２０頭て言われたような気がしたっです

が。 

○農林水産部総括審議員兼次長（垣下昭博君）

 はい。 

○委員長（増田一喜君） 垣下次長。 

○農林水産部総括審議員兼次長（垣下昭博君）

 はい。鹿捕獲に要する経費の助成２２００頭

分でございます。申しわけございません。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） これで５０００円の内

訳はわかりますか。単費ですか、この補助金、

１頭当たりの５０００円は。 

○委員長（増田一喜君） 久木田課長。 

○農業生産流通課長（久木田昌一君） はい。

１頭当たりの市の上乗せ補助分でございます。

市の単独でございます。済みません。そのうち

１０００円は、県からの補助でございます。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） そうすると、２６年度

が１万３０００円だったですから、国の部分は

市を通さずに、これは協議会だったかな、協議

会に行くということでよかったですかね。 

○水産林務課長（沖田良三君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、そのと

おりでございます。（委員松永純一君「はい、

ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 有害鳥獣被害対策と

いうことですけど、この猟師さんたちが猟をす

る期間というのが定められていると思うんです

ね。それは年に何回でどの期間かということを

教えていただけますか。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 沖田課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。有害鳥

獣捕獲につきましては、八代市のほうが、捕獲

の実施隊のほうを編成をしておりますけれど

も、有害鳥獣捕獲に関しては、猟期にかかわら

ず、市のほうが命令を出して捕獲は年中できる

という制度を採用しております。 

 以上です。（委員笹本サエ子君「はい、わか

りました。終わります」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません
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か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、済みません。さ

っきの補正のときも聞いたっですけれど、もう

一回聞きたいんです。青年就農給付金事業のや

つで当初予算で上げられているやつ、３５人

分。というやつと、合わせてですね、この分は

先ほど補正の分で前倒しでっていう話なんです

けども、不用額になるんですかね、最終的に。

補正で削減した分ということですので。 

 ということと、もう一つ、営農支援事業でで

すね、１人の方が、２人だったが１人になっ

て、１人は青年就農給付金のほうへ移管すると

いう話なんですが、ちょっとあんまり内容がよ

くわからないので、そこら辺のところをちょっ

と詳しくお話を聞きたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） 小堀農業政策課長。 

○農業政策課長（小堀千年君） 青年就農給付

金についてでございますが、先ほども御説明し

ましたとおり、２５名分は今回の２６年度の経

済対策の補正で前倒しになるということで、本

来はこの当初予算から落としておくべきだった

かと思いますが、補正の事務手続上ちょっと間

に合いませんで、そのまま現在より１０名ふえ

る３５名分ということで、当初予算を計上して

おるところでございます。この１０名ふえると

いうのも見込みで立てておるところでございま

すが、制度の、２７年からは緩和といったとこ

ろもございまして、それ以上ふえるか、ふやせ

るように我々も努力したいというふうに考えて

おります。 

 それから、スタッフですね。営農支援室の業

務につきましては、２６年度も２名体制で行っ

てきたわけですが、内容的に新規就農者に対す

る支援部分がかなりあるというふうなことで、

この青年就農給付金の国から交付される事務費

のほうを活用して、そちらのほうで１人分を充

てるといったことで、今回、営農支援事業の１

人分は青年就農給付金の公費負担のほうに持っ

ていったところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。確認ですけど、

青年就農給付金事業のやつは１０名分でという

ことになっとですよね。１５０万の１０名分と

いうことで理解でよかっですかね。これは計上

してあっとは５４８９万８０００円なんですけ

ど、１０名分でということですよね、使うと。

そういう意味でよかですか。 

 ということと、あと、営農支援事業のやつは

１人を就農給付金事業の事務費から流用すると

いうことなんですか。事務費というのがあった

んですか、ここに。 

○農業政策課長（小堀千年君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、小堀課長。 

○農業政策課長（小堀千年君） 営農支援室の

話からさせていただきますと、青年就農給付金

事業も附帯事務費がございますものですから、

そちらの予算を充てていくと、１人分をです

ね。ということでございます。 

 それと、この青年就農給付金というのが半年

ごとにこれ給付が基本的にされます。皆さん４

月からスタートというふうにはなりませんで、

就農された時点から給付が開始されるもんです

から、一人一人、４月だったり、５月だった

り、６月だったりということで、給付開始の月

が違います。その分ででこぼこといいますか、

年度予算は年度ごとに区切っていくんですけど

も、給付される時期が半年ずつだもんですか

ら、半年分払う方と１年分払う方と出てくると

いうふうなことで、今回、その分、一部分は前

倒し──全部が前倒しじゃなくて、一部分は２

７年度当初で支払われるといった部分もこの額

には含まれておるというふうなことでございま
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す。 

○委員長（増田一喜君） 何かちょっと質問の

趣旨がわかってないような気がするんだけど

な。もう一遍、質問をわかりやすく説明して…

…。（委員野﨑伸也君「さっき補正予算で２７

年度分を前倒しで支払いますよというお話だっ

たと思うとですけど、じゃ、こっちの当初予算

で上げた分はどういう意味なんですかねってい

う意味。不用額になっとですかという意味なん

ですけど。どやん言う……。私もようわからん

もん、はっきり、そこ。意味がわからんとです

けど」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。竹

見農業政策課長補佐兼営農支援室長。 

○農業政策課長補佐兼営農支援室長（竹見清之

君） 農業政策課の竹見でございます。 

 ２６年度の補正については、２５名というこ

とで上げさせてもらってますけど、そのうちの

９名の方が１５０万の支給になってます。７５

万の支給の方が１６名おられまして、２６の補

正が２５５０万となっとります。で、この１６

名の７５万の方は２７年度で支給ということに

なります。で、１６名の１２００万というのは

２７年度で必ず支給される分です。その後、２

７年度に新規就農される方の予算を組むという

ことになります。今回の場合は差し引きができ

ませんでしたので、その分丸々２７年度の予算

になってるという状態です。（委員野﨑伸也君

「それは出れるとか出ないのかっていう……」

と呼ぶ） 

 そこは不用額になる可能性もあります。（委

員野﨑伸也君「そやん言うてもらえば、はい。

済みませんでした。はい」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） この就農給付金事業と

いうのが多分いろんな制約があって、なかなか

当てはまらない方が多分いらっしゃるというふ

うに思うんですよね。いろいろ制約があって。

今お話では１０名分も見込みっていう話だった

んですけれども、そこはこれは市のほうでいろ

いろと要件緩和とかっていう考えはできるんで

すか。検討できるんですかね。 

○委員長（増田一喜君） 竹見課長補佐。 

○農業政策課長補佐兼営農支援室長（竹見清之

君） 要件につきましては、国のほうで定めら

れておりますので、市の判断ではできません。

（委員野﨑伸也君「そうですか、わかりまし

た。はい」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。地籍調査事業に

ついてちょっとお尋ねしたいんですが、私が今

見とるのは、結構細かいのが書いてあるんです

が、全体の進捗率が５０.０７％、平成２５年

度末ということが書いてあります。今正直言い

まして、まだ２６年度は終わっとらんのでしょ

うけど、２６年度が終わると、大体進捗率がど

れぐらいになるのかと、この補助事業の中身で

八代市と書いてある平野部分でしょうけれど

も、このあたりと東陽、泉という分け方がして

ありますが、これは調査にかかる費用なのか、

確定測量、言うなら法務局でちゃんとした登記

ができるための費用なのか、そのあたりを教え

ていただきたいと思います。 

○地籍調査課長（山口 修君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 山口地籍調査課長。 

○地籍調査課長（山口 修君） はい。失礼し

ます。現在の進捗率についてですけども、２６

年度末で全体が５２.６８％と、そういう実績

でございます。で、八代地区が２０.９４、東

陽地区が５０.２５、それから泉地区が３２.３

１というところが２６年度末の実績見込みでご

ざいます。ちなみに２７年度、このままの需要

でいきますと、２７年度末の見込みとして全市

で５５.３５、八代地区が２１.９５、東陽地区
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が５６.５２、泉地区が３７.４０というところ

でございます。ただ、２７年度におきまして、

現在、国から入ってきた情報によりますと、予

算自体がなかなか、一般の地籍と緊急を要する

地区、例えば、東南海地区の地震の関係、そう

いう地区について優先的に配分するというふう

なこともありまして、熊本県内の予算が当初の

要望のとおりは来ないというふうな見込みだそ

うです。ですから、若干減額の内示が来るので

はないかというふうな情報は届いております。 

 それから、事業の内容ですけども、御指摘の

とおり、法務局まで送るための図面まで作成す

るというのが本事業でございます。 

 以上でございます。（委員前垣信三君「は

い、いいです」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。フードバレー流

通推進事業の件で、この事業の中にですね、八

代農産物ＰＲ事業補助金というのが３５０万円

あります。多分これまでですね、この中にやつ

しろ食堂とかアンテナショップの関係がです

ね、入ってたと思うんですけど、それもことし

も入ってますか。 

○委員長（増田一喜君） 高崎課長。 

○フードバレー推進課長（高崎 正君） は

い。今の御質問につきましてはですね、そこの

ＰＲ事業のほうにつきましては、今年度につき

ましては農業生産流通課のほうで持っていた補

助金でございまして、例えば、イグサの販売促

進であったりとか、ＪＡさんのほうが東京都内

のほうで販売促進とかをされるんですが、そう

いうものに充てた事業ということでございまし

て、やつしろ食堂とかそちらのほうで充てた事

業とはまた別のものという形でございます。 

 やつしろ食堂につきましては、やつしろ食堂

で使われます食材の調達に際して、郵送料のほ

うの補助をですね、３年間行うということで契

約をしまして、その契約につきましては、昨年

の９月いっぱいで終了をしているというところ

でございまして、新年度においては予算の計上

はしていないということになります。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、高崎さん

にそのお話をお聞きしてよろしいかどうかわか

らないんですけど、３年間で終了したという話

ですよね。そういった関係で、相手方からの今

後の見解とか、そういった御要望とかっていう

のをお聞きして、八代市としては、もう事業と

してやめたんだという話ですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、高崎課長。 

○フードバレー推進課長（高崎 正君） は

い。本件につきましては、契約終了にもう半年

ぐらい前からですね、わかっていたことですの

で、オーナーの方、店主の方とお話をさせてい

ただいたところでございまして、制度が終了す

るということについては了解をいただいている

ということ。今後のおつき合いの仕方としまし

ては、私どものほうで、新商品のほうのサンプ

ル代とかそういったものを持っておりますの

で、あと観光のＰＲであるというふうなところ

で、そのままやつしろ食堂の継続はされるとい

う前提でですね、そのＰＲ事業であったりと

か、新商品のほうをどういうふうにして都内の

方で食べていただけたら、うけるのかとか、そ

ういったところの協力はですね、随時させてい

ただくということでお約束をさせていただいと

るということでございまして、金銭的な定期的

な補助というものはないですけれども、引き続

き協力をしながらですね、八代のＰＲのほうを

一緒にさせていただくということで、お話をさ

せていただいてるというところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。
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とれたて村のほうは違ったですか。 

○フードバレー推進課長（高崎 正君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） はい、高崎課長。 

○フードバレー推進課長（高崎 正君） とれ

たて村につきましては、継続をするということ

で予算化させていただいております。（委員野

﨑伸也君「ＰＲ事業のほうに入っていますか」

と呼ぶ） 

 いえ違います。別途とれたて村の契約料とい

うことで５１万９０００円、計上させていただ

いております。 

○委員（野﨑伸也君） はい。もういっちょ、

よかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。別のですけど、

多面的機能支払交付金事業、これでですね、事

業推進にかかる経費ということで２３９万、人

件費が出てると思うんですよね。これ、これま

では人件費ちゅうか、そういった人を雇ってか

らやってなかったのかなというのが１つありま

して、今度いろいろ直接支払いちゅうか、市が

もらって、市から全部払うという話で、事務が

ふえるから、そういったふやしたのかどうかと

いうのもありますけれども、それはどうですか

という人件費、今までもあったんですかねとい

う話と。２億ぐらいふえているのは、さっき言

った国・県のやつも直接八代市が一括して払う

ようになったけん、お金がふえてるって話だっ

たですけど、取り組まれる団体自体はふえてな

いんでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。農地整

備課の潮崎です。まず、人件費について御説明

いたします。 

 これは、今年度の２６年度から人件費に対す

る補助は新たに制度化されたものでございま

す。目的はですね、多面的機能活動組織を地元

へのＰＲ、それから全体的な制度の説明、そう

いったために職員で、例えば、職員が残業をす

るとか、そういう残業手当、あるいは新たにそ

ういう推進員を雇って使うと、そういう人件費

を１００％国庫補助で見るという制度が２６年

度からできましたので、２６年度は途中で補正

予算を組ませていただき、現在１人雇用してお

ります。引き続き、来年度１年間分の人件費を

お願いするものです。 

 それから、活動組織につきましてですが、現

在３９組織が活動していただいております。昨

年度よりも、２６年度よりも７つ組織がふえて

いる状態でございます。ただし、熊本県ではで

すね、全農地の８０％をこの活動をしようとい

うことで目指して頑張っておりますが、八代市

の場合はまだそこまで達せず、大体３８％程度

を２７年度で予定してるとこでございます。 

 いかに組織づくりが難しいか、あるいは事業

制度が熟していないかということを、八代市で

はちょっと重要な課題と認識しておりますの

で、先ほど申しました専門のスタッフを１人増

員いたしまして、そのようなＰＲ活動に頑張っ

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。その人件費の関

係がですね、実施組織が７つふえたということ

で、実を結んでいるんじゃないかなと思うんで

すけども、目標がですね、今言われたとおりな

かなか難しいという話なんですけど、非常に使

いやすい補助金っていうふうに理解しています

んで、ぜひもう少しですね、ＰＲとか、やはり

説明いろいろしていただいて、やっぱり使い勝

手がいいんで本当にいろいろ使ってほしいなと

いうふうに思いますんで、ぜひそこら辺のとこ

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 



 

－48－ 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。先ほど聞きまし

た有害鳥獣防護柵設置事業のですね、対策の補

助金ですけども、これまで電気柵だったわけで

すけれども、電気柵などということになって、

電気柵だけでなくていいですよと。つまり、イ

ノシシには電気柵は物すごく威力があるんです

けど、鹿にはきかぬとですよね。恐らくネット

なんかでもいいというふうに緩和されとると思

いますけども、ネットにすると、ちょっと値段

が高くなっとですね。ですけん、これ２万円の

上限をですね、３万円にするような検討をして

いただきたいというのが１つとですね。 

 公有林の間伐、２７年度も１３ヘクタール予

定してありますけども、もうですね、橋口部長

が一番詳しかと思うですけど、伐期齢に来とる

わけですよ、既にですね。６０年とか７０年。

で、公有林もですね、積極的に皆伐でですね、

していく。今度はもう木の駅ができますので、

うしたるところはなかわけですよね。根曲がり

だろうが、ウラだろうがですね。で、これをで

すね、やっぱりひとつの林業の経営として、皆

伐を計画的に進めていくというふうにしたらど

うかというふうなことと。 

 もう一つですね、市内一円林道維持事業でで

すね、要するに２００万ぐらいの予算があるわ

けですが、特に路線名まで言いますけど、椎原

久連子線とかですね、南川内線とか延長が長い

ところがですね、道路が非常に路面が荒れてお

りますので、原材料支給で打つとかですね、そ

ういうのをやってもらいたいという意見を付さ

せていただきます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。どの予算も一緒

だとは思うんですが、特に農林水産業費は１次

産業ということで、八代の根幹を支える予算だ

ということというふうに思います。ということ

の認識とですね、冒頭部長からあった、ことし

の予算の方針ということを、部内で共通の認識

としていただいて、目の前の仕事だけじゃなく

てですよ、横の連携もとりながらですね、より

よい効果を上げていただけるように冒頭にお願

いをしたいというふうに意見を申し上げたいと

いうふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で第５款・農林水産業費及び第１０款・

災害復旧費についてを終了します。 

 小会します。 

（午後２時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３９分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。引

き続き、歳出の第６款・商工費について、商工

観光部から説明願います。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）よろし

くお願いいたします。 

 議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算、商工観光部関係分の御審議に当たりまし

て、予算の内容の詳細につきましては、後ほど

次長から説明をいたしますが、その前に少し時

間をいただきまして、平成２７年度予算編成に

おける所信ということで、私のほうから少し述

べさせていただきたいと思います。座りまして
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述べさせていただきます。 

 まず最初に、平成２７年度組織機構改革に伴

いまして、商工観光部におきましても変更が生

じますので、そのことに触れさせていただきた

いと思います。 

 まず、商工振興課が商工政策課と名称を変更

いたします。そして、部の政策を取りまとめる

位置づけとなります。また、現在、市民協働部

に所属しております文化まちづくり課、これは

４月からは文化振興課となります。及びいきい

きスポーツ課同じくスポーツ振興課となりま

す。この２課を加えました５課体制となり、部

の名称も経済文化交流部と改められるところで

ございます。 

 商工観光部は、これまで商工業の振興や港湾

の振興、また企業誘致や地場産業の育成、観光

資源やイベント開催等によります交流人口の増

大などにより地域経済の活性化に努めてきたと

ころでございますが、平成２７年度からは本市

のすぐれた文化財の保存振興とともに、文化資

産を活用しました新たな交流人口の増大とスポ

ーツツーリズムによります地域活性化等をあわ

せて推進することとなります。 

 商工観光部は、産業全般を担う多岐多様な行

政運営が求められる部署でありまして、より広

範囲の業務を把握していく必要がございました

が、これまで以上に範囲が広くなり、また内容

も濃く、そして深くなるわけでございますが、

同じ部内に所属をしますことで文化やスポーツ

イベントの周知や観光・宣伝業務などの連携が

より一層図られ、意思決定もより迅速にできる

ものと考えております。そのメリットを全職員

が自覚いたしまして、効率性の高い事業推進に

努めてまいりたいと考えております。 

 それでは、工業振興と雇用行政関係について

でございますが、八代管内の有効求人倍率は１

２月１.２０となっております。県平均、全国

平均を上回っております。これは地場企業の業

務拡大に伴います求人が相次ぎましたことで、

一時的に求人がふえたことも影響がございます

が、慢性的に製造業や介護関係に求職希望者が

少ないためのミスマッチによるものとも思われ

ます。正社員の雇用につきましても、まだまだ

厳しい状況であると認識をしております。 

 雇用の拡大、安定のため、特に高校新卒者の

地元雇用を促進、拡大するため、ハローワー

ク、県との連携を強化してまいります。また、

積極的な情報収集と効果的な企業訪問を行い、

企業誘致に努めますとともに、既に進出をいた

だいた企業はもちろん、地元企業の育成、振興

のための諸施策を展開し、事業拡大の促進につ

なげてまいります。また、フードバレー構想に

よります食品関連企業等の集積を図るための産

業団地の適地を選定し、さまざまなハードルは

ございますが、その早期実現に向けて取り組ん

でまいります。 

 商業の振興に関しましては、八代のまちの顔

となります中心市街地の活性化事業として、庁

舎建設を軸としましたコンパクトシティづくり

に向けた先進地視察等を実施するほか、魅力あ

る商店街づくりのための事業に対しまして、側

面的な支援を行いますとともに、商工会議所、

商工会と連携をいたしまして、金融支援や経営

支援等を継続してまいります。 

 次に、観光振興でございますが、平成２６年

度から取り組んでおります着地型観光推進事業

は、受け入れ側である体験型旅行商品を展開す

る各事業者や関係機関の整備及び商品の磨き上

げを行い、情報を集約化したガイドブックの作

成を行いました。２７年度は県や旅行業者、地

元の関係団体と連携をしまして、地域発信の旅

行商品の開発を行いますとともに、利用促進キ

ャンペーン事業と組み合わせて誘客を図りたい

と考えております。 

 九州国際スリーデーマーチは、２７年度は合

併１０周年事業としまして、市内の独身男性と
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市外の独身女性の婚活ウオーキングコースの新

設等を予定しております。 

 最後に八代港の振興についてでございます

が、国際コンテナ貨物の集積につきましては、

県と連携した営業努力とコンテナ助成金効果に

よりまして、平成２６年は対前年比３０.７％

の増となっており、過去最高を記録しておりま

す。しかしながら、国際貿易港として確固たる

地位を占めるためには、コンテナ荷さばき場な

どの附帯設備の整備が必要でございますので、

港湾管理者であります熊本県に対しまして、本

市だけではなく、県南地域の官民一体となった

要望活動を引き続き行ってまいります。 

 なお、人的交流に大きな経済効果が期待され

ますクルーズ客船の誘致につきましては、これ

までの誘致活動の成果があらわれ、２７年度は

１０隻を超える寄港が予定されております。し

かしながら、もともと八代港は産業港であり、

あくまでも貨物が優先されるべき港であります

ので、最大限の入港調整をお願いしてまいりま

す。より多くの寄港が継続的に可能となります

よう、八代の歴史、文化はもとより、県南地域

を観光資源として周遊いただけるような観光ル

ートの開発とおもてなしの充実を県南広域観光

連携推進会議を核といたしまして取り組んでま

いりたいと考えております。 

 冒頭に申し上げましたように、４月からは文

化とスポーツの振興もあわせて推進することと

なります。海外からの大型クルーズ船もこれま

で以上に入港をする予定でございます。このこ

とを本市のチャンスと捉えまして、新しくなり

ます組織体制を生かした地域経済の活性化に取

り組んでまいりたいと考えておりますので、御

審議のほうよろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）次長の宮村でございます。よろしくお願い

いたします。座って説明させていただきます。 

 議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算のうち第６款・商工費につきまして説明させ

ていただきます。 

 予算書をお開きください。まず、１６ページ

をお開きいただきたいと思います。 

 ６款の商工費の当初予算額は、１４億３７５

０万７０００円を計上しております。前年度予

算額１３億５５６６万３０００円と比較いたし

ますと、８１８４万４０００円の増額となって

おります。増額の主なものといたしましては、

職員の２名増にかかわる人件費等３８００万円

の増、八代市コンテナ利用助成金を含む八代港

ポートセールス事業が４４００万円の増、クル

ーズ客船寄港に係る負担金を含むクルーズ客船

誘致事業が２０００万円の増、八代市企業振興

促進条例に基づく補助金を含む工業振興補助助

成事業が１６００万円の増、東陽交流センター

等の委託費等を含む東陽交流センターせせらぎ

菜摘館管理運営事業が２１００万円の増となっ

ております。 

 一方、減額の主なものといたしましては、商

工業貸付・出資事業が６８０万円の減、勤労青

少年ホーム及び勤労福祉会館の解体事業費が合

わせて３４００万円の減、観光漁業基地管理運

営事業が３００万円の減、八代よかとこ宣伝隊

事業が３６５万円の減、八代ブランド事業が４

４５万円の減、ふれあいセンターいずみ及び農

林産物流通加工施設管理運営事業が２７０万円

の減となっております。 

 歳出合計に係る商工費の割合は２.５２％で

ございます。財源内訳は、特定財源の国・県支

出金９２万５０００円は、県委託金の九州自然

歩道管理委託金１９万９０００円と県有公園施

設管理委託金６６万９０００円などとなってお

ります。その他の財源５億２３１８万５０００
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円の主なものは、資金融資預託金の元金収入が

５億円、まちづくり交流基金繰入金着地型観光

推進事業に６６０万４０００円、スリーデーマ

ーチ事業に１０００万円、合わせて１６６０万

４０００円、東陽石匠館の入館料８０万円のほ

か、指定管理者からの納付金といたしまして、

日奈久温泉施設が２４０万円、広域交流地域振

興施設が２００万円などとなっております。一

般財源が９億１３３９万７０００円となってお

ります。 

 それでは、歳出予定内容について説明させて

いただきます。恐れ入りますが、予算書の８９

ページをお開きください。 

 款６・商工費、項１・商工費、目１・商工総

務費の平成２７年度予算額は２億９３６０万４

０００円を計上しておりまして、前年度比較３

８３３万円の増額となっております。財源内訳

のうち、特定財源としましては、国・県支出金

５万７０００円は、県支出金で計量法に基づく

商品量目の立入検査に関する県支出金です。 

 それでは、説明欄の事業ごとに説明させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 ８９ページの商工総務費の説明欄は、商工観

光部職員３７名、前年比較２名増でございます

が──の給与及び手当等でございます。 

 恐れ入ります。９０ページをお開きくださ

い。 

 目２の商工振興費の説明をさせていただきま

す。 

 平成２７年度予算額は８億９５２５万３００

０円を計上しており、前年度に対しまして３１

００万７０００円の増額となっております。財

源内訳のうち、特定財源としましてその他の５

億４３万円は、資金融資制度預託金の元金収入

５億円とハーモニーホールの喫茶店や電柱設置

等の行政財産使用料３２万１０００円等でござ

います。説明欄をごらんください。 

 商工振興費に関する説明欄の２行目、八代港

ポートセールス事業は、活動旅費として２９７

万５０００円、港湾専門家のポートセールスア

ドバイザー委託料として２６０万円、ポートセ

ミナー負担金として１２０万円、八代港ポート

セールス協議会負担金として１８０万円、八代

港活用促進のためのコンテナ利用助成金といた

しまして１億５２５９万円等を予定しておりま

す。 

 なお、ポートセミナーは、平成２６年７月２

４日に熊本市において、八代港と熊本港の合同

セミナーを開催。海外では、１０月９日に中国

・上海で、１１月１９日に韓国・釜山で合同セ

ミナーを開催し、市長によるトップセールスを

実施しております。２７年度も海外でのセミナ

ーを２カ所程度予定しております。また、平成

２６年のコンテナ取扱量は、空コンテナを含み

１万８０４６ＴＥＵとなり、過去最高の取扱量

となっております。来年度も今年度並みの取扱

量増を想定しております。 

 次のクルーズ客船誘致事業は、活動旅費とし

て６８万２０００円、クルーズ客船寄港イベン

ト開催のための八代港港湾振興協会への負担金

として、海外船１０船、国内船１船の計１１船

の入出港イベント経費として２０２５万円、本

市と人吉、水俣市３市の連携による県補助事業

スクラムチャレンジ事業負担金としまして３０

万円等を予定しております。 

 御承知のとおり、昨年１０月１８日にコスタ

・アトランティカが乗船客２０７７名、乗組員

８６４名を乗せ入港いたしました。岸壁での特

産品販売イベント等に２日間８２９４名が来場

されております。来年度は約１０船の寄港予定

となっていることから、万全のおもてなしを行

い、これまで以上に地元への経済効果がもたら

されるよう努力してまいりたいと考えておりま

す。 

 次の商業振興対策事業は、八代商工会議所に

９５０万円、八代市商工会に２５６２万円をそ
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れぞれ補助する予定としております。また、来

年度は県商工会青年部連合会八代地区大会への

補助金６０万円を計上しております。 

 八代市商工会補助金につきましては８０万円

を減額しております。他市の商工会への補助金

と比較し減額が適当と判断したところでござい

ます。 

 次の商工業資金貸付・出資事業は、中小企業

資金融資制度預託金として５億円、資金融資制

度信用保証料補給金として１０５４万８０００

円、信用保証料補助負担金として２００万円を

予定しております。平成２５年度実績としまし

て、資金融資制度信用保証料補給金は１７２

件、１３４９万９０００円となっており、前年

度比１７件の減、５６９万７０００円の減額と

なっております。なお、業種といたしまして

は、卸売・小売業、建設業、サービス業、製造

業、運輸・通信業などにわたり幅広く御利用を

いただいているところでございます。 

 次の商店街活性化事業は、商店街振興を図る

ため、各商店街振興会や連合会等のソフト・ハ

ード事業に対する補助金として１８００万円、

中心市街地活性化に取り組む先進地から講師を

招聘した講演会の開催経費１３万１０００円及

び先進地視察経費４１万９０００円等を予定し

ております。商店街の主な取り組みといたしま

して、商店街の連合イベントとしまして、土曜

市、ファンタジーロードｉｎ出町＆通町、お雛

祭り事業、てくてく歩こう商店街事業等を開催

され、各商店街ごとのイベントとしましては、

本町１丁目のプチ感動商店街「本町」、本町２

丁目秋の市、２０１４本町３丁目収穫祭、文政

商栄会のふる里フェスタ等のイベントが開催さ

れているところでございます。 

 ２つ飛ばしまして、ハーモニーホール管理運

営事業は、指定管理業務委託料として２４８２

万４０００円、市民ホール舞台の音響反射板ワ

イヤーロープの取りかえ修繕３８４万７０００

円、消防設備修繕及びエレベーター修理等修繕

費として２５０万円等を予定しております。な

お、指定管理者は株イズミテクノで管理期間は

平成２７年度から３１年度までの５年間となっ

ております。 

 次の、工業振興補助助成事業は、新技術・新

製品研究開発支援事業補助金として３００万

円、工業振興協議会補助金として８７万２００

０円、産業活性化人材育成支援事業補助金とし

て１００万円、企業振興促進条例補助金として

３８５０万円等を予定しております。 

 企業振興促進条例補助金の対象企業は７企業

を予定しているところでございます。 

 次の雇用促進対策事業は、新規学卒者や求職

者の雇用・就業に対する支援を行うもので、サ

ンライフ八代において、就職に関する相談業務

や職業紹介を行う職業相談として３４５万５０

００円、就業資格取得支援補助金として１３０

万円等を予定しております。なお、職業相談事

業の今年度実績といたしましては、２８５４件

の利用があり、１１４名の就職につながってお

ります。委託先は、一般財団法人サンライフ八

代でございます。 

 サンライフ八代管理運営事業は、指定管理業

務委託料として１０５４万円、体育館の防水改

修工事費として９４０万９０００円等を予定し

ております。今年度の利用実績といたしまして

３万２１１１名の利用者があっております。指

定管理者は、一般財団法人サンライフ八代、指

定期間は平成２６年度から３０年度までの５年

間となっております。 

 次の働く婦人の家管理運営事業は、指定管理

業務委託料として１６３０万円、突発修繕費と

して２８万３０００円等を予定しております。

今年度の実績といたしまして、４９講座に１万

２１７２名が参加されております。指定管理者

は、一般社団法人八代市弘済会で、指定期間は

平成２７年度から３１年度までの５年間となっ
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ております。 

 次の企業誘致対策事業は、企業訪問等活動旅

費として１５０万円、パンフレット印刷代とし

て１４万１０００円、企業調査業務委託料とし

て２２万７０００円、県企業誘致連絡協議会の

負担金として３０万円等を予定しております。 

 今年度の企業訪問実績は、延べ市内企業２５

２社訪問、県内企業２２８社訪問、県外企業２

４社あるいは団体を訪問しております。これら

の活動によりまして、８社の増設が決定または

予定され、投資額予定総額は約７７億７０００

万円、約１８０人の新たな雇用が計画されてお

ります。 

 次の勤労青少年ホーム及び勤労福祉会館解体

事業は、解体後の用地測量等を予定しておりま

す。勤労青少年ホームは、建設当時、テレビの

難視聴対策のため、共聴アンテナが敷地内に設

置されており、施設解体後、電波障害の影響調

査を実施、確認を行った上でアンテナを撤去す

る必要があることから、撤去費といたしまして

１３４万円等を予定しております。共聴アンテ

ナが施設内に設置しているため、撤去費等を予

定しております。 

 以上で目２・商工振興費の説明を終了させて

いただきます。 

 引き続きまして、目３・観光費の説明をさせ

ていただきます。 

 平成２７年度は予算額２億４８６５万円を計

上しており、前年度と比較し１２５０万７００

０円の増額となっております。財源内訳の特定

財源の県支出金８６万８０００円は、先ほども

説明いたしましたが、九州自然歩道管理委託金

と県有公園施設管理委託金の県委託金となって

おります。その他の財源２２７５万５０００円

は、まちづくり交流基金繰入金着地型観光推進

事業の１６６０万４０００円、東陽石匠館の入

館料８０万円のほか、指定管理者からの納付

金、日奈久温泉施設２４０万円、広域交流地域

振興施設２００万円等となっております。 

 観光費の説明欄の２つ目、観光施設あり方検

討会事業は、２６年度に観光施設あり方検討会

を設置いたしました。市が所有する４７の観光

施設の効率的・効果的な配置、運営等のあるべ

き姿を、引き続き次年度も検討を行う予定とし

ております。予算は、外部委員の謝礼と費用弁

償等を予定しているところでございます。 

 なお、今年度は、学識経験者等８人の委員に

より、現地視察を含む検討会を５回開催してお

ります。広域交流地域振興施設よかとこ物産館

等、１３の観光施設のあるべき姿について御検

討いただき、２月２４日に委員から市長へ提

言、報告いただいたところでございます。 

 次の観光漁業基地管理運営事業は、中之島の

トイレくみ取り手数料として５８万４０００

円、三ツ島及び黒島の清掃委託料として２０万

円等を予定しております。 

 次の八代よかとこ宣伝隊事業は、観光物産Ｐ

Ｒイベント事業等への補助を予定しておりま

す。前年度予算で計上しておりました日奈久イ

ベントへの補助金は、日奈久温泉観光振興事業

に移し、グリーンツーリズム事業委託は廃止

し、着地型観光推進事業の中で体験型観光にも

取り組むこととしております。 

 次の海外誘致促進事業は、全額、熊本県観光

連盟に委託する予定としております。この事業

は、欧米やオーストラリア等外国人誘致を行う

もので、県や県観光連盟と共同し、海外の旅行

業者や記者等を観光地へ招待し、魅力を伝える

ことで、外国人観光客の誘致を図ることといた

しております。 

 昨年度は３カ国から１４０人の宿泊があって

おり、今年度２６年度も３６０名程度の宿泊が

見込まれているところでございます。アメリカ

のシエラネバダ大学が５月２５日から２９日ま

で学習旅行で来代されるなど、今年度はアメリ

カとオーストラリアから計４校が学習旅行で来
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代され、秀岳館高校や白百合高校あるいは中九

州短大との交流会やホームステイ等が行われて

おります。 

 次の観光振興事業は、合宿応援補助金として

３５万５０００円。これは短期大学や大学等学

生もしくは社会人の団体を対象に、スポーツや

文化などの合宿を誘致するもので、１回の合宿

で延べ２０泊以上行った場合に、限度額１０万

円まで補助をするものでございます。また、大

会等運営補助金として３５０万円。これは宿泊

実人員が５０人以上の場合、限度額４０万円ま

で補助することとしております。また、市内で

の大会参加者が１００人以上で、かつ九州大会

レベル以上の大会を開催される場合には、参加

者人数に応じて２万円から５万円まで補助する

ことといたしております。本市への大会誘致を

図ることとしております。 

 ２６年度実績といたしましては、合宿応援補

助金は３件、１０５人が活用、延べ人数３４０

泊につながっております。大会運営補助金は２

８件、約１万３０００人が活用され、延べ人数

５０５７泊の実績となっているところでござい

ます。 

 次の八代ブランド事業は、八代市の地域イメ

ージの認知度向上を図る目的で、また伝統工芸

品や特産品の振興、販路拡大のため、物産展や

各種メディア等を通じたＰＲ活動を行うもの

で、熊日ふるさとメール掲載広告料として６１

万８０００円、八代イメージアップ事業業務委

託料として２１６万円、屋外広告業務委託料と

して３２万４０００円、販路拡大支援事業補助

金として１００万円を予定しております。 

 なお、平成２６年度の販路拡大支援事業は、

東京、大阪、福岡での物産フェア等７つのイベ

ントへの出展業者、団体１１件に対し、経費の

２分の１、上限１０万円、合計８３万円を支援

しております。 

 次の観光交流事業は、ラジオ、新聞、雑誌等

を活用した広告宣伝関係費として２８７万２０

００円、城下町やつしろのお雛祭り事業委託料

として１１５万７０００円、県観光連盟負担金

として１０２万円、九州中央山地観光推進協議

会負担金として２０万円、九州横断特急沿線都

市観光協議会負担金として２０万円、県物産振

興協会負担金として１０万円等を予定している

ものでございます。 

 次の着地型観光推進事業は、県や旅行業者、

地元の関係団体等と連携し、市内観光素材を磨

き上げるとともに、地域発信の旅行商品を開発

し、誘客を図るもので、外部アドバイザー報酬

として１２万円、ガイドブック作成委託費とし

て３００万円、新市１０周年記念観光キャンペ

ーン事業に２０８万４０００円、体験観光実施

に１１０万円を予定しており、また県観光プラ

ットホーム事業負担金として３０万円を予定し

ているところでございます。 

 次の日奈久温泉観光振興事業は、日奈久温泉

の活性化を図るための事業で、日奈久まち歩き

ガイド本の印刷費として２７万円、丑の湯祭

り、大綱早引き、全国山頭火イベント等への事

業補助金として２００万円を予定しておりま

す。 

 次の泉観光振興事業は、五家荘地域の観光振

興のため、ＰＲ用の印刷物作成やイベントへの

支援を行うもので、観光パンフレットの印刷製

本費として４９万７０００円、山岳遺産活動支

援受入体制整備事業委託料として５０万円、五

木五家荘ＧＯＧＯプロジェクト実行委員会負担

金として５０万円、泉町観光協会補助金として

１７６万円、五家荘イベント補助金として９７

万円等を予定しております。 

 次の全国花火競技大会事業は、全額実行委員

会への負担金３７００万円を予定しておりま

す。御承知のとおり、昨年の花火大会にはコス

タ・アトランティカの乗客２０７７名のうち８

２７名が花火を観覧していらっしゃいます。 



 

－55－ 

 次の九州国際スリーデーマーチ事業は、事務

局の臨時職員の共済費、賃金として１５３万

円、実行委員会の負担金として１０００万円を

予定しております。２６年度は２０回記念大会

としまして、各支所のイベント等に合わせた八

代マーチングリーグを開催したところでござい

ます。 

 ２７年度は新たな取り組みといたしまして、

八代の工場等をめぐる、やつしろ産業巡りコー

スを新設するなど、八代の魅力をアピールする

ようコース設定に当たり、工夫を凝らしており

ます。また、ゆらり婚活ＩＮやつしろと題しま

して、ウオーキングを通した新たな出会いを楽

しんでいただくよう企画しているところでござ

います。 

 次の妙見祭事業は、２８年度に全国山・鉾・

屋台保存連合会総会が本市開催となることか

ら、事前視察の旅費等としまして１４万９００

０円、ユネスコ登録を目指し、市民の機運を盛

り上げ、観光客を誘致するため、広告ＰＲ事業

委託費及び仮設トイレ等の設置委託費として３

００万円を予定しております。 

 次の坂本ふるさとまつり事業から、平家いず

みお茶まつり事業までは、それぞれ４００万円

を実行委員会の負担金として予定しておりま

す。なお、２６年度の祭りごとの入場者といた

しましては、坂本ふるさとまつりが７０００

人、せんちょうい草の里まつりが８２００人、

ふる郷愛鏡祭が１万４０００人、東陽しょうが

祭が１万８３００人、平家いずみお茶まつりが

５０００人で、合計５万２５００人の来場者で

にぎわいを見せたところでございます。 

 次の観光物産案内所管理運営事業は、光熱水

費として１７５万４０００円、観光案内所業務

委託料として３７４万７０００円、新八代駅の

八代市観光物産案内所のＪＲ賃借料としまして

３６万３０００円等を予定しております。 

 次の観光案内所管理運営事業は、管理運営業

務委託料としまして１８７万４０００円、観光

案内所のＪＲ賃借料として２３万９０００円等

を予定しております。 

 次の松中信彦スポーツミュージアム管理運営

事業は、リーフレット印刷費や突発修繕料等と

なっております。平成２７年度からよかとこ物

産館との一体の指定管理となっているため、委

託料の支払いはございません。なお、指定管理

者は、肥後畳表中央市場株式会社で指定期間は

２７年度から３１年度までの５年間で、よかと

こ物産館とあわせて管理いただくことになって

おります。 

 次の広域交流地域振興施設よかとこ物産館管

理運営事業は、リーフレットの印刷費及び突発

修繕料の２５万円を予定しております。納付金

額は２００万円でございます。 

 次の日奈久温泉施設「ばんぺい湯・西湯・東

湯」管理運営事業は、ばんぺい湯のプレート式

熱交換器取りかえ、各階送湯用ポンプ取りか

え、オイル配管修繕及び突発修繕費しとて１９

０万円、排水管高圧洗浄業務委託費として２３

万５０００円、温泉センター駐車場用用地賃借

料としまして６０万７０００円等を予定してお

ります。納付金額は２４０万円で、指定管理者

は九州総合サービス株式会社、指定期間は平成

２４年度から２８年度までの５年間となってお

ります。 

 次の日奈久観光交流施設「ゆめ倉庫」管理運

営事業は、指定管理業務委託料として８００万

円等を予定しております。指定管理者は九州総

合サービス株式会社、指定期間は２７年度から

３１年度までの５年間となっております。 

 次のページをお開きください。 

 次のページの説明欄の一番上、日奈久観光施

設管理事業は、日奈久温泉イベント広場の管理

や日奈久公衆トイレの清掃業務及び織屋やから

くり時計の保守点検等、施設管理委託料等とし

て９５万２０００円等を予定しているところで
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ございます。 

 次のさかもと温泉センタークレオン管理運営

事業は、家族風呂２部屋の改修のための設計費

及び工事費として５８１万７０００円、指定管

理委託料として２３００万円、厨房機器の購入

費として５１万９０００円等を予定しておりま

す。 

 次の坂本憩いの家管理運営事業は、熱交換器

循環ポンプの交換や五方弁の交換、浴槽サッシ

ガラス交換等の修繕料として１４３万５０００

円、指定管理委託料として７７０万円等を予定

しております。 

 次の交流広域センターさかもと館管理運営事

業は、トップライトの防水修繕料等としまして

９６万円、指定管理委託料として５５０万円、

厨房機器等備品購入費として３０万円等を予定

しております。 

 坂本温泉３施設の指定管理者は、いずれもさ

かもと温泉センター株式会社で、指定期間は２

６年度から３０年度までの５年間となっており

ます。 

 １つ飛ばしまして、東陽石匠館管理運営事業

は、嘱託職員４名分の社会保険料及び賃金とし

て５１６万７０００円、光熱水費等需用費とし

まして１７１万９０００円、パンフレット印刷

費として３２万４０００円、機器の点検委託費

として６２万８０００円等を予定しておりま

す。 

 次に、東陽交流センター「せせらぎ」「菜摘

館」管理運営事業は、せせらぎのろ過装置熱交

換機の洗浄及びガスサウナ換気筒工事、菜摘館

のトイレ改修、排煙窓の改修等修繕料としまし

て１９０万円、指定管理料としまして１２９６

万円、借地料といたしまして８４万９０００

円、温泉用タンク増設工事費としまして９０８

万３０００円等を予定しております。指定管理

者は、株式会社東陽地区ふるさと公社で、指定

期間は２７年度から２８年度までの２年間とな

っております。 

 １つ飛ばしまして、五家荘観光施設管理運営

事業は、平家の里の受付前のスロープの設置、

渓流キャンプ場のバンガローデッキの修繕、久

連子古代の里のデッキの修繕等の修繕料としま

して２００万円、８施設の指定管理委託料とし

まして１８１９万９０００円等を予定しており

ます。指定管理者は、五家荘地域振興会で指定

期間は２７年度から３１年度までの５年間とな

っております。 

 次のふれあいセンターいずみ及び農林産物流

通加工施設管理運営事業は、ふれあいセンター

看板の撤去等修繕料としまして５４万１０００

円、指定管理委託料としまして１１３２万円等

となっております。指定管理者は株いずみで、

指定期間は２６年度から３０年度までの５年間

となっております。 

 次の泉観光施設管理運営事業は、せんだん轟

の駐車場の区画線の修繕、釈迦院の展望所解体

等の修繕料といたしまして１３０万円、公衆ト

イレの清掃業務や浄化槽の維持管理等の委託料

として２６２万２０００円等を予定していると

ころでございます。 

 以上で目３・観光費の説明を終了いたしま

す。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、しばらく

休憩いたします。午後３時３０分に再開いたし

ます。 

（午後３時１６分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３２分 開議） 

○委員長（増田一喜君） それでは、休憩前に

引き続き、経済企業委員会を再開いたします。 

 先ほど説明がありました、それについて以上

の部分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（田方芳信君） よかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、田方委員。 
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○委員（田方芳信君） 商業振興対策事業の八

代商工会議所補助金とですよ、八代市商工会補

助金の９５０万と２５００万、同じ補助金で１

６００万ぐらい差額のあるばってんが、どうい

うことですかね、これは。ちょっと内容ば教え

てもらいたい。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野商工振興課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 八代市商工会

のほうはですね、合併によりまして５商工会が

一緒になったところで、八代市商工会が１８年

度からスタートいたしております。その際、各

旧町村からそれぞれ補助金があったわけでござ

います。そのときが３０００万超えていたとい

うことでですね。それをまた整理させていただ

いてスケールメリットが出ましたので、それか

ら何年かかけまして、今の金額にしていただい

たところでございます。それから、県内のほか

の自治体の商工会とまた比較いたしまして──

比較といいますか、単純に比較はできないんで

すけど、そういうところもちょっと勘案したと

ころでですね、ちょっと減額はできないかとい

うことで、またお願いをしたところでございま

すけど、そのお願いのところでまた商工会のほ

うから少し減額したところで提案をいただいた

ところで、今のところは商工会議所と商工会、

ちょっと差がありますけれども、そういう状況

でそういう差が出てきてるというところでござ

います。 

 以上でございます。（委員田方芳信君「は

い、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、八代港ポートセ

ールス事業、八代市コンテナ利用助成金がまた

昨年度からですね、増額されてるというような

部分ございます。コンテナについては１万８０

００超えてるというふうなことで、非常にうれ

しいことなんですけれども、一般財源からので

すね、支出がどんどんどんどんふえていってる

というのが非常に気になるとこなんですけれど

も、昨年もですね、また同じような質問をさせ

ていただいたんですけれども、この方向からい

くと、まだまだコンテナ数をですね、ふやさぬ

とひとり立ちできないというような見解があっ

て、どこまで補助金が伸びていくかというのに

非常に心配してます。 

 あと補正の部分でですね、冷凍冷蔵のコンテ

ナについても、今度は補助金出してたというの

があったですけども、そちらのほうも来年度ぐ

らいからまた入ってきやせぬかなと非常に心配

しておりますけれども、そこら辺の方向性と

か、どこまで最終的にいくのか。 

○委員長（増田一喜君） 桑原国際港湾振興課

長。 

○国際港湾振興課長（桑原真澄君） 桑原でご

ざいます。補正のほうのリーファーのほうのお

尋ねもあったかと思いますが、こちらについて

は今回限り。基本的に検証事業を行うというと

ころで、今回限りの補正予算というところでご

ざいます。 

 コンテナ助成のほうにつきましては、確かに

おっしゃるところでございますが、県のほうと

足並みをそろえてというところでの助成制度と

いうことでございます。以前から、野﨑委員の

ほうから御質問等いただいておりますけれど

も、港として、ひとり立ちするには３万から４

万ぐらいないとみたいなお話もしておりますけ

れども。我々のほうとしても、いつまでもその

伸び率に応じてそのままふやしていくというと

ころは考えてはおりませんで、また、先々の大

型ガントリークレーンの設置、これは２９年度

というところで、コンテナヤードの移設等も見

据えながら、このコンテナ助成のあり方等につ
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いては十分検討をしてまいりたいというふうに

考えております。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 方向性という話をです

ね、もう少し詳しく聞きたいんですけど、３万

から４万ＴＥＵというのを目指していった場

合、単純にですよ、今の大体補助金の倍かかる

として３億超えるぐらいの補助金がですね、出

さぬといかぬとじゃないかなというふうに思う

んですが、そこまでやるのかどうかですよね。

県と足並みそろえてという話なんですが、部長

どうですか。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 熊本県のほう

が、聞いておりますところですが、２７年度い

っぱいは確実に継続をしていくというふうに伺

っております。２８年度以降については２７年

度中に結論といいましょうか、検討されるとい

うふうに思います。 

 八代市としましては、やはり県と歩調を合わ

せるということでいけば、２７年度中は確実に

補助をしていきたいというふうに考えておりま

す。２８年度以降につきましては、例えば、減

額でありますとか、新規に限りますであります

とか、そういった制限を設けながら、現在の金

額が、３万ということになりますと単純に３億

という計算にもなりますけど。何といいましょ

うか、金額がですね、３億とかいう金額になら

ないような形で補助のあり方というのは検討し

てまいりたい、２７年度中に検討しなくてはな

らないというふうに思っております。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。２７年度中に検

討していただくというお話を伺ったっですけど

も、反対じゃないんですよ。やっぱりひとり立

ち３万、４万というところまで目指して、八代

市はやるんだというふうな方向性を持たれてる

のであればですね、特に３億かかろうがなんだ

ろうがいいのかなというふうに思います。特に

県と一緒にやっているというのが、余り私はよ

ろしくないんじゃないかなというふうな思いも

ありまして、やはりすみ分けをして、八代港が

特別にそういったことをやっているというＰＲ

にもなるというふうに思ってますんで、とりあ

えず２７年度中の方向性ということではです

ね、きちんと目星をつけていただければという

ふうに思います。はい、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい、済みません。２

つほどお尋ねしたいと思います。この商工業資

金貸付・出資事業、５億かれこれと書いてあり

ますが、これは済みません、中身がよくわから

ぬで質問をして申しわけなかっですが、これ

は、市がこの部分を銀行を通じて貸すというこ

となんですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） お答えいた

します。 

 基本的に預託制度でございますが、市が１０

００万円用意させていただいた場合に２倍から

３倍といいますが、金融機関が１０００万円用

意する、あるいは２０００万円用意して。です

ので、合計金額が、市が１０００万用意した場

合に、２０００万から３０００万円の範囲内で

銀行に預けまして、預託いたしまして、その範

囲内でお貸しを、市内の企業者様に融資をされ

ると、そういう制度でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） この５億円もその貸し

付けされる金額に含まれるんですか。 
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○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） そのような

ことでございます。基本的に５億円の考え方と

いたしましては、前年度、どっかで線引きしな

きゃなりませんが、年度末に幾ら預託をしてる

のか、融資を受けてるのかという話になります

と、それに対して、今お話しましたように、２

分の１から３分の１程度の市の預けが、預託金

が必要となります。それから、新たな年度、そ

れから先のどれくらい融資を実行されるのかと

予想させていただきますと、来年度当初予算で

はやっぱり５億円は必要ということで算出させ

ていただいておりまして、５億円の予算要求を

させていただいているところです。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 要は、その貸付・出資

事業でしょうから、借りた側からの返済がある

わけですね。それはちゃんと市のほうには、時

期的には違いますけど、それは返ってはくるん

ですか。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 一応５億円預

託したお金というのはですね、年度末に金融機

関から市のほうにまた返していただいて、また

新年度になりまして、また預託をするという形

になります。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 実は、旧八代市のとき

に聞いたことがあるんですが、もっとその当時

は金額が大きかったです。出して、そしてまた

年度には返ってくる。言うなら保証金みたいな

もんなんですね。市が貸すわけでもなんでもな

いんでしょう。それはそれでいいんですけれ

ど。実際これが今、利用率といいますか、ここ

に５億１２５４万８０００円という数字があり

ますが、これで足りるのか足りないのか、その

あたりはどんなふうですか。利用率というと、

おかしいんでしょうけども。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 今現在、市の

融資制度を使って利用していただいてるところ

が、年間通じて、先ほど預託の２倍から３倍と

いうことで、１５億円ぐらいの貸し付けの利用

があってるということです。 

 それと、５億円以外に１０００万ちょっとあ

りますけど、そちらのほうは信用保証制度とい

うことで、保証料の補給をさせていただいてお

るところです。２分の１の保証料ということ

で、利用される人が借りやすいような、そうい

う制度でございまして、商工業の方々の振興を

図るために、そういう制度も設けておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい、わかりました。 

 済みません、もう一点。松中信彦スポーツミ

ュージアム管理運営事業と、その下のよかとこ

物産館の管理運営事業、金額は少ないですか

ら、どっちかちゅうと保全的な予算かなと思う

んですが、実はよかとこ物産館については、前

年度までは売り上げの何％かを市に入れると。

言うなれば、そこの企業が頑張ってくれれば、

市に入るお金がふえとったわけですけれども、

これは今も残っていますか。 

○委員長（増田一喜君） 水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。お話に

ございました、よかとこ物産館、こちらは収益

施設というような形になりますので、委託しま

す前の３カ年の売上額の平均額、これに２％を

掛けた額が納付金額というふうな設定になって

おります。２％ということで生きております。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 先ほどの説明で、新年

度は２００万程度が市に入るような話をされた

んですが、これは売り上げの２％相当だから２
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００万なのか。売り上げがもし仮に上がれば、

この２００万はふえるんですか。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。今回、

松中信彦スポーツミュージアムとよかとこ物産

館につきましては、２７年度から一括というよ

うな形での運営をお願いするというようなこと

でございます。公募しました際の、私どもから

の提示しました基準額の算定というものがござ

いまして、基準額の算定はそれぞれ、よかとこ

物産館の納付金額が幾ら、それと松中信彦スポ

ーツミュージアムのほうの、こちらは委託料を

支払う形になりますが、その委託料が幾らとい

う計算を別々にやっております。この中で、物

産館につきましては、売り上げの３カ年の平均

額の２％で計算をいたしまして、６２０万円と

いうような納付金額というような数字が出てお

ります。一方、松中信彦スポーツミュージアム

につきましては、これは委託料が幾ら要るかと

いうふうな算定の中で、４８０万円の委託料が

必要というような計算が出ております。 

 したがいまして、一括募集するという形で相

殺する、数字的には相殺する形になりますが、

私どもからの納付金の設定額は１４０万円とい

うことで提示して公募をしたというところでご

ざいます。これに対しまして応募をされた会社

のほうが、それを上回る２００万円の納付金を

設定しますということで応募があって、現在、

それが採用されておるというところでございま

す。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員、いいです

か。 

○委員（前垣信三君） はい。わかりました。

いいです。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） はい。前回、指定管

理者問題で、この委員会でもみんなでいろいろ

議論したんですけれど、その後、新しい指定管

理者になられて、搬入組合の業者の皆さん、─

─まだ。（｢まだです」と呼ぶ者あり）まだで

すか。（｢４月から」と呼ぶ者あり）４月か

ら、ああ、そうか。その中で状況として、私た

ちのほうからは、そこで働く労働者、それから

搬入組合の人たち、この人たちがきちんとね、

確保できていけるように、新しい指定管理者の

方にもお願いをしたいということ言っておりま

したけど、そのことはぜひね、実現できるよう

に。 

○委員長（増田一喜君） 質問ですか。 

○委員（笹本サエ子君） ぜひ要望したいと思

います。（発言する者あり）要請しておきま

す。（｢どうなりますかて聞けばよか」と呼ぶ

者あり）どうなったでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） 今、質問時間ですの

で。宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） まず、継続

雇用の御質問があったかと思いますが、私ども

といたしましては、今、お働きいただいている

従業員さんにつきまして、御希望があれば、新

たな指定管理者の方にも継続雇用いただくよ

う、おつなぎをしたところでございまして、実

際、新しい年度からの指定管理者の方が職業安

定所に申し込みをされたときに、その書類を今

の働いていらっしゃる方に情報は伝達はしてご

ざいます。その内容を見られまして、何人かの

方は面接等を受けられた方もいらっしゃるとい

うふうに聞いております。ただ、私どもとして

は、今の現時点では何人雇用されるのかという

のは正確な数字はまだ把握しておりません。た

だ、委員さんがおっしゃいますように、希望が

あられる方に関しては、できるだけ多くの方を

継続雇用いただくようお願いしているところで
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ございます。 

 それともう一つ、出荷協議会でございます

が、新たな指定管理者の方も、基本的には今の

出荷協議会の会員さんを、引き続き取引を続け

ていただきますようお願いをしてますし、要項

でもそういうふうにうたい込んでございます。

そういう状況で、現の指定管理者、出荷協議会

の役員の皆さん方、それから市のほうで何回か

打ち合わせをさせていただきました。その中

で、残念ながら、今の出荷協議会の役員の皆さ

ん方のお考えは、今の指定管理者とともに築き

上げてきた出荷協議会なので、新たな指定管理

者とは、また別の組織がつくる必要があろうと

いうふうなお考えがあったようです。それで、

新たな出荷協議会を、新指定管理者となる会社

さんが立ち上げられました。で、聞いてるとこ

ろによりますと、１００％までいかないにして

も、かなり９０％ぐらいですか、今の出荷協議

会の会員さんが手を挙げられて、会員さんとな

っていらっしゃるということでございます。 

 なお、非常に議論になりましたのが手数料等

の問題でございますが、その件に関しまして

も、何度か打ち合わせをさせていただく中で、

今の手数料をそのまま継続するということで、

新たな指定管理者も提案してございましたの

で、我々としましては、新たな出荷協議会を立

ち上げざるを得なくはなったんですけども、比

較的スムーズに、やっぱり御承知のとおり３月

３０日まで、今の現の指定管理者が管理をされ

て、３１日はもうきれいに清掃されて明け渡す

と。新たな指定管理者さんは、その商品そろえ

のために、２日間はどうしても休まざるを得な

い。これは市報にも掲載させていただいており

ますが、３１日に撤退。１日、２日で展示。そ

れから３日から販売開始ということで、これは

何とかうまくいけるんじゃないかなというふう

に思っておりますし、スムーズにいくように。

また、出荷協議会の会員の皆さん方が非常に心

配していらっしゃるのが、今までよ過ぎたかも

わからないけれども、非常に売り上げが右肩上

がりだったと。これを維持、ぜひしてほしいと

いうことも、今の新しい指定管理者さんにはお

伝えしておりますし、当然その指定管理者さん

もそのようにお考えですので、そういう方向で

我々も一体となって、連携しながらといいます

か、協力しながらやっていきたいなと、オープ

ンの日を迎えたいなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（笹本サエ子君） はい。ぜひ望む人た

ちは。 

○委員長（増田一喜君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 継続できるようにお

願いします。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） ２つほどお願いしま

す。９１ページの八代ブランド事業の中の八代

イメージアップ事業業務委託２１６万円、この

具体的なですね、業務内容と委託先はどこか。

それは市内に業者があるかどうか。 

 もう一つはですね、同じく９１ページの着地

型観光推進事業、体験観光実施委託１１０万

円、これの内容、体験のどういった体験なの

か。２つお願いします。 

○委員長（増田一喜君） 水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。八代市

イメージアップ事業につきましては、本年度も

実施しておりますけども、株式会社ミリオン企

画さん、これは八代亜紀さんのほうの事務所に

なりますが、そちらのほうとの契約というふう

な形で、肖像権関係、イベント出演等の業務、
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ＰＲコメント等の収録等々、八代亜紀さんに関

します部分での契約ということでございます。

（｢着地型」と呼ぶ者あり） 

 そして、着地型でございますけども、これは

あくまで予定ということでございますが、着地

型の実際の体験観光等を現在既に実施しておら

れる団体というところで、東陽のグリーンツー

リズム協会、あるいは泉町のガイドインストラ

クター協会等に委託ということで考えておると

ころでございます。 

○委員長（増田一喜君） 以上ですか。よろし

いですか。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません。商店街の

活性化事業です。 

 新規でコンパクトシティ先進地視察経費とい

うのがあります。八代市の総合計画に基づいて

コンパクトシティを推進していこうという流れ

だろうというふうに思うんですが、どこを見に

行かれるのかということをちょっとお聞きした

いということと、新たにですね、中心市街地の

再開発協議というの、これも旅費が計上されて

あるんですが、再開発ということは非常に大き

なですね、何かイメージをするんですけども、

どういった再開発を考えておられるのか、お聞

きしたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） まずは最初の

視察の予定しているところでございますけど、

一応長野県の小諸市のほうにですね、新庁舎を

建設予定ということで、６月に完成ということ

で、コミュニティスペースとか、そういう公共

施設を含めたところで計画をされた市庁舎で、

まちづくりを念頭に入れられた、そういうとこ

ろでございます。ちょっと参考になればという

ことで、そちらのほうを視察させていただけれ

ばということで、現在のところは予定をしてお

るところでございます。 

 それともう一点ですけど、市街地再開発協議

ということで、こちらのほうは市のほうもです

ね、新しい市庁舎建設というのを、予定地も大

体発表されております。それとあわせて、中心

市街地のあり方をどうするか。それにあわせて

まちづくりを考えていこうということで、そう

いう再開発を念頭に置いたところで、そういう

旅費を計上しているところで。そういう関係機

関ですか、そういうところを協議するというこ

とで、その予算を組ませていただいたところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、お答えを聞

いた中で、市庁舎建設に伴うような意味合いで

一応捉えたんですけど。コンパクトシティのや

つと中心市街地のやつは別々だろうと思うとで

すけど、誰が、何人ぐらいで行くのかというの

をちょっと聞きたいということと、とりあえ

ず、それを教えてください。誰が、何人。（商

工振興課長川野雄一君「最初の先進地のほうで

すか」と呼ぶ） 

 はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） はい。一応４

名予定しておりまして、再開発がプロジェクト

チームといいますか、中心市街地のまちなか再

生のプロジェクトチームがございますけど、そ

のメンバーを含めたところで４名、一応視察に

行く予定としております。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） そもそもこ

のお話につきましては、庁舎建設が今現庁舎の

横の敷地に建てるということが決定いたしまし
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て、ここは場所的には中心市街地のエリア内と

いうことになります。ということになります

と、この庁舎建設を中心市街地の活性化策につ

なげられないかということを今模索していると

ころでございまして、いろんな先進地視察、あ

るいは先進地からの招聘し、講演会等を開催す

るということが来年度計画をしているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

その行かれる方は、協議会みたいなやつなんだ

ろうというふうに今言われたっですけど、市の

職員さんですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。基本

的には市の職員。庁舎の職員内でプロジェクト

チームをつくっておりますので、その担当職員

が視察をすることになる予定でございます。

（委員野﨑伸也君「２つともですか。どっちと

も」と呼ぶ） 

 はい、川野課長。 

○商工振興課長（川野雄一君） 両方とも市の

職員ということで予定しております。（委員野

﨑伸也君「わかりました。はい」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません。最

後に１つ聞かせてください。 

 全国花火競技大会事業、大会負担金が３７０

０万かな。これは例年どおりだというふうに思

うんですが、事業費総額がですね、９２００

万。昨年度と比較して１５００万ぐらい上がっ

てますもんね。その上がった理由とその財源の

内訳。手当はどこからするのか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。来年

度に向けまして、花火大会の経費をいま一度見

直させていただきましたところ、もろもろの経

費が値上がりしているという中で、花火代がで

すね、もう非常になかなか厳しい状況になって

きたということで、これまでは八代にお住まい

の津山花火師さんに非常に無理を言って花火を

提供していただいていましたが、通常の価格と

いいますか、の価格に戻させていただきました

ところ、このような金額が、値上げせざるを得

なくなったということでございます。 

 なお、その収入確保につきましては、有料観

覧席をふやすとか、あるいは新たな大型のスポ

ンサーを見つけるですとか、あるいはもうこの

花火大会は、私ども事務局といたしましては、

八代市の花火大会にとどまらず、県南の花火大

会ではないかなというふうに考えております。

ですので、近辺の人吉市さんですとか水俣市さ

んですとか、あるいはもっと北の市さんですと

か、そういうところとも相談させていただきま

して、どうかすると、その旅館にお泊まりの方

々を有料席に御案内するとか、そういうことも

ろもろ考えておりまして、収入をふやしたいと

いうふうに考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） いろいろな今積み上げ

をされて、予算組まれたというふうに思うんで

すが、大会負担金がこれ以上ふえないというこ

とで理解してよろしいですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。市か

らの一般財源持ち出しは、今のところ３７００

万で据え置きさせていただく中で、収入は確保

していきたいというふうに考えているところで

す。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 
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 あと、花火師さんたちに対するですね、賞金

の関係で、非常に厳しい状況が花火師さんたち

があるというふうに伺っていまして、引き上げ

の話もですね、あったんじゃないかというふう

に思うんですが、そちらのほうはどういった話

されてますか。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） ありがとう

ございます。花火師さんのほうからも少し何と

かならぬかということでありまして、それぞれ

花火の賞金につきましては、値上げを予定させ

ていただいているところでございます。それが

満足される金額になるかどうかはちょっとわか

りませんが、来年度は値上げをさせていただい

ているところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

○委員長（増田一喜君） それからですね、そ

このところで通行料調査業務委託とあります

が、この通行料の料という字は間違いじゃな

い。（｢それは間違いだろう」と呼ぶ者あり）

金額じゃなくて数でしょう。ちょうど今のペー

ジですよ。中心市街地のそこの下の行の。わか

りますか、２４ページ。概要のほうの２４ペー

ジ。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 大変申しわ

けございません。通行量は、料金ではございま

せん、数ですので。 

 これは基本的に毎年行っているもので、アー

ケード街が本町１、２、３、２カ所ずつ６カ

所、それからその周辺部が４カ所、計１０カ所

通行量を測定させていただいているとこでござ

います。ありがとうございます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか

ね。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、もう１個

よかですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） いろいろですね、商工

費の関係で、まちづくり交流基金の対応部分と

いうことでありました。２７年度いろいろと組

み込まれとっとですけど、最終的に残高のほう

をちょっと教えていただいてよかですか。 

○委員長（増田一喜君） 宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） まちづくり

交流基金につきましては、当初私どもの商工観

光部で所管させていただきましたが、昨年度か

らでしたか、総務部のほうで所管させていただ

いておりますので、後ほど総務部にお尋ねし

て、資料を、議員にお知らせするということで

よろしいでしょうか。（委員野﨑伸也君「は

い」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

 はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 毎年言っておるような

気がするんですが、農林水産関係の予算の半分

もないんですね。実際は商工なんちゅうのは、

もっと八代市の場合は力を入れていかないかぬ

と思うんですが、残念ながら１４億のうちの５

億は、先ほどおっしゃったみたいに預託してま

た返ってくると。金がただあっち行ってこっち

行ったりしよるだけじゃないですかね。ちゅう

ことは、その５億円を引きますと、９億円の予

算なんですな、単純に言えば。だから、もっと

このあたりに力を入れていただいて、ちゃんと

した予算をもっと取っていただきたいというの

が１つと、先ほど部長が冒頭話された方針の中

で、文化の振興にという話がありました。実際

これには文化のぶの字がどこにもないような気

がするんですが、まあ仕方がないですな。配置

がえが、つい最近決まったことでしょうから。

そのあたりも含めて、２８年度はですね、この
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あたりの文化振興あたりも、ある程度力点を置

いていただいて、予算編成、なるだけ商工費よ

うけ取っていただくように希望しておきたいと

思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。文化の話は、私

もしようかと思うとったっですが、その辺も含

めてしっかり取り組んでいただきたかっと。委

託費とかなんかが多かっですたいな。だけん、

一過性のものじゃなくて、まちっとしみわたる

ごたる事業ばですよ、しっかりと取り組んでい

ただいて、委託に出してしまえていう話じゃな

くてですたい。着地型観光じゃなかばってん、

しっかり着地していただくような取り組みも考

えていただきたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにはありません

か。 

 はい、田方委員。 

○委員（田方芳信君） クルーズ客船ですけ

ど、今回１０隻ですかね、ないし１１隻来ると

いうことでですね、このおかげでですね、これ

を機に、またその翌年もですね、つなげられる

ようにしっかりとおもてなしをしていただけれ

ばと思っておりますので、頑張ってください。 

○委員長（増田一喜君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ほかにはないようで

ございます。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第６号・平成２７年度八代市一般会計予

算中、当委員会関係分について、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会いたします。 

（午後４時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１０分 本会） 

◎議案第１０号・平成２７年度八代市簡易水道

事業特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第１０号・平成２７年度八代市簡

易水道事業特別会計予算を議題とし、説明を求

めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい。宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） よろしくお願いし

ます。座りまして説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○水道局長（宮本誠司君） 別冊になっており

ます八代市特別会計予算書の９３ページをお願

いいたします。 

 それでは、議案第１０号・平成２７年度八代

市簡易水道事業特別会計予算について御説明い

たします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億

４２９６万３０００円といたしております。 

 第２条、地方債でございますが、簡易水道施

設整備事業として、１億２８３０万円を予定い

たしております。 

 それでは、内容につきまして歳出から説明さ

せていただきます。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 款１・項１・簡易水道事業費、目１・簡易水

道総務費でございますが、４５８９万６０００

円を計上いたしております。節２・給料から節

４・共済費までは職員６名分の人件費４５６３

万９０００円でございます。 
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 次に、目２・簡易水道維持管理費でございま

すが、５３４６万４０００円を計上いたしてお

ります。その主な内訳でございますが、節１１

・需用費１５０１万６０００円は、施設管理消

耗品１４０万４０００円、施設電気料８０８万

８０００円、施設設備修繕費４７５万２０００

円が主なものでございます。節１２・役務費１

７４万８０００円は、水道施設電話料４５万

円、水道料金の納付書郵送料１９万８０００

円、量水器取りかえ手数料６３万円、口座振替

手数料２３万８０００円、水道施設保険料１２

万８０００円が主なものでございます。節１３

・委託料３２１３万７０００円は、水質検査業

務委託１８９８万８０００円、浄水施設、ポン

プ設備、滅菌器などの保守点検業務委託２３９

万８０００円、水道施設清掃業務委託３３７万

６０００円、水道施設監視業務委託２７１万

円、量水器検針業務委託２０６万５０００円が

主なものでございます。節１６・原材料費６２

万円は、水道管類など水道用材料を購入するも

のでございます。節１８・備品購入費３７１万

９０００円は、普通乗用車、水道メータ、塩素

滅菌機及び水中ポンプ等を購入するものでござ

います。 

 目３・簡易水道建設費でございますが、１億

３６１２万円を計上いたしております。その内

訳でございますが、節１３・委託料６５０万円

は、泉町の白岩戸簡易水道整備事業に係る基本

設計業務委託５０万円及び南川内簡易水道整備

事業に係る実施設計業務委託６００万円でござ

います。節１５・工事請負費１億２９６２万円

は、坂本町の段地区簡易水道と袈裟堂地区簡易

水道を統合し、新規に古田地区を整備統合いた

します坂本地区西部簡易水道改良工事８３００

万円、中津道地区簡易水道整備事業といたしま

して、配水管布設工事４５００万円並びに泉町

の野添簡易水道におきまして消火栓設置工事１

６２万円を予定いたしております。 

 １０４ページをお願いいたします。 

 款２・項１・公債費、目１・元金でございま

すが、８６４８万４０００円を計上いたしてお

ります。これは起債償還元金及び借換債償還元

金でございます。 

 目２・利子２０９９万９０００円を計上いた

しております。これは起債及び借換債償還利子

でございます。 

 以上が歳出でございまして、歳出合計３億４

２９６万３０００円を計上いたしております。 

 次に歳入でございますが、１００ページに戻

っていただきまして、款１・分担金及び負担

金、項１・負担金、目１・簡易水道事業負担金

６４８万円、これは泉地区及び坂本地区におけ

る消火栓設置工事の一般会計負担金でございま

す。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・簡易水道使用料７０９０万７０００円を見

込んでおります。 

 内訳といたしまして、八代地区４０戸、１２

８万９０００円、坂本地区１６０４戸、５４７

４万７０００円、東陽地区２５２戸、８６４万

９０００円、泉地区３１９戸、６２２万２００

０円でございます。消費税率の引き上げに伴い

ます節水と給水戸数の減少により４８６万円の

減額を見込んでおります。 

 項２・手数料、目１・簡易水道手数料６万

円、これは主に督促手数料でございます。 

 １０１ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１・目１・一般会計繰入金

１億３０５５万９０００円を計上いたしており

ます。内訳は、八代地区９４０万７０００円、

坂本地区７４４４万４０００円、東陽地区２０

８７万５０００円、泉地区２５８３万３０００

円となっております。 

 款４・項１・目１・繰越金１０００円。 

 款５・諸収入、項１・目１・雑入６６５万６

０００円、これは消費税還付金でございます。 
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 １０２ページをお願いいたします。 

 款６・項１・市債、目１・簡易水道事業債１

億２８３０万円を計上いたしております。内訳

といたしまして、中津道地区簡易水道整備事業

４１５０万円及び西部地区簡易水道整備事業８

１００万円並びに南川内地区簡易水道整備事業

実施設計業務委託５８０万円なとでございま

す。 

 以上が歳入でございまして、歳入合計３億４

２９６万３０００円を計上いたしております。 

 以上で平成２７年度八代市簡易水道事業特別

会計予算の説明を終わります。よろしく御審議

をお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今年度予算が去年より

か減っておる理由と、水道使用料というのはも

う統一されたっですかね。その辺をちょっとお

聞かせください。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） まず、予算が前年

度に比べて２５５５万５０００円減額になって

おります。この理由でございますが、まず、使

用料及び手数料、いわゆる水道料金のほうが、

先ほど説明しましたとおり４８０万ほど減額を

見込んでおります。に対しまして、歳出の減

額、こちらは一緒なんですけど、これは坂本地

区の前年度、基本設計と、ちょっと待ってくだ

さい……。（発言する者あり） 

○委員長（増田一喜君） 小会します。 

（午後４時１８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１９分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 それでは、今、亀田委員の質問に対して、松

田水道局次長兼簡易水道係長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

今の現状につきましては、昨年度、荒瀬地区簡

易水道におきまして、国交省の補償工事を行っ

ております。これが大体１５００万ほど予算計

上してましたので、その分が丸々減ることと、

事業費を少し縮小しなければいけない状況にな

りますので、やっぱり収入あたりが減りました

ので、その費用を見越して若干予算を落として

るところです。 

 以上です。（｢料金」と呼ぶ者あり）済みま

せん。料金の減額分につきましては、なかなか

平成２３年度に料金改定をしまして、なかなか

水道使用量のですね、量がなかなかふえない状

況にありましてですね、それでだんだん、だん

だんやっぱり使用水量が減ってきている。料金

を改定したことによってですね、自家水道あた

りをですね、山から引っ張ったりとか、自分で

井戸水を掘ったりとかですね、そういうことを

されてですね、なかなか使用水量が伸びないと

いうふうなことがありまして、最終的に今回大

幅な減額というふうになっております。 

 以上です。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮本局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 亀田委員御質問の

料金の統一の件でございますが、泉地区の計量

給水区域につきましては、東陽地区の箱石地区

を除きます東陽の地区、それに坂本地区、八代

の二見地区につきましては料金の統一を行って

おります。箱石地区につきましては、次回の料

金改定におきまして統一の予定でございます。

それから、泉地区の放任給水区域、いわゆるメ

ーター器をつけていないところにつきまして

は、改良が済み次第、同等の料金に改定する予

定でございます。 

 以上です。（委員亀田英雄君「はい、わかり
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ました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようでございま

す。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（亀田英雄君） 一ついいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。先ほどの答弁に

もあったように、自家水道という部分があっと

ですよね。安全な水の供給という部分で、簡易

水道にも移ってきとっとですけんが、その辺の

何といいますか啓発というほうにも取り組んで

いただかぬと。そこに原因がわかっとっとに、

みすみすですね、減少していく風景はちょっと

よろしくないかなというふうに思いますので、

その辺の取り組みも進めていただきたいという

ふうに考えます。 

○委員長（増田一喜君） ほかに御意見ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ほかにないようでご

ざいます。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第１０号・平成２７年度八代市簡易水道

事業特別会計予算について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１５号・平成２７年度八代市久連子財

産区特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第１５号

・平成２７年度八代市久連子財産区特別会計予

算を議題とし、説明を求めます。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 沖田水産林務課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。それで

は、議案第１５号・平成２７年度八代市久連子

財産区特別会計予算につきまして、座って説明

をさせていただきます。 

 それでは、予算書の２０１ページをお願いい

たします。よろしいですか。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４

４万９０００円を計上いたしております。 

 ２０６ページをお願いいたします。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

あります款２・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・久連子財産区基金繰入金で３４万２０００

円。次のページ、款３・繰越金で１０万円を計

上いたしております。 

 次に、歳出でございますが、款１・総務費、

項１・総務管理費、目１・一般管理費の３３万

９０００円は、年２回開催されております財産

区管理会委員７名の報酬８万３０００円と、久

連子古代踊りの伝承等に利用されております民

舞伝承館と地区内の防犯灯の電気代及び修理代

で２５万円、基金利子の積立金が２０００円

で、目２・財産造成費の１万円は、財産区有林

と隣接者との境界立ち会いなどに対する謝礼で

ございます。また、予備費として１０万円を計

上いたしております。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 意見もないようでご

ざいます。 
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 それでは、これより採決いたします。 

 議案第１５号・平成２７年度八代市久連子財

産区特別会計予算について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１６号・平成２７年度八代市椎原財産

区特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第１６号

・平成２７年度八代市椎原財産区特別会計予算

を議題とし、説明を求めます。 

○水産林務課長（沖田良三君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 沖田水産林務課長。 

○水産林務課長（沖田良三君） はい。それで

は、議案第１６号・平成２７年度八代市椎原財

産区特別会計予算につきまして、座って説明を

させていただきます。 

 予算書の２１１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３

５万円を計上いたしております。 

 ２１６ページをお願いいたします。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

あります款２・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・椎原財産区基金繰入金で２４万７０００

円、次のページ、款３の繰越金で１０万円を計

上いたしております。 

 次に歳出でございますが、款１・総務費、項

１・総務管理費、目１・一般管理費の２４万円

は、年２回開催されております財産区管理会委

員７名の報酬８万３０００円と、地区内防犯灯

の修理代で１５万５０００円、基金利子の積立

金が２０００円で、目２・財産造成費の１万円

は財産区有林と隣接者との境界立ち会いなどに

対する謝礼でございます。また、予備費としま

して１０万円を計上いたしております。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 意見もないようでご

ざいます。 

 これより採決いたします。 

 議案第１６号・平成２７年度八代市椎原財産

区特別会計予算について、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１７号・平成２７年度八代市水道事業

会計予算 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第１７号

・平成２７年度八代市水道事業会計予算を議題

とし、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） よろしくお願いい

たします。座りまして説明させていただきま

す。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○水道局長（宮本誠司君） それでは、議案第

１７号・平成２７年度八代市水道事業会計予算

について御説明いたします。 

 別冊予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２７年度八代市水道事業会計予算。 

 第１条、平成２７年度水道事業会計の予算

は、次に定めるところによります。 
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 第２条、業務の予定量でございますが、給水

戸数１万４２００戸、年間総給水量３６２万８

０００立方メートル、１日平均給水量９９３９

立方メートル、主な建設改良事業といたしまし

て、配水管整備事業、事業費１億３６７９万５

０００円、配水管改良事業、事業費５９３０万

円を予定いたしております。 

 第３条、収益的収入及び支出でございます

が、まず、収入では第１款・水道事業収益５億

１３２３万８０００円。内訳といたしまして、

第１項・営業収益４億９５４４万１０００円、

第２項・営業外収益１７７９万４０００円、第

３項・特別利益３０００円を計上いたしており

ます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、第１款・水道事業費用

４億２７１９万円。内訳といたしまして、第１

項・営業費用３億８５９９万７０００円、第２

項・営業外費用３７７２万９０００円、第３項

・特別損失４６万４０００円、第４項・予備費

３００万円を計上いたしております。差し引き

収支は８６０４万８０００円の黒字を見込んで

おります。 

 第４条、資本的収入及び支出でございます

が、まず収入では、第１款・資本的収入２７３

０万円。内訳といたしまして、第１項・工事負

担金６０４万円、第２項・出資金２１２６万円

を計上いたしております。支出でございます

が、第１款・資本的支出２億８３１０万円。内

訳といたしまして、第１項・建設改良費２億４

６４万１０００円、第２項・企業債償還金７７

４５万９０００円、第３項・予備費１００万円

を計上いたしております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足いたします２億５５８０万円は、過年度分損

益勘定留保資金で補塡いたします。この予算の

詳細につきましては、予算の明細のほうで御説

明いたします。 

 第５条、一時借入金の限度額は５０００万円

といたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合といたしまして、営業費

用及び営業外費用に計上した経費のうち、次条

に定めます職員給与費以外の経費間を定めてお

ります。 

 第７条、議会の議決を経なければ流用するこ

とができない経費といたしまして、職員給与費

１億５８１万５０００円を定めております。 

 第８条、他会計からの補助金といたしまし

て、新港町企業誘致に対処するための配水管布

設工事に対する企業債に係る支払利息に要する

経費及び地方公営企業職員に係る児童手当等に

要する経費に対し、一般会計から１１９万３０

００円の繰り入れを予定いたしております。 

 第９条、たな卸資産購入限度額は１６００万

円といたします。 

 次の５ページからは、水道事業会計予算に関

する説明書でございます。予算実施計画、予定

キャッシュ・フロー計算書、予定損益計算書、

予定貸借対照表につきましては、予算に基づき

作成いたしました資料でございますので、説明

を省略させていただきまして、予算の明細につ

いて御説明いたします。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の収入でございますが、

款１・水道事業収益、項１・営業収益、目１・

給水収益４億８８２５万１０００円、これは給

水使用料及び量水器使用料４億８６２６万４０

００円、船舶給水使用料１９８万７０００円で

ございまして、月平均１万４２００戸、年間給

水量３６２万８０００立方メートルを見込んで

おります。 

 目２・受託工事収益５６０万３０００円。内

訳は給水工事収益２２万４０００円、これは給

水工事占用事務手続関係の収益でございます。
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修繕工事収益５３７万９０００円、これは下水

道工事に伴います水道管切りかえ工事等でござ

います。 

 目３・その他の営業収益１５８万７０００

円。これは材料売却収益１０００円と手数料１

５８万６０００円でございます。営業収益合計

４億９５４４万１０００円を計上いたしており

ます。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 項２・営業外収益、目１・受取利息及び配当

金５９万５０００円、これは定期預金等の利子

でございます。 

 目２・他会計補助金１１９万３０００円、こ

れは第３工区配水管布設工事の起債に係る支払

利息と児童手当等の一般会計負担分でございま

す。 

 目３・長期前受金戻入１５２８万５０００

円、これは平成２６年度から地方公営企業会計

基準が見直され、新たに設けられた勘定科目で

ございまして、資本剰余金を長期前受金という

負債の勘定に改めたことにより、改正前に資本

剰余金を充てて取得いたしておりました固定資

産のうち、償却資産の平成２７年度減価償却分

を収益化するものでございます。 

 目４・雑収益７２万１０００円。内訳は、不

用品売却収益１０００円、その他雑収益７２万

円でございます。これは、量水器取りかえ評価

差額などでございます。営業外収益合計１７７

９万４０００円を計上いたしております。 

 項３・特別利益、目１・固定資産売却益、目

２・過年度損益修正益、目３・その他特別利

益、それぞれ１０００円でございます。特別利

益合計３０００円を計上いたしております。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、款１・水道事業費用、

項１・営業費用、目１・原水及び浄水費７４３

８万４０００円。これは水源地関係の費用でご

ざいまして、その主なものは一般職２名分の人

件費、水源地の運転管理業務委託料や動力費な

どでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 目２・配水及び給水費６２４８万１０００

円、これは配水及び給水施設に係る費用でござ

いまして、その主なものは一般職３名及び外港

船舶給水所管理業務非常勤職員１名の人件費、

配水管及び給水管の修繕費、漏水調査委託料な

どでございます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 目３・受託工事費１７３９万９０００円、こ

れは給配水管の切りかえ工事等の受託工事に要

する経費でございまして、その主なものは一般

職２名の人件費、下水道工事等に伴う水道管切

りかえ工事の工事請負費などでございます。 

 目４・総係費８５６３万２０００円、これは

一般事務経費など事業全般に関連する費用でご

ざいます。その主なものは一般職６名、水道料

金滞納整理業務非常勤職員２名及び貯蔵品管理

業務非常勤職員１名の人件費、検針・集金業務

委託料、料金システム、会計システムの保守料

などでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 目５・減価償却費１億４５３９万１０００

円、目６・資産減耗費６０万円、目７・その他

営業費用１１万円でございまして、営業費用合

計３億８５９９万７０００円を計上いたしてお

ります。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 項２・営業外費用でございますが、目１・支

払利息及び企業債取扱諸費２６２５万３０００

円、目２・消費税及び地方消費税１１４７万５

０００円、目３・雑支出１０００円でございま

して、合計３７７２万９０００円を計上いたし

ております。 

 項３・特別損失でございますが、目１・固定

資産売却損１０００円、目２・過年度損益修正

損４６万２０００円、目３・その他特別損失１
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０００円、前年度は公営企業会計基準の見直し

に伴います前々年度の引当金への未計上分７９

８万５０００円がございまししたが、平成２６

年度におきまして引当金へ計上いたしましたの

で、その分減額となり、特別損失４６万４００

０円を計上いたしております。 

 次の項、予備費は３００万円を計上いたして

おります。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出でございます。まず、収

入でございますが、款１・資本的収入、項１・

工事負担金、目１・他会計負担金６０３万８０

００円、これは消火栓設置に要する費用への一

般会計負担金でございます。目２・特設配水管

工事負担金１０００円。目３・その他工事負担

金１０００円でございます。工事負担金合計６

０４万円を計上いたしております。 

 項２・出資金２１２６万円を計上いたしてお

ります。これは第４次拡張に要しました企業債

の元金償還への一般会計からの出資金でござい

ます。 

 次に、２９ページの支出でございますが、款

１・資本的支出、項１・建設改良費、目１・配

水設備拡張費１億３６７９万５０００円、これ

は太田郷、松高、八千把、宮地地区などに７５

ミリから５００ミリの配水管を４１８０メート

ル布設するものでございます。 

 目２・配水設備改良費５９３０万円、これは

日奈久地区におきまして、５０ミリから１００

ミリの配水管１１００メートルを改良工事する

ものでございます。 

 目３・営業設備費８５４万６０００円、これ

は新規給水に係るメーター３５０個の購入、水

道地図情報システム及び企業会計システムの更

新、コンビニ収納対応への料金システムの改修

費用でございます。建設改良費合計２億４６４

万１０００円を計上いたしております。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 項の２・企業債償還金７７４５万９０００円

を予定いたしておりまして、次の項３・予備費

は１００万円を計上いたしております。 

 ３１ページから３７ページまでは給与費明細

書、債務負担行為に関する調書、地方債に関す

る調書でございますので、説明を省略させてい

ただきます。 

 予算書最後の３８ページから３９ページに

Ⅰ．重要な会計方針とⅡ．予定貸借対照表につ

きまして注記いたしております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議お

願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 去年から比べてです

よ、何か大きく変わった点とかなんとかあっと

ですか。極端に何かあれば。なければ結構で

す。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 特段ございませ

ん。 

○委員（亀田英雄君） 了解しました。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 意見もないようでご

ざいます。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第１７号・平成２７年度八代市水道事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成
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の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午後４時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時４４分 本会） 

◎議案第１８号・平成２７年度八代市病院事業

会計予算 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１８号・平成２７年度八代市病

院事業会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） は

い、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 田中市立病院事務局

事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）長時

間によります審議、大変御苦労さまでございま

す。市立病院事務局、田中でございます。 

 それでは、座って説明をさせていただきま

す。 

 病院事業を取り巻く大きな動きとしまして

は、平成２６年度からの地方公営企業法の改正

による新会計基準への移行処理に伴い、過年度

分の引当金等の一括計上や資本金の額の減少と

いった会計処理の変更作業を本年度内に終え、

新年度平成２７年度より本格的な運用を行って

いるところです。また、国会では、昨年６月１

８日に医療介護総合確保推進法が成立し、都道

府県が策定する将来の医療提供体制に関する構

想、いわゆる地域医療構想に基づき、民間病院

を含めた地域全体での病床機能の再編に取り組

むこととされております。 

 熊本県においても、今後、地域医療構想達成

のために関係者との協議の場が設けられ、八代

地域における医療提供体制に関する検討が進め

られます。市立病院が八代医療圏においてどの

ような役割を果たしていくかということを明確

に示す時期に来ています。 

 それでは、議案第１８号・平成２７年度八代

市病院事業会計予算について御説明いたしま

す。お手元の予算書１ページからごらんくださ

い。 

 初めに、平成２７年度予算の概要でございま

すが、第２条の業務の予定量では、病床数９６

床で、入院診療では年間の病床利用率を一般病

床９０％、結核病床８％と想定し、１日の平均

入院患者数を６１.８人、年間で２万２６１８

人と見込みました。一方、外来診療では、１日

平均患者数を３４.４人、年間で８５３９人と

見込んでおります。 

 主な建設改良事業では、病室改修などの施設

整備事業として３２４万円、病室の入院ベッド

更新を初めとする各種医療機器の購入として７

９７万円を予定いたしております。 

 次の第３条では、病院事業の運営に関する収

益的収入及び支出でございます。収入では、病

院事業収益を７億４５９０万２０００円と見込

み、その項目別では、医業収益で５億７４６２

万円、医業外収益で１億７１１８万２０００

円、特別利益を１０万円と予定しております。

支出では、病院事業費用を総額７億３６７８万

２０００円とし、内訳は医業費用に７億２１５

２万円、医業外費用に１４０６万２０００円、

特別損失に７０万円、予備費として５０万円を

予定しております。 

 ページめくりまして、第４条では、資本的収

入及び支出でございますが、こちらは建物の改

修や医療機器の購入、企業債の償還などの費用

を計上するもので、収入総額は１０７０万４０

００円を予定しております。内訳は、企業債が

４１０万円、他会計出資金６６０万３０００

円、県補助金１０００円でございます。これに

対し、支出総額は１７３０万５０００円を予定
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し、内訳は建設改良費１１２１万円、企業債償

還金６０９万５０００円でございます。収支の

差し引きで不足する６６０万１０００円につい

ては、全額を過年度分損失勘定留保資金で補塡

することとしております。 

 第５条の企業債ですが、医療機器整備事業に

おきまして、４１０万円の借り入れ限度額を設

定するものです。 

 第６条から第９条までは一時借入金の限度額

と経費の流用に関する事項及びたな卸資産の購

入限度額について定めております。 

 次に、予算に関する説明に移らせていただき

ます。 

 ７ページから９ページまでは病院事業会計の

予算実施計画ですが、詳細は後半で説明いたし

ますので、省略させていただきます。 

 恐れ入りますが、１０ページをお願いいたし

ます。 

 予定キャッシュ・フロー計算書でございま

す。２７年度におけます現金の収入や支出、す

なわち資金の動きに関する情報をⅠ．業務活

動、Ⅱ．投資活動、Ⅲ．財務活動の区分に分

け、増減予定額をあらわしたものです。 

 Ⅰの業務活動によるキャッシュ・フローで

は、本業の医業によるキャッシュ、現金を幾ら

稼いだかを示すもので、この計算書の中で最も

重視される部分です。Ⅱの投資活動によるキャ

ッシュ・フローは、設備投資に伴う固定資産の

売却、取得などを示し、Ⅲの財務活動によるキ

ャッシュ・フローは、企業債の借り入れによる

現金の増、または返済による現金の減、一般会

計からの出資による資金調達などを示しており

ます。 

 次の１１ページから２０ページまでの財務諸

表については、企業の財政状況を明らかにする

ものでございまして、２６年度分の決算見込み

を示した予定損益計算書及び予定貸借対照表

と、２７年度の予定貸借対照表でございます。

それぞれ資産、負債及び資本の状況を総括的に

示したものであります。内容につきましては、

決算の折に説明いたしますので、今回は省略さ

せていただきます。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 これより以降が、先ほど御説明しました１ペ

ージの第３条収益的収入及び支出、第４条資本

的収入及び支出に係る節区分までの詳細な内容

でございます。主な項目のみを御説明申し上げ

ます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入の主なもの

でございますが、款１・病院事業収益、項１・

医業収益の目１・入院収益は４億５１０５万５

０００円、目２の外来収益では１億１３７１万

円を見込んでおります。それぞれ前年度予算と

比較しますと減額した結果となっております

が、決算額との乖離をなるべく少なくするた

め、より実績に近い数値で見込んでおります。

先ほども御説明しましたが、入院収益において

は、一般病床のベッド利用率を９０％、結核病

床については８％と想定し、それぞれの年間延

べ患者数に平均診療単価を乗じて見込んでおり

ます。外来収益においても同様に１日平均患者

数を３４.４人と想定し、平均診療単価を乗じ

て見込んでおります。 

 目３・その他医業収益では、２次救急に係る

病院群輪番制病院運営事業補助金２５２万円を

初め、人間ドックや健康診断、差額ベッド料に

ついて、前年度実績をもとに９８５万５０００

円を計上しております。これらを合わせた項１

・医業収益の合計は５億７４６２万円を見込ん

でおります。これは、入院収益においては急性

期病院からの転院や市内の診療所、クリニック

等や介護施設等からの紹介患者を積極的に受け

入れ、ベッドの利用率も９０％近い数値を保つ

ことができていることと、平均入院日数も６０

日を下回ることで収益を伸ばすことができまし

た。一方、外来収益においては、地理的な条件
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や特化した診療科目を持たないなどの理由か

ら、人数、収益とも年々減少している状況で

す。 

 ページをめくりまして、２２ページの項２・

医業外収益ですが、目２の他会計負担金は１億

５５６４万１０００円を予定しています。これ

は国が定めた繰り出し基準に基づき、一般会計

より負担いただくものでございます。主な内容

は、結核病床における不採算繰り入れ１億４７

５２万６０００円でございます。 

 目４の長期前受金戻入は、新会計基準による

歳入項目でございまして、補助金で取得した償

却資産を減価償却する場合、当該補助金相当分

をこの項目で収益として計上するもので、１１

９３万８０００円を計上いたしております。 

 目５・その他医業外収益の３６０万１０００

円は、入院患者が使用されますおむつ等を院内

で提供することから、その売り上げ２４０万円

を新たに計上いたしております。 

 よって、項２の医業外収益の合計は１億７１

１８万２０００円を見込み、前年度より２４９

１万１０００円の増となりました。 

 次の項３・特別利益は、各費目合わせて前年

度と同額の１０万円を見込んでおります。 

 以上、収益的収入の合計は７億４５９０万２

０００円となり、前年度より３６１万２０００

円の増収を見込んでおります。 

 続きまして、収益的収入の支出について御説

明いたします。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 款１・病院事業費用、項１・医業費用の目１

・給与費は４億２４８４万８０００円を計上し

ております。内訳は、職員３９人分の給料や手

当、非常勤及び臨時職員として勤務いただいて

おります医師や看護師、事務職員等の賃金など

でございます。なお、節の５・退職給付金から

節の７・法定福利費引当金繰入額までは当該年

度分の引当金として、それぞれ計上するもので

ございます。 

 目の２・材料費では、１億５７０８万３００

０円を計上いたしておりますが、患者様への投

薬、検査に用いる試薬、病棟での酸素やカテー

テルといった医療用材料について、これまでの

使用実績と最近の使用状況について精査した結

果、大幅な減額を行っております。 

 目３・経費については病院施設に係る光熱水

費や修繕費、清掃、夜間休日の管理委託費用な

どの建物維持管理費用に加え、医療機器のリー

ス料や保守委託料、保険請求等に係る医療事務

委託、患者給食調理委託などの診療に係る委託

費用等もこの目に含まれております。例年経費

の削減に努めているところですが、２６年度よ

り、院内で撮影したＣＴ画像等について、専門

医による遠隔画像診断をスタートさせたことに

よる委託料１５５万が増加した主な原因でござ

います。 

 目４・減価償却費、目５・資産減耗費につい

ては、それぞれ記載のとおりでございます。 

 目６・研究研修費については、各種院内研修

会開催時の講師謝金、医学書、ドクターの学会

等への参加旅費等を計上いたしております。こ

れら医業費用の合計は７億２１５２万円とな

り、前年度より５６６万８０００円の増額計上

となりました。 

 次の項２・医業外費用でございますが、目１

は現在借り入れております企業債に対する利息

や一時借入金を行った場合の支払利息を計上い

たしております。 

 また、目２では、今回新たに消費税の課税対

象団体となる見込みでございますので、相当分

の費用として、消費税及び地方消費税７０万円

を計上いたしております。 

 目３・繰延勘定償却費用は、２４年度に退職

されたドクター２名分の退職金に係る繰延勘定

償却を２８年度まで行うこととしておりますの

で、当該年度分の費用１２９８万６０００円を



 

－76－ 

計上いたしております。 

 目４の雑損失を合わせた医業外費用の合計は

１４０６万２０００円となります。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 項３の特別損失では、目４・その他特別損失

において、前年度に一括計上いたしました過去

３２年間分の退職給与金の引当金１億７８７５

万３０００円の影響により大幅な減額となって

おります。 

 項４・予備費は、前年度と同額の５０万円を

計上いたしております。 

 以上、収益的支出の合計は、７億３６７８万

２０００円となり、１ページの第３条で記載し

た数値と一致いたします。 

 収益的収入から支出を差し引いた収支です

が、２６年度では１億６６９０万９０００円の

マイナス、いわゆる赤字予算を計上したところ

ですが、２７年度においては本来あるべきとお

り、９１２万円の黒字を見込んでおります。 

 次に２９ページ、３０ページの資本的収入及

び支出につきまして御説明いたします。 

 こちらは、まず支出のほうから御説明いたし

ます。恐れ入りますが３０ページのほうをお開

きください。 

 款１・資本的支出、項１・建物改良費、目１

の建設改良費では、毎年少しずつ行っておりま

す病室等の保存、維持的な工事等に３２４万円

を予定しております。 

 目２の有形固定資産購入費では、器械備品購

入費として７９７万円を計上しておりますが、

今回ストレッチャー及びホルタ心電記録器の購

入と入院ベッドを年次計画で更新したく、初年

度１５台分の購入費用を計上いたしておりま

す。 

 次の項２・企業債償還金、目１・企業債償還

金では、元金分について６０９万５０００円を

計上いたしております。 

 以上、資本的支出の合計は１７３０万５００

０円となりまして、前年度より４３５万４００

０円の減額を見込んでおります。 

 ２９ページにお戻りください。収入でござい

ます。 

 款１・資本的収入、項１・企業債、目１・企

業債では、先ほど支出で説明しました入院ベッ

ド購入に対する企業債の借り入れを４１０万円

予定しております。なお、今回、企業債を発行

することとしておりますが、２７年度末におけ

る病院事業の起債償還残高は──起債の未償還

の残高でございます。未償還残高は１０１３万

７０００円となる見込みでございます。 

 次の項２・目１の他会計出資金では、支出の

項目における建物改良費及び有形固定資産購入

費、企業債償還金のそれぞれ２分の１の額、合

わせて６６０万３０００円を繰り入れ基準に基

づき、一般会計より収入することとしておりま

す。 

 項３の県補助金は、現時点では予定がござい

ません。 

 以上、資本的収入の合計は１０７０万４００

０円となりまして、昨年度より１２万６０００

円の減額となる見込みでございます。 

 したがいまして、資本的収入から支出を差し

引きますと、６６０万１０００円の収支不足が

生じますが、全額を過年度分損益勘定留保資金

にて補塡することとしております。 

 ただいま御説明しました資本的収入及び支出

の各項の合計は、２ページの第４条と一致し、

その条文には不足する財源の補塡方法も記載し

ているところです。 

 以上で平成２７年度の八代市病院事業会計予

算についての説明を終わりますが、今後は１つ

の病院で全ての医療が完結することはなく、各

病院での役割分担が必要となっており、医療連

携はますます進んでいくことが予想されます。

各病院がその役割をしっかり果たしていくこと

が地域の医療を守っていくことになると考えて
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おります。 

 さきに提出されました市立病院あり方検討会

からの提言にもあるとおり、地域住民が必要と

している医療や他の医療機関が期待する機能を

持った医療施設とすることが急務と考えます。

医師会を初め、地元の医療機関、介護福祉施設

との一層の連携により、地域に親しまれ信頼さ

れる病院に近づくよう、院長を中心に職員一同

力を合わせて努力していく所存です。御審議方

よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（松永純一君） 委員長、ちょっと１つ

いいですか。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） これは議決事件だろう

と思いますからお伺いしますけども、一時借入

金ですね、１億。歳計現金に不足が生じた場合

に借り入れられると思うんですけど、病院事業

では、本人負担あるいは保険者負担は１カ月と

か２カ月とかおくれてずっと入ってくるわけで

すので、どういった場合に歳計現金が不足しま

すですかね。あるいはその実績、一時借り入れ

の。そのあたりちょっと教えてくれませんか。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） 田中事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） これ

まで一時借入金のほうをですね、借り入れた経

緯はございません。当然現金のほうも、これは

昨年の９月の議会の折に、資本金の減額という

お願いをしたところでありまして、今年度３月

３１日付でその処理を行うところでおりますけ

ども、ただいま手持ちの資金のほうが、３億ほ

ど現金のほうがございます。そちらのほうで相

当な余裕がございますので、一時借入金のほう

は計上はしておりますけども、当分のところは

これを借り入れる予定はないというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） ですから、必要ないな

らばですね、計上は要らないんですよ。これ一

時借入金というのは議決事件ですから、これ

は。ですから、そこはよく検討されてですね、

予算を組まれる必要があると思います。 

○委員長（増田一喜君） 田中事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） これ

まで非常に毎年毎年、収支のほうが非常に悪う

ございまして、その経緯からのやっぱり流れだ

ったかと思います。今後注意いたします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 全体の話でですよ、何

となく──何となくと言えばちょっといかぬで

すな。経営状態は改善しつつあるのかなという

ふうに聞いたっですが、事務長の見解を伺いま

す。 

○委員長（増田一喜君） 田中事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） かな

り説明の中でも申し上げましたけども、他の医

療機関からの御紹介とかも多く、積極的に患者

さんのほうも受け入れておりますので、収益の

ほうは改善しつつございます。ただ、これ以上

の改善が今後見込めるかというと、非常に疑問

なところもございます。といいますのも、最後

に申し上げましたとおり、今後、医療の役割分

担のほうがだんだん決められてまいりますの

で、現在、当院が持ち合わせております病院機

能から申し上げますと、回復期のリハビリ等も

できない関係で、なかなか急性期病院から回復

期を受け持つような医療機能が少ない関係で、
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非常にその辺で今後はこれ以上右肩上がりに伸

びていくようなところは非常に厳しいんじゃな

いかなと。抜本的な改善をしない限り難しいん

じゃないかというふうな感じで考えておりま

す。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） そのような中でベッド

ば購入さるっですよね。で、それは古くなった

からか、何かこう次に向けた投資なのかという

点ですね。 

○委員長（増田一喜君） 田中事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） ベッ

ドのほうが、今９６床のうちに幾つかはこの電

動ベッドのほうに変えておりますんですけど

も。御案内のように、非常に当院のいわゆる入

院環境というものはほかの病院に比べますと、

ほかの病院が環境がよ過ぎるのかもしれません

けども、悪い状況でございます。その中で、一

度に入院のベッドを買えるのも１つの方法かと

思いましたけども、御案内のとおり、病院の方

向性がまだ定まっていない段階では、少しでも

その負担を──最悪の場合の負担を考えたとき

に、年次計画で今回１５台という形で更新をし

ていって、入院している患者さんが少しでも入

院環境の向上を図ろうということで、今回入れ

かえを計画いたしました。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 事務長の説明は、まだ

病院を継続的に運営したいという意欲のあらわ

れかなというふうに受け取りました。冒頭にあ

ったように、市民病院の役割を明確に示す時期

が来たようだということなんですが、それはい

つなのか、何なのかという部分をおっしゃれれ

ば聞きたかですが、まだ言われぬでしょう。言

われるのであれば言ってください。その時期は

いつなのかという点についてどのように思って

おられるのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） 田中事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） その

具体的な時期というのは相当わかりませんけど

も、冒頭御説明しましたとおり、国のほうか

ら、厚労省のほうでありました医療の分担とい

うのがもうかなり迫ってきております。病院の

ほうを高度急性期と急性期、回復期、慢性期と

いう４つの分類で病院の区分をされるような方

向性になっています。当然これは去年の１０月

に、当院は慢性期というところで登録をしたと

ころでございますけども、八代の医療圏におけ

ます急性期病院の割合、それと先ほど申しまし

た回復期の割合、慢性期の病院の割合というも

のを見据えたときに、当院が受け持ちます慢性

期というものが非常に少のうございます。ま

た、回復期というのは、先ほど言いましたよう

にリハビリテーション等を行いながら、在宅

へ、または介護施設へと帰っていただくような

回復期というものを、ほかの医療圏に比べまし

て八代医療圏は非常に少のうございます。 

 今後は、市立病院の役割としましては、その

不足している回復期、また今持っている慢性期

をより充実させたものに持っていけたら、市民

の方々が急性期から回復期、または慢性期、そ

れから在宅へという一連の流れがスムーズに流

れるというようなことを期待しております。 

 こちらについては、現在医療と介護が連携し

て進めております。包括地域ケアシステムだっ

たですか、そちらのほうとまた連携をしなが

ら、当院の立ち位置、八代地域における立ち位

置というものを関係者の方々と協議していきた

いというふうに考えております。 

 具体的な時期については、まだちょっとわか

らない状況です。 

 以上です。（委員亀田英雄君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 
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○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みません、単純なこ

とをお尋ねしますが、第３条の収入、それから

支出、それを差し引くと９１２万円の黒字とい

う説明をたしかされたと思いますが、この収入

のほうの第２項・医業外収益１億７０００万、

明細を見ますといろいろ書いてあるんですが、

他会計負担金て、これは基本的には一般会計か

ら出るという話なんですが、どっから金が出る

んですか。 

○委員長（増田一喜君） 田中事務長。 

○市立病院事務局事務長（田中智樹君） こち

らは、ほぼ一般会計からの御負担でございま

す。こちらのほうは国の繰り入れの基準がござ

いまして、一番大きかったのは結核病棟を持っ

ております関係での結核不採算という形で、そ

ちらのほうが１億７５２６万円ほどございま

す。一般病床のほうが病床利用率が約９０％の

割合で、ほぼ満床状態でベッドを回しておく

と、それに連動して結核病床がもしなかった場

合は、その結核病床で持っております３０床も

９０％の割合で回っていただろうという想定

で、結核不採算分を算定いたします。よって、

こちらが今年度、少々金額が上がって今申し上

げた金額となりまして、結果的には他会計負担

金のほうは１２００万ほど増額という形になっ

た次第でございます。この繰り入れ基準に対し

ましては、今後、財政当局のほうと検討する余

地は残っているかというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（前垣信三君） いいです。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないですね。以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） 非常に経営、そして

また職員の皆さん、努力されてると思うんです

ね。私も、過去に労災病院に勤めていて、そし

て最近の市民病院のあり方というかね、それを

考えたときに、やっぱり市民病院は、労災病院

や総合病院にとっても、なくてはならない存在

になってきているということですね。ああいう

ところは急性期、回復期がありますけれども、

非常に入院期間が短くなってきていますね、国

の方針からして。だから、まだ抜糸も済まない

のに、──手術した場合ですね──済まないの

に、ほかの医療機関を探さなくちゃいけないと

いうのがあります。そういうときにとても市民

病院は本当に受け入れていただけるということ

で助かってるし、それから特養ホームとかを含

む介護施設、こういうところから送るときも

ね、やっぱり空いてる限りは受け入れてもらえ

るということで、とてもいい役割を果たしてる

んですね。そういうことは、市民にとっても本

当にいい役割を果たしているというふうに思い

ます。これから国の医療制度そのものが非常に

厳しくなっていくという状況がありますけれど

も、何とか市民病院がね、地域にとって、なく

てはならない病院になっていけるように、私た

ちもやっぱり一市民としても応援していかなく

ちゃいけないなというふうに思ってるとこで

す。ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 
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 議案第１８号・平成２７年度八代市病院事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり）休憩しま

す。午後５時２５分から再開します。 

（午後５時１４分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時２５分 開議） 

◎議案第２６号・公の施設を長期かつ独占的に

利用させることについて 

○委員長（増田一喜君） それでは、休憩前に

引き続き、経済企業委員会を再開いたします。 

 次に、事件議案の審査に入ります。議案第２

６号・公の施設を長期かつ独占的に利用させる

ことについてを議題とし、説明を求めます。 

○環境部長（本村秀一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 本村環境部長。 

○環境部長（本村秀一君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）大変お疲れと

は思いますが、引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

 議案第２６号・公の施設を長期かつ独占的に

利用させることについて、環境センター課長の

山口課長より説明をさせますので、よろしくお

願いいたします。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） 委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） 環境

センター建設課の山口でございます。座って説

明させていただきます。 

 議案書の４７ページをお願いいたします。 

 議案第２６号・公の施設を長期かつ独占的に

利用させることについてでございます。 

 地方自治法第９６条第１項第１１号の規定に

より、次のとおり公の施設を長期かつ独占的に

利用させることについて議会の議決を求めるも

のでございます。 

 １、公の施設の名称、八代市水産物荷さばき

施設。２、許可の相手方、八代市新開町３番８

４号、八代漁業協同組合、代表理事組合長、杉

田金義。３、許可の期間、平成２７年４月１日

から平成３３年３月３１日までです。 

 提案の理由としましては、八代市水産物荷さ

ばき施設を長期かつ独占的に利用させるには、

地方自治法第９６条第１項第１１号の規定によ

り、議会の議決を経る必要があるためでござい

ます。 

 資料のほうを用意しておりますけれども、そ

ちらのほうをお願いします。よろしいですか。 

 表紙をめくっていただきまして、１枚目が八

代市水産物荷さばき施設条例でございます。 

 この一番下の第１２条でございますけれど

も、そちらのほうに荷さばき施設について、５

年を超える長期にわたり独占的な利用をさせよ

うとするときは、地方自治法第９６条第１項の

第１１号の規定により、議会の議決を得なけれ

ばならないとされております。 

 次に、資料２でございます。 

 施設の利用に係る覚書を平成２７年２月１０

日に八代漁業協同組合、鏡町漁業協同組合、八

代鮮魚商協同組合の３団体と締結をいたしまし

た。その主な内容は、記載のとおりでございま

すが、特に申し上げますと、（２）に施設の使

用料が無料であること、（３）に施設の修繕や

利用上生じます電気料金等については、利用者

の負担とすること、（５）では、利用の許可の

申請は３団体の代表として、八代漁業協同組合

とすること、（６）に施設の利用上の注意点と

して、喫煙や飲酒に関する規定を記載をしてお

ります。 

 なお、覚書の適用は議決の日からとしており
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ます。 

 さらに今後の予定でございますが、議決後に

利用許可証を交付いたしまして、平成２７年４

月１日より６年間の許可を行うこととしており

ます。 

 以上説明を終わります。御審議方よろしくお

願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ５年という数字がちょ

っと出たですけど、５年先も継続的ですか、か

なり変更しなっとですか、更新しなっとです

か。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） 山口課長。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） は

い。今回は５年を超えるということで条例に記

載してございますので、特殊な契約ということ

で議会の御承認を得て運営をするという意味合

いを込めまして、５年を超えて一番近い６年間

ということで、今回議決のほうをお願いしたい

と考えております。 

 この後につきましては、６年間終わりました

後、もう一度有効期限が６年ですので、その後

はまた……。（委員亀田英雄君「更新ちゅうこ

とですか」と呼ぶ） 

 はい。提案するというようなことで進めてい

きたいと思っております。（委員亀田英雄君

「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 意見もないようでご

ざいます。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第２６号・公の施設を長期かつ独占的に

利用させることについては、可決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 小会いたします。 

（午後５時３２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時３３分 本会） 

◎議案第４９号・八代市農村運動広場条例の一

部改正について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第４９号・八代市農村運動広場条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○農業政策課長（小堀千年君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 小堀農業政策課長。 

○農業政策課長（小堀千年君） はい。農業政

策課の小堀でございます。 

 私のほうから、議案第４９号・八代市農村運

動広場条例の一部改正について御説明申し上げ

ます。座らせて説明させていただきます。 

 お手元に新旧対照表があるかと思いますが、

そちらをごらんいただきたいと思います。 

 今回提出しております案件は、八代市農村運

動広場条例第２条のうち、表の１番目に記載さ

れております、名称、八代市南平和町運動広

場、位置、八代市南平和町１７番の条例からの

削除を御提案するものでございます。 
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 改正の理由でございますが、この運動広場の

土地は八代地域農業協同組合の所有でございま

して、昭和５４年８月に、当時の八代市農協と

本市との間で土地使用貸借契約が結ばれており

ます。 

 契約の内容は、ＪＡが八代市にこの土地を無

償で貸与し、八代市は運動広場施設の用に供す

るために借り受けるとなっておりまして、その

期間は契約から１０年。それ以降は、双方いず

れかの申し出がない限り継続していくというふ

うな内容になっております。 

 このほど、ＪＡのほうから、本年３月３１日

付をもって、この土地の使用貸借契約の解除の

申し出がございました。契約解除の理由としま

しては、ＪＡにおかれましては、広域合併後、

組織機構の見直しを進めてきておられますが、

あわせまして支所等の施設の整理統合を行われ

てきております。旧平和支所もその１つとし

て、このほど解体し、隣接する今回の運動広場

と一体的な土地利用を考えているとのことでご

ざいます。具体的には、太陽光発電施設などを

計画されているようでございます。 

 なお、地元に対しましては、ＪＡからも説明

をされておりますが、市のほうでも、去る１月

１４日に平和地区の市政協力員に説明し、また

２月４日には主な利用者でございますところの

同地区の老人会代表の方への説明も行ったとこ

ろでございまして、了解を得たところでござい

ます。 

 以上で御説明とさせていただきます。御審議

方よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 意見もございません

ということでございます。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第４９号・八代市農村運動広場条例の一

部改正については、原案のとおり可決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 小会いたします。 

（午後５時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時３７分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件です。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（平

成２６年度八代市観光施設あり方検討会検討結

果報告について） 

○委員長（増田一喜君） このうち、産業・経
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済の振興に関する諸問題の調査に関連して、平

成２６年度八代市観光施設あり方検討会検討結

果報告について、執行部から発言の申し出があ

っておりますので、これを許します。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 宮村商工観光部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） はい。委員の

皆様には大変お疲れのところでございますが、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２６年度八代市観光施設あり

方検討会検討結果報告につきまして、水本観光

振興課長が説明をいたします。よろしくお願い

します。 

○観光振興課長（水本和博君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 水本観光振興課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。大変お

疲れさまでございます。観光振興課長の水本で

ございます。それでは、座って説明させていた

だきます。 

 お手元の資料のほうを確認させていただきま

す。報告の１枚ものの資料、それと今回の報告

書、冊子になったもの２種類を用意させていた

だいております。 

 平成２６年度八代市観光施設あり方検討会検

討結果について御報告申し上げます。 

 本検討会は、設置目的にありますように、八

代市が設置いたします観光施設の効率的かつ効

果的な配置や運営に向けたあり方を中長期的な

視点に立って検討することを目的としておりま

す。 

 したがいまして、委員の役割としまして、観

光施設の再編や活用方針に関することなど、観

光施設の将来的なあり方を検討し、その検討結

果を市長に提言することとなっております。 

 委員の任期は、委嘱をいたしました昨年７月

１１日から本年度末までで、学識経験者の方な

ど８名で構成をされております。名簿につきま

しては、別冊の報告書の中の３ページのほうに

名簿のほうは記載をしております。 

 なお、現在観光施設として所管します施設が

４７施設に及びますことから、２６年度につき

ましては、このうち旧八代市管内の一部と東

陽、坂本、千丁地域の施設、合わせて１３施設

について検討したところでございます。 

 検討会の経過につきましては、記載のとお

り、都合５回開催をしまして、この中で１３施

設の現地視察も行っていただいております。去

る１月２７日の第５回検討会で最終確認、そし

て取りまとめをいただきまして、２月の２４

日、別冊の報告書にて市長へ提言をいただいた

ところでございます。 

 検討結果の概要としましては、裏面のほうに

一覧表のほうがございますけども、方向性とし

て現状維持という方向性の施設が８施設、管理

形態の見直しが３施設、機能集約等複合化が２

施設との提言でございました。各施設別の報告

内容につきましては、別冊の報告書に附属資料

とともに掲載されております。 

 それでは、別冊の報告書のほうをごらんいた

だきたいと思います。 

 報告書３ページに、先ほど申しました名簿の

ほうが掲載されておりますが、今回の８名の委

員の皆様でございます。 

 資料の４ページから８ページまでに、第１回

の委員会から第５回の委員会までの会議の状況

ということで、写真添付の上、５回の会議を紹

介してございます。 

 資料の９ページ、１０ページに検討に際して

の検討項目と委員に判断いただきます方向性の

整理要領、それに用いました様式を示しており

ます。 

 会議では、各委員の御議論の上、この様式へ

記入され、その後集計をしまして、その集計し

た資料をもとに、再度意見の交換を行っていた

だいて、最終的な総合判断をいただく方法をと
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っております。 

 続きまして、１１ページが先ほど申し上げま

した検討結果の一覧表でございます。よかとこ

物産館等８施設が現状維持、松中信彦スポーツ

ミュージアム等３施設が管理形態の見直し、さ

かもと憩いの家等２施設が機能集約等複合化と

して検討結果が示されております。 

 以降１２ページから１９ページに、それぞれ

の施設ごとの方向性、その理由、期間及び検討

会の中で出されました各委員の個別の意見もあ

わせて掲載をしてございます。 

 今回、現状維持の方向性が示されたもので

も、必ずしも現状の運営に係る取り組みを全く

変えずにということではなく、さまざまな新た

な視点で改善などを求める等の個別意見という

のも出されております。個々の意見につきまし

ても十分尊重していく点があろうかというふう

に思っております。 

 また、管理形態の見直しとの方向性が示され

ました３施設におきましては、観光施設として

の位置づけについて、その位置づけ及び担当所

管が適当であるかどうかの御指摘と所管がえも

含めた課題が示されておるところでございま

す。 

 また、複合化、機能集約との方向性が示され

ました２施設におきましては、同じ地域内にあ

る施設ということでもあり、両方とも温泉施設

でありますことから、施設の集約ができないか

との考えが示されたところでございます。 

 なお、２０ページ以降に資料編として、検討

会の設置要綱、各施設の概要等々の資料が以降

に添付されておりますので、御参照いただけれ

ばと思います。 

 今後は、今回の報告をもとに行政内部での検

討を行いまして、施設の運営についてどのよう

な対応を図っていくのかを判断するための、行

政内部での検討を行いたいというふうに考えて

おります。 

 なお、２７年度におきましては、本年度検討

しました１３施設以外の観光施設のうちから、

十数施設について新たな検討会の開催を予定を

しておるところでございます。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） 本件について、何か

質疑、御意見等ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 行政内で検討を加えら

れるということですが、その検討経過ていうの

を示される、──結果だけ示される、その扱い

についてはどのように考えられますか。経過を

示して、決定前に話ばちっと聞きたかっですば

ってんが、それについてどのようにお考えです

か。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。行政内

での検討というのは、どういう形にするのかっ

て、まだちょっと固まったものはございません

が、プロジェクトチームみたいなものをつくる

のか、関連部署の職員等々で何らかの形の検討

のグループをつくるということにはなろうかと

思いますけど、これは行政の内部では検討する

にいたしましても、地域の声でありますとか、

行政だけで判断できるものでは最終的にはない

というふうに思っておりますので、途中経過に

つきましてはですね、そのタイミングがどのタ

イミングになるかわかりませんが、いろんな形

で御報告を、途中経過っていうのは必要であろ

うというふうには思っております。（委員亀田

英雄君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） はい。いいですか。 

○委員（亀田英雄君） よろしくお願いしとき

ます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 
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○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今回あり方施設の運営

のあり方について、中長期的に５年から１０年

というようなところで検討されたというのが報

告されたんですけれども、財政的な関連という

のは、この話の中にあったんでしょうか。 

 例えば、いろいろと修繕計画とかっていうの

が入ってくるかと思うんですよ、いろいろな場

面で。そういったものも含めて、この委員さん

方が、そういった中長期的な判断をされたのか

どうかというところをちょっと教えてもらいた

いと思いますけど。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） 個別の施設の

状況につきましても、設立時点での経費であり

ますとか、ランニングコスト的な部分あるいは

今後ですね、経費として必要な部分というふう

なことでのお話はしてはおりますけども、基本

的なところでは、委員の皆さんのほうは、その

施設が老朽化等も含めまして地域に必要なのか

どうかというふうな御判断で検討いただいたと

いうふうに思っとります。 

 したがいまして、財政的な部分につきまして

のですね、判断はまた今後の行政内での検討の

中でですね、十分図っていく必要があるかとい

うふうに思っておりますし、２７年度からこの

観光施設に限りませずに、八代市のファシリテ

ィーマネジメントの導入ということで、これ観

光施設以外の施設、市の財産関係全部になろう

かと思いますが、そちらのほうの必要について

のまた方向性も別途示されるということになっ

ておりますので、そちらとの整合のほうもとり

ながら、観光施設についても今後考えていきた

いというふうには思っております。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ありがとうござ

いました。 

 今回、１１、１２ぐらいですかね、施設につ

いて検討委員会されて、市民の代表の方という

ような位置づけだろうというふうに思うとです

けども、そこであり方というものを検討してい

ただいて方向性を出されたというふうなこと。

今後、ファシリティーマネジメントを導入し

て、シビアに今度は施設の状況を見ながら、そ

の施設の存続とか廃止とかっていうのを決めて

いく中で、また地域との意見交換をしながらっ

ていう、そういったばらばらちゅうか、もう３

つぐらいのそういったいろいろなものを要素を

とって、今後、統廃合とかも決めていかれると

いうふうに思うんですけども、非常に難しい方

向に逆に行っているんじゃないかなというふう

に私は思うんですよね。やっぱり財政が厳しく

なるよというような中でですよ、財政の修繕計

画とかそういったものをぴしっと個別的に持っ

てきて、そういった話までここでしていただく

ならですね、非常に話がスムーズにいくのかな

というふうに思うんですけど、やっぱり選ばれ

た委員の方、こういった何回もですね、され

て、自分たちの方向性というのを決めたという

ようなことであれば、ある程度それが市のほう

では反映されるんじゃないかなというふうな思

いがですね、多分あられるというふうに思うん

ですよ。 

 今後、そういった財政面の関係から、やっぱ

りだめ、使えないとかっていう話になってきた

ときに非常に何かおかしい方向になりゃせぬか

なというふうに思うんですよね。まずはやっぱ

りそういったところから入っていかれたほうが

よかったんじゃないかなというふうに思うんで

す。何で今回、これをされたのかということを

ちょっと聞かせてもらいたいです。 

 ２７年度からファシリティーマネジメントを

するっていうのもわかっているじゃないです

か。そういったものもあって、これは別の考え
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方なんですか。 

○商工観光部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村部長。 

○商工観光部長（宮村博幸君） これ２６年度

から始めましたこのあり方検討会でございます

が、この時点ではファシリティーマネジメント

が導入されるということは全く聞いておりませ

んでした。で、１年あるいは２年でと思ってお

りましたが、やはり１つの箇所にかかる時間が

かかりまして、２６年度についても１３施設と

いう形になったわけでございますが、ことし２

７年度の新しい事業として、ファシリティーマ

ネジメントが導入されるということをお聞きし

ましたので、こちらのやり方に、さっき課長も

申しましたように、反するようなやり方はやっ

ぱりできないだろうということでございます。 

 で、我々としては、ファシリティーマネジメ

ントというやり方が先に示されておれば、そち

らでやっていけたと思うんで、我々は我々のや

り方というのを組み立てて、先に進んでしまっ

たという部分があるということだと思っており

ますが。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） これ、今回のあり方の

やつ、検討会のやつと今後のその取り組みとい

うのをやっぱりあわせていかんばんというふう

に思いますので、そこ大変だろうなというふう

に思いますんで、この検討会のやり方もです

ね、ちょっと考えながら、もう少し進めていっ

ていただきたいなというふうに思いますし、ま

たされるということでしたんで、また報告のほ

うもですね、きちんといただければなというふ

うに思います。はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

 はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みませんが、関連で

すが、このすばらしい学識経験者じゃあっとで

しょうけども、これを選ばれる基準ちゅうのは

何かあるんですか。どうやってお決めになった

のか。 

○委員長（増田一喜君） 水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） 今回の検討会

につきましては、設置要綱のほうを作成してお

りまして、その設置要綱の中で検討会の委員に

ついては、公共経済、あるいは法律、財務等の

専門的な知識、経験を有するなどの有識者の

方、並びに公募者ということから委嘱というこ

とでしております。そういった経済関係分野、

法律関係分野、財務分野等々のということで、

一応選定をしたというところでございます。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 多分そうなんでしょう

が、これ見てみると、高専であったり、広域の

振興、県であったり、商工会、商工会議所であ

ったり、それぞれの何か立場の人たちを、全部

かけたような気がせぬでもないし、果たして、

この人たちはちゃんと将来の八代市を見据えて

判断をされたんだとは思うんですが、いつも思

うんですけど、こういった何か会員さんたち、

委員さんを選ばれるときに、どうも何となしに

どうも納得のいかぬような気もするんですな。

このあたりは事前にこういう人を選考委員に選

びましたなんちゅう報告でもあればよかっです

けど、その結果で上がってきて、早い話、これ

に沿うた行政の対応をせにゃいかぬわけですか

ら、まず、委員さんあたりはもうちょっとぴし

ゃっと……。すばらしい人ですよ。ぴしゃっと

いろいろ検討をされて選ばれたほうがいいんで

はないかなという気がいたします。はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。前にも１回言う
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たかれしれぬですけどですね。観光施設あり方

というのはですね、なぜその観光施設がもっと

よく利用できるか、利用者が多くなるか、そこ

からですね、始めていくと、その運営形態が悪

いから入らないとかですね、いろいろ出てくる

わけですよ。これはどうもですね、これを見る

と、廃止とか再編とかですね、そういうのに検

討会からお墨つきをもらうために、何か報告書

を出すとは出させとっというような取り方しか

できぬようにも思うんですよね。 

 ですから、観光振興というのは、観光振興課

の観光振興課長ですから、どうやって観光を振

興していくかというところでですね。例えば、

私の記憶では、五家荘平家の里というのがあり

ます。一番多いときには５万人が入っておりま

した。今どんなですか──２万人ぐらいでしょ

う。利用料も約２０００万ぐらいが、その半分

以下になっとるわけでしょう。ですから、どう

いうふうに利用していただけるかということを

ですね、もっとこの中には全く見えぬわけです

よ。どうやって観光施設を利用してもらう観光

客をふやすのか。そこから始めていって、じ

ゃ、それはランニングコスト等ちょっとやっぱ

り財政的にも無理だというなら、廃止とかとい

うことが出てくるわけですけども、そのあり方

の部分がですね、これは全くここになかっです

よ。その辺な、どんなですか。どう思って…

…。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。今回の

検討会の皆さんのほうから提言という形でいた

だくという形をとっておりますので、検討会の

委員の皆様の現場を見ていただいた上で、いろ

んな、私どもから施設のことの説明をさせてい

ただいた上で、その施設を今おっしゃいました

ように廃止するのか存続させるのかという目だ

けでなくて、その施設をさらに重要だから生か

していくんだとか、そういったところも含めて

ですね、御検討をいただいております。実際に

御意見の中でも、この施設についてはもっとこ

うして高めていったらいいんじゃないか、集客

を図ったらいいんではないかというふうなお話

も御意見──個別的意見としてもいろいろ出て

おりますので、施設のいわゆる有効な活用と集

客増という部分も含めてですね、御検討をいた

だいたというふうには思っております。（委員

松永純一君「よかです、もう」と呼ぶ）（笑

声） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 意見でよかですか。 

○委員長（増田一喜君） いいですよ。次、御

意見。 

○委員（野﨑伸也君） はい。資料の中に施設

一覧でですね、いただいておっとですけど、１

から４７までありまして、今回１１から２３と

いうふうなことでしたけれども、今先ほど質疑

もさせていただいたっですが、今後、統廃合を

含めてですね、いろいろと財政の関係でです

ね、その施設ごとのですね、やっぱり修繕計画

だったり、今後どれぐらいのお金が必要になる

かとかっていうのもですね、必要になってくる

と思うんですよ。そういった中で、もう大分前

からですね、そういった施設ごとに修繕計画と

か、そういったものを幾ら今後必要になるかと

いうのをつくっといてくださいねっていうふう

な話をしとったですけれども、つくってられる

と思うんですけども、そういった準備のほうも

ですね、きちっとしておいていただいて、そう

いったものも活用しながらですね、今後、前に

進んでいっていただければなというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） ほかにはありません

か。 

○委員（村上光則君） よかですか、せっかく
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やけんで。 

○委員長（増田一喜君） はい。村上委員。 

○委員（村上光則君） よかとこ宣伝隊は、こ

の前、担当の人には言うとったけど、トイレは

張り紙をしたまま何年じゃなかばってん、１年

ぐらいほっとったでしょう。で、市民から私に

電話あったもんだけん、すぐ見に行ったところ

が本当に紙ば張ってあったですもんね。もうで

きたですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。お話を

いただきまして、現場に参りまして、現場のほ

うは修理のほう、終えております。あそこが張

り紙がしてあって、一応１つの便器ですけど

も、使用ができないという表示についてはです

ね、そう長期間ではないというふうには聞いて

おるんですけども、はい。（委員村上光則君

「長い間……」と呼ぶ） 

 一応修理のほうはその後させていただいて、

使用できるような状況でございます。 

○委員長（増田一喜君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） そうですか。もう直っ

たっですね。 

 そうすると、屋根は雨漏りがして、あれはＪ

Ｒと協議ばすっというふうな話だったですけ

ど、話できましたか。 

○委員長（増田一喜君） はい、水本課長。 

○観光振興課長（水本和博君） はい。雨漏り

のほうがですね、今の観光案内所、よかとこ宣

伝隊のあの事務所があります部分に一部壁づた

いに流れ込むような部分と、あと外の部分に通

路、トイレに行く分の通路のほうに、これは結

構大雨のときなんかはかなり水が落ちてくると

いうふうな状態というのは聞いております。

で、ＪＲさんもですね、これかなり新幹線と在

来駅が重なった部分とか、いろんな同じような

パターンのところございますけども、かなりそ

ういった状態が、同じような状態が出ておると

いうことで、ある程度計画的にしなければいけ

ないというふうなお話は聞いてはおりますけど

も、新八代駅の部分にいつこういった、ちょっ

と手直しをするとか、そこらあたりの詳細な部

分はまだちょっとはっきりしておりません。

（委員村上光則君「はい。早く協議してから直

しておくごとしとってください。市民が心配す

る前にですね」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですね。 

 ほかありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、加えてよかで

すか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今の話のようにですた

い、行政の施設の利用方法が悪かために、施設

のあり方ば市民に付託せぬばんという話なら、

本末転倒だて私は思うとですね。だけん、施設

をやっぱり有効にするというとは行政の責任と

して精一杯してもらってですたい、松永さんが

話しよるごと、入り口の違うとて思うとです

よ。そっちを有効に利用する方策がなか、あん

まりせぬどって、１年間ほったらかしにしとっ

てからですたい、あり方検討委員会には諮問す

るというような話では違うと思う。だけん、そ

の辺もよく検討されてですね、施設のあり方と

いうとは、行政内部でもんでほしいというふう

にお願いします。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 関連ですが、恐らくこ

の選考委員さんたちが報告されぬでも、市の職

員さんたちはわかっておるとですね、こんなこ

とは。 

 今おっしゃったみたいに、選考委員さんがお

っしゃったからどうこうするちゅう話ではなく

て、もうちょっと市でこれぐらいのことはでき

ると思うんですな。外部がされぬと、自分たち

が言うだけだから、どうにもならぬという話か

もしれませんけど。どうも何でも何か委員さん
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を集めてきて何かやれば、何遍か会議して１、

２回その位置に行って、実態なんてそう簡単に

はわからんですよ。さかもと温泉センターも物

すごう苦労して皆さんが努力しよるのに、単純

に統合が望ましいとかって、そんな簡単な話じ

ゃないような気がすっとですね。まあ、意見で

すが。 

○委員長（増田一喜君） もう意見も出尽くし

たと思いますけれども、よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上で平

成２６年度八代市観光施設あり方検討会検討結

果報告についてを終了します。どうもお疲れさ

までした。（｢ありがとうございました」と呼

ぶ者あり） 

 当委員会の所管事務調査について、ほかに何

かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようでございま

す。 

 以上で、所管事務調査２件についての調査を

了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き、閉会中の継続

調査の申し出をいたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。お疲れさまでした。 

（午後６時０５分 閉会） 
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